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決算の認定について 

日程第 ８ 議案第９３号 平成２０年度あわら市農業集落排水事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

日程第 ９ 議案第９４号 平成２０年度あわら市産業団地整備事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

日程第１０ 議案第９５号 平成２０年度あわら市モーターボート競走特別会計歳入

歳出決算の認定について 

日程第１１ 議案第９６号 平成２０年度あわら市公共下水道事業会計決算の認定に

ついて 

日程第１２ 議案第９７号 平成２０年度あわら市水道事業会計決算の認定について 

日程第１３ 議案第９８号 平成２０年度あわら市工業用水道事業会計決算の認定に

ついて 

日程第１４ 議案第９９号 平成２０年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計決算の

認定について 

日程第１５ 議案第 100 号 平成２０年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計決算に
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よる剰余金の処分について 

日程第１６ 議案第 111 号 平成２１年度あわら市一般会計補正予算（第５号） 

日程第１７ 議案第 120 号 平成２１年度あわら市一般会計補正予算（第６号） 

日程第１８ 議案第 121 号 平成２１年度あわら市国民健康保険特別会計補正予算（第

２号） 

日程第１９ 議案第 122 号 平成２１年度あわら市モーターボート競走特別会計補正

予算（第１号） 

日程第２０ 議案第 123 号 平成２１年度あわら市公共下水道事業会計補正予算（第２

号） 

日程第２１ 議案第 124 号 平成２１年度あわら市水道事業会計補正予算（第１号） 

日程第２２ 議案第 125 号 平成２１年度あわら市工業用水道事業会計補正予算（第２

号） 

日程第２３ 議案第 126 号 平成２１年度あわら市農業集落排水事業会計補正予算（第

１号） 

日程第２４ 議案第 127 号 平成２１年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計補正予

算（第２号） 

日程第２５ 議案第 128 号 人権擁護委員の候補者の推薦について 

日程第２６ 請願第 ２号 政府への日米間におけるＦＴＡ（自由貿易協定）締結に反

対する意見書提出に関する請願 

日程第２７ 発議第 ７号 北陸新幹線の福井県内早期着工に関する意見書 

 

 （散  会） 
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出席議員（１８名） 

   １番 吉 田 太 一     ２番 森   之 嗣 

   ３番 杉 本 隆 洋     ４番 山 田 重 喜 

   ５番 三 上   薫     ６番 八 木 秀 雄 

   ７番 笹 原 幸 信     ８番 山 川 知一郎 

   ９番 北 島   登    １０番 向 山 信 博 

  １１番 坪 田 正 武    １２番 丸 谷 浩 二 

  １３番 牧 田 孝 男    １４番 卯 目 ひろみ 

  １５番 宮 崎   修    １６番 山 川   豊 

  １７番 東 川 継 央    １８番 杉 田   剛 

 

欠席議員（０名） 

                                       

 

地方自治法第１２１条により出席した者 

 市 長  橋 本 達 也    副 市 長  北 島 善 雄 

 教 育 長  寺 井 靖 高    総 務 部 長  圓 道 信 雄 

 財 政 部 長  田 中 利 幸    市民福祉部長  山 岸 利 紀 

 経済産業部長  坪 田 清 孝    土 木 部 長  長谷川 忠 典 

 教 育 部 長  藤 崎 恒 美    会計管理者  佐 孝 博 司 

 土木部理事  佐々木   賢    市民福祉部理事  辻   邦 雄 

 市民福祉部理事  摩 垣 浄 心    芦原温泉上水道財産区管理者  竹 内 正 文 

                                       

 

事務局職員出席者 

 事 務 局 長  柴 田   昇    事務局長補佐  山 口   徹 

 書 記  中 辻 雅 浩 
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   ◎議長開会宣告 

○議長（丸谷浩二君） ただいまから、第４４回あわら市議会定例会を開会いたします。 

（午前 11時 40 分） 

                                       

   ◎市長招集挨拶 

○議長（丸谷浩二君） 開会に当たり、市長より招集のご挨拶がございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 第４４回あわら市議会定例会の開会に当たり、一言ご挨拶を申

し上げます。 

 師走に入り、何かと気ぜわしい日が続いております。議員各位には、先月２６日

の議会臨時会に引き続いての招集となり、公私ともにご多忙中にもかかわらず本定

例会にご参集をいただき、厚くお礼を申し上げます。 

 さて、さきの衆議院議員総選挙の大勝を受け、９月の半ばに民主党を中心とする

連立政権が発足してから３カ月近くが経過いたしました。 

 鳩山内閣では自民党からの政権交代を印象づける政策を矢継ぎ早に打ち出してお

りますが、外交や予算編成などで閣内不一致が生じるなど、性急な政策転換の混乱

が続いております。 

 また、平成２２年度予算の概算要求が９５兆円に達したことから、政府の行政刷

新会議では、概算要求から無駄を洗い出す、いわゆる事業仕分けを行ったところで

あります。 

 この作業は、民主党国会議員や民間有識者らで構成される評価者が三つのワーキ

ンググループに分かれ、あらかじめ抽出された４４７事業を１事業当たり約１時間

でスピード査定するというものであります。 

 政府主導というよりは財務省ペースで進められているという感は否めないものの、

すべてが公開されるという意義においては、一定の評価はできるものと思っており

ます。 

 しかしながら、この事業仕分けにおいて廃止、縮減または見直しされたもののう

ち、本市の平成２２年度当初予算に影響があるものも含まれていることから、今後

の国の予算編成の動向に十分注視する必要があるものと思っております。 

 また、事業仕分けが進められる一方、政権交代の目玉である、子ども手当、ガソ

リン税などの暫定税率廃止、高校の実質無償化といった、平成２２年度から実施す

ると明示している、いわゆるマニフェスト事業についての議論が並行して行われて

おります。 

 特に、子ども手当については、菅国家戦略担当相が一部地方負担を求めることを

検討すべきと表明したり、藤井財務相がマニフェストには国が全額払うとは一切書

いていないと発言しておりますが、地方に財政負担を転嫁することがないよう強く
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要望するものであります。 

 また、その他のマニフェスト事業の取り扱いに当たっても、見直しの対象とする

とともに、地方と協議を行うなど、慎重を期していただきたいと思っております。 

 いずれにいたしましても、国、地方を通して、厳しい経済情勢の中にあり、更な

る税収の落ち込みが予想されております。 

 本市におきましても、国同様、なお一層の経費の削減に努めて参りたいと考えて

おります。 

 ところで、本市におきましては、本年度の本格的な降雪期に備え、除雪対策につ

いて万全を期すべく準備を進めており、去る１２月１日から来年３月３１日までの

間、あわら市道路除雪対策本部を建設課に設置したところであります。 

 新潟地方気象台発表の本年１２月からの３カ月予報では、降雪量は平年並みとの

ことであります。道路除雪につきましては、市及び民間委託除雪機械により、国・

県道とアクセスする基幹道路を優先的に実施し、生活道路及び公共施設等へのアク

セス道路につきましても最大限の確保を図って参ります。 

 なお、既に県や他市では実施しておりますが、本市におきましても、市が保有す

る６台の除雪機械を民間業者へ貸与することにより、除雪作業を効率的かつ的確に

行って参りたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 ご案内のとおり、本定例会におきましては、９議案の審議をお願いするものであ

ります。その内訳につきましては、補正予算に関するもの８議案のほか、人権擁護

委員候補者の推薦に関するものが１議案となっております。 

 各議案の内容、提案の趣旨につきましては、後ほどご説明を申し上げますが、何

とぞ慎重なご審議をいただき、妥当なるご決議を賜りますようお願い申し上げまし

て、招集のご挨拶といたします。 

                                       

   ◎開議の宣告 

○議長（丸谷浩二君） 本日の出席議員数は、１８名であります。 

 よって、会議の定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

○議長（丸谷浩二君） 本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。 

                                       

   ◎諸般の報告 

○議長（丸谷浩二君） 諸般の報告を事務局長より行います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 事務局長。 

○事務局長（柴田 昇君） 諸般の報告をいたします。 

 平成２１年１１月２６日招集の第４３回あわら市議会臨時会において議決されま

した議案につきましては、１１月２７日付で市長あてに会議結果の報告を行ってお

ります。 

 今定例会までに受理いたしました陳情等につきましては、お手元に配布してあり
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ます陳情等文書表のとおりであります。 

 次に、本定例会の付議事件は、市長提出議案２３件、請願１件、議員発議１件で

あります。 

 本定例会の説明出席者は、市長以下１４名であります。 

 以上でございます。 

                                       

   ◎行政報告 

○議長（丸谷浩二君） 市長の行政報告を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 各部の所管事項について、行政報告を申し上げます。 

 まず、総務部関係でございますが、総務課所管では、防災行政無線整備事業につ

いて申し上げます。 

 防災行政無線整備事業については、合併時からの懸案である市内全域での防災行

政無線の整備を進めるものであります。 

 昨年度、調査設計業務を終え、本年度と来年度の２カ年で整備工事を完了する予

定であり、本年度は金津地区を、来年度は芦原地区の未整備箇所を整備することに

なっております。 

 本年度事業の進捗状況でありますが、まず、防災行政無線用の屋外拡声子局の設

置箇所については、地元区長等の立ち会いのもと、金津地区の５３カ所について既

に確定し、１０月１日付で地権者と土地の無償による使用貸借契約を締結しており

ます。 

 整備工事については、屋外拡声子局の鋼管柱の据えつけ作業やスピーカー取りつ

け作業を１０月２１日から開始し、順次進めており、１２月の半ば頃には屋外拡声

子局関係の整備がすべて終了する見込みであります。 

 また、庁舎内における同報系及び移動系の親局設備の整備についても、１２月半

ば頃から取りかかる予定となっております。 

 本年度分の工事については来年２月末頃には終えた上で、その後、音達範囲、電

波状況等の確認を行い、必要があれば修正作業を行いたいと考えております。 

 次に、市民福祉部関係でございますが、健康長寿課所管では、１０月２０日と２

１日、トリムパークかなづで健康長寿祭を開催いたしました。 

 当日は、７５歳以上の１,２１６人の皆さんをお迎えし、保育園児の遊戯や吉崎小

学校全児童によるオペレッタのほか、プロ歌手によるアトラクションなどを楽しん

でいただきました。 

 また、交通安全寸劇アカデミー賞を受賞した２グループが出演し、高齢者に交通

安全の大切さを訴えていただきました。 

 次に、経済産業部関係でございますが、観光商工課所管では、あわら市観光協会

へ委託し、１１月１７日から１８日までと１２月２日から３日までの２回にわたっ
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て実施した「モニターツアー」について、ご報告申し上げます。 

 今回のモニターツアーは、三国競艇でのどきどき体験やボランティアガイドによ

る三国湊まちなか散策、金津創作の森でのサンドブラスト体験、芦原芸妓とお座敷

体験など、本市及び周辺観光地の魅力を組み込んだツアーとなっており、関西地区

からの参加者には大いに満喫してもらうことができました。 

 今後は、モニターの結果を踏まえ、着地型旅行商品の開発と流通への本格的実施

に向けた取り組みをスタートさせ、なお一層の誘客につなげていきたいと考えてお

ります。 

 最後に教育委員会関係でございますが、スポーツ課所管では、総合型地域スポー

ツクラブの創設に向けた取り組みについて申し上げます。 

 去る１１月２２日、農業者トレーニングセンターにおいて、あわら市総合型地域

スポーツクラブ設立準備委員会主催による、総合型地域スポーツクラブのＰＲを兼

ねたプレイベントが開催されました。 

 友人同士や家族連れなど１００人を超える市民の皆さんが参加し、１７種目のニ

ュースポーツに興味を持って取り組まれ、心地よい汗を流していただきました。 

 設立準備委員会では、来年２月に「あわらトリムクラブ」を設立する予定であり、

子供からお年寄りまでだれもが気軽にスポーツを楽しめる環境が整備されるよう、

準備を進めているところであります。 

 市としては、引き続き最大限の支援をして参りたいと考えております。 

 続いて、文化学習課所管の金津創作の森の事業について申し上げます。 

 ７月２５日に開幕した「ムットーニシアター 自動人形師ムットーニ・機械仕掛

けの迷宮博物館」は、９月２７日まで開催し、９,１２２人の入場者に観覧していた

だきました。 

 会期中は、作家のガイドによる「ナイトツアー」や「上演会」を開催し、作品へ

の理解を深めていただいたほか、関連イベント「プロムナードコンサート」を開催

して、市民の皆さんにクラシック音楽を楽しんでいただくなど、当市出身の若手音

楽家の紹介に努めました。 

 次に、恒例の第１２回クラフト・マーケットを、１０月１０日・１１日の両日開

催いたしました。出店者は審査員による審査を経て決定しておりますが、特にクラ

フトの部では、春の「アート・フェスタ」とは異なる者を選考し、質の高いマーケ

ット運営を目指しました。 

 各種一日体験も充実させ、２日間で９,９３６人の入場者に来場していただきまし

た。 

 なお、パーク・アンド・ライドによるシャトルバスも運行し、サービス向上に努

めております。 

 以上で行政報告を終わります。 
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   ◎会議録署名議員の指名 

○議長（丸谷浩二君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、１１番、坪田正武君、

１３番、牧田孝男君の両名を指名します。 

                                       

   ◎会期の決定 

○議長（丸谷浩二君） 日程第２、会期の決定を議題とします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日から１２月２４日までの１８日間としたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本定例会の会期は本日より１２月２４日までの１８日間と決定しま

した。 

 なお、会期中の日程は、お手元に配布しました会期日程表のとおりであります。 

○議長（丸谷浩二君） 暫時休憩します。再開は午後１時といたします。 

（午前 11時 54 分） 

                                       

○議長（丸谷浩二君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 1時） 

                                       

   ◎議案第８８号から議案第１００号の一括上程 

                    ・委員長報告・総括質疑・討論・採決 

○議長（丸谷浩二君） 日程第３、議案第８８号、平成２０年度あわら市一般会計歳入

歳出決算の認定について、日程第４、議案第８９号、平成２０年度あわら市国民健

康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第５、議案第９０号、平成２０

年度あわら市老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第６、議案第９

１号、平成２０年度あわら市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、

日程第７、議案第９２号、平成２０年度あわら市金津雲雀ヶ丘寮特別会計歳入歳出

決算の認定について、日程第８、議案第９３号、平成２０年度あわら市農業集落排

水事業特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第９、議案第９４号、平成２０

年度あわら市産業団地整備事業特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第１０、

議案第９５号、平成２０年度あわら市モーターボート競走特別会計歳入歳出決算の

認定について、日程第１１、議案第９６号、平成２０年度あわら市公共下水道事業

会計決算の認定について、日程第１２、議案第９７号、平成２０年度あわら市水道

事業会計決算の認定について、日程第１３、議案第９８号、平成２０年度あわら市

工業用水道事業会計決算の認定について、日程第１４、議案第９９号、平成２０年
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度芦原温泉上水道財産区水道事業会計決算の認定について、日程第１５、議案第１

００号、平成２０年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計決算による剰余金の処分

について 

 以上の議案１３件を一括議題とします。 

○議長（丸谷浩二君） これらの議案につきましては、決算審査特別委員会に付託し、

審査願っておりますので、委員長よりその審査結果の報告を求めます。 

○議長（丸谷浩二君） 決算審査特別委員長、卯目ひろみ君。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） １４番、卯目委員長。 

○14 番（卯目ひろみ君） 議長のご指名がありましたので、決算審査特別委員会のご報

告をいたします。 

 去る９月開催の第４２回あわら市議会定例会において、当委員会に付託されまし

た議案第８８号から議案第１００号までの１３議案について１０月５日、１５日、

１９日、２３日、３０日、１１月５日、９日の７日間わたりまして、関係理事者の

出席を求めて審査をいたしましたので、その経過と結果についてご報告申し上げま

す。 

 皆様もご承知のとおり、決算の認定は地方自治法に規定する議会の権限のうちで、

極めて重要な議決事項の一つとして定められております。決算は本市の重要な経営

成績のあらわれであり、その予算がいかに適切に執行されているかを監視し、財政

効果が本来の行政効果の目的に適合しているか、住民負担とその使途が適正かつ効

率的に行われているか等に重点を置いて、主要事業の成果の確認とあわせて、その

処理及び対応について審査して参りました。特にそれぞれの会計における歳入・歳

出の内容及びその執行状況を踏まえ、これらが本市の今後の市政運営と長期的な財

政計画にどのように結びつくかを主眼として、審査したところであります。 

 決算書における計数的な内容につきましては、さきの議会において、監査委員か

ら専門的な立場での意見書が提出されておりますので、ここでは、総括的な事項に

ついて各課ごとに申し上げます。 

 まず、総務課所管について申し上げます。 

 自主防災組織の設立促進については、嶺北消防組合と連携して、行政区単位で行

っていますが、全体の集落数から見ると、年間１０組織は大変わずかであります。

また、男女共同参画についても、まだまだ一般市民への浸透は浅いように感じられ

ます。自主防災組織については、区への更なる呼びかけを、また、男女共同参画に

ついては、職場内での子育て支援などを企業にも積極的に取り組むように呼びかけ

るべきであるとの意見がありました。 

 次に、観光商工課と文化学習課にも関連いたしますが、セントピアあわら、金津

創作の森、両方の財団の理事長を市長が兼務していることについてですが、市が財

団に対して補助金を支出していることや、運営の管理指導を行うべき観点から見た

とき、市長はこれらの理事長を兼務すべきではないので、見直すべきとの指摘があ
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りました。また、近い将来において、市内の財団への職員の派遣も行わなくて済む

ように、財団の自主運営の強化を望むものであります。 

 ほかには、専門職員のありようについて、技術職員が各課に一、二名配置されて

いるようですが、専門的に設計をチェックできる職員を育成することも考えるべき

との意見があり、業者への委託費も削減できるであろうし、そのほかにもいろいろ

なメリットを考えれば、研修などもこれからは大切ではないかとの意見もありまし

た。 

 次に、政策課所管について申し上げます。 

 平成２３年に福井市が広域圏電算システムから脱退することに伴い、新システム

を構築中とのことでしたが、圧縮できる経費を十分に検討して、よい結果が出せる

よう望むものであります。 

 また、本年３月１日に実施された地域力コンテストでは、それなりのよい反響が

あったことから、まだまだいろんな取り組みを行っている地域がほかにも多数ある

ので、来年以降も是非継続して実施してほしいとの要望がありました。 

 次に、監理課所管について申し上げます。 

 沢地係の水道管布設工事についてですが、下水管布設工事が発生した際の随意契

約については、一応の理解はできるものの、その請負率が当初入札を執行した落札

率よりも高いことはおかしいのではないかとの指摘があり、理事者からは、変更工

事ではなくて別工事であると判断したためであるとの回答がありました。随意契約

については、今後のためにも明確な事務規則等を作成するべきであるとの意見があ

りました。 

 次に、財政課について申し上げます。 

 まず、合併特例債９４億円の計画状況について問いがあり、有利な起債なので、

なるべく、使える事業であれば今後も使っていきたいとの回答でありましたが、こ

の合併特例債については、交付金に算入されることから、今後、交付金が減額され

ることも十分に考えられるので、慎重に対応してほしいとの強い意見がありました。 

 また、借り換え償還について、高金利である資金を低金利へと、順次借りかえを

進めています。金利が安くなることは市の負担も軽減されるので、今後も続けて進

めてほしいとの要望がありました。 

 また、平成１１年に、当時、芦原町が購入したボート研修地を１２億円でセント

ピアあわらに売却した件の詳細な経緯と、市から支出されている補助金の関係につ

いて問いがありましたが、これについては、セントピアあわらに借金を肩がわりさ

せたものであり、適正な補助金の支出を強く望むものであります。 

 次に、税務課と収納推進課所管について申し上げます。 

 入湯税の帳簿検査はどうしているのかとの問いに対して、対象となる旅館は２７

軒であり、昨年はすべての旅館で検査を実施したが、今年は９旅館で実施し、３年

間ですべての旅館を回るようにしているとの回答がありました。各旅館への入湯税

の適正な申告と納付の徹底をさらに望むものであります。 
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 市税の現年分の徴収率は、昨年の９５.８３％から９６.８５％へと１.０２％の増

となりましたが、このことについては、市税等徴収嘱託員の増員や、福井県とあわ

ら市の共同徴収チームの設置など、担当課の努力による成果であると認めるところ

です。その一方で、滞納繰越分の徴収率減や国民健康保険税を含めた市税等で、約

１億８,０００万円に上る不納欠損額があり、徴収率アップと税負担の公平性の観点

から、収納の更なる強化と適正な債権の確保を強く望むものであります。 

 また、コンビニ収納の件についてですが、２３年度から実施予定とのことであり

ました。コンビニ収納はそれなりの効果が期待できると思われますので、早期の実

現を期待するものであります。 

 次に、市民生活課所管について申し上げます。 

 一般廃棄物処理手数料で約１７０万円の収入未済額がありました。これは主に特

別ステーション分でありますが、特別に収集している上、滞納することは大変遺憾

であり、適正に徴収することを強く望むものであります。 

 また、交通災害共済加入者が減少していることについて、安い掛金でありながら

自転車の事故などでも対応できるので、加入の方法については、ひとり暮らしの高

齢者などに対し、各区での取り組みに協力・促進できるような配慮を望むものであ

ります。 

 次に、福祉課所管について申し上げます。 

 保育所の送迎バス運行についてでありますが、現在、芦原地区では月３,０００円

の負担金を徴収しています。一方、金津地区では、保育所の統廃合時の申し合わせ

により、現在は無料となっております。このことから委員からは、両地区の整合性

をとる必要があり、検討するべきとの指摘がありました。 

 また、あわら市では、生活保護者の数が県内でもかなりの数に上っており、今後

も増加が予想される中、何らかの対策が講じられるように強く望むものであります。 

 また、現在の福祉タクシーは身体障害者の方しか利用できません。しかし、腎臓

透析者など、一人で病院に通えない場合にも利用できるようになることを望んでい

ます。 

 次に、健康長寿課所管について申し上げます。 

 介護事業について、現在、市と契約している紙おむつしか使用できません。しか

し、自分に合った紙おむつを使用したいとの市民の声を聞いているので、対応して

ほしいとの要望がありました。 

 また、健康長寿祭については、毎年同じようなイベントではなく、元気をもらえ

るような参加型イベントにしてみるなど、変化を考えることも大切ではないかとの

意見もありました。 

 次に、農林水産課所管について申し上げます。 

 地籍調査事業について、調査が非常に遅れており、平成２８年度までの第５次計

画どおり、早急に調査を進めるよう望むものであります。 

 次に、水田営農条件整備事業について、ＪＡ花咲ふくいに対し、ソバ乾燥調整施
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設等への補助金を交付していますが、あわら市内で収穫したソバは施設を使用する

ことができずにいるので、ＪＡ側と協議を行うよう強く望むものであり、委員から

は、使用できないのであれば補助金の返還も検討するようにとの指摘がありました。 

 また、環境配慮型漁場保全事業について、水質浄化を進めるため、北潟湖へシジ

ミを長年放流しているのですが、いまだに繁殖の確認ができていないのが現状です。

水質浄化のためならば、放流を続ける前に、まず、繁殖しない原因究明を行った上

で、今後の対策についての検討をされるよう望むものであります。北潟湖は当市に

とっては観光資源であり生活資源でもあるわけですから、ますます水質浄化に努め

て、環境問題にも取り組む努力を惜しまないでほしいという意見もありました。 

 鳥獣害防止総合対策事業については、イノシシの被害が拡大しており、地元の農

家では、高齢化や負担金の問題もあり、大変苦慮しておられるようです。更なる固

定柵の延伸を早急に進めるとともに、負担金についても検討されるよう強く望むも

のです。 

 松くい虫対策について、文化学習課とも関連いたしますが、特に吉崎御坊のお山

の松枯れが進んでおります。地上散布や樹幹注入を行ってはいるものの、景観上、

大変寂しいものとなっております。関係各課との連携を図り、苗木の植栽など、抜

本的な対策を検討されるよう、更なる努力を望むものであります。 

 また、丘陵地の耕作放棄地については、その解消に努められていることが見受け

られますが、しかし、丘陵地には、苗木が大木となり畑として活用できないところ

も見られ、今後一層の管理と、本来の目的に沿って活用されるよう、市の監視の強

化を望むものであります。 

 次に、観光商工課所管について申し上げます。 

 まず、産業団地整備特別会計で２億６,０００万円の赤字となっていることから、

古屋石塚テクノパークの２区画の早期売却に一層の努力を強く望んでおります。ま

た、委員からは、古屋石塚テクノパークにある石塚橋の拡幅、アクセス道路の整備

など、工業団地のインクラ整備を行うことで、早期売却にもつながるのではないか

との意見もありました。 

 なお、厳しい経済状況の中で、なかなか難しいこととは思いますが、新たな雇用

の創出、人口増加につながる企業誘致には、今後も積極的に取り組むよう強く望む

ものであります。 

 あわら市観光協会について、今年度より観光協会の組織強化に取り組むとのこと

でありましたが、あわら市全体の観光づくりに更なる努力を続けてください。これ

からの観光協会の取り組みにも注目していきたいと思います。 

 昨今、芦原温泉の入り込み客数が毎年減少していることから、各旅館をはじめ、

観光に携わる方々におかれましては、芦原温泉全体のため、ひいては地域のまちづ

くりのために、更なる自助努力をされることも望むものであります。 

 次に、建設課所管について申し上げます。 

 現在、各地区の要望事項が大半を占めているのが、門型側溝整備や道路改良工事
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であり、これに係る一般財源は約５,０００万円となっております。市の単独事業と

して事業費を増額できないかとの問いがあり、理事者からは毎年たくさんの要望が

あり、生活地域のインフラ整備は大変重要であるが、なかなか進まないとのことで

す。門型側溝に限らず、工事費を抑える工法なども早々に検討していただき、市単

独事業の充実を望むものであります。 

 次に、上下水道課所管について申し上げます。 

 審査の過程では、公共下水道の未認可及び未整備区域の早期完成に係る要望が多

数ありました。 

 また、芦原温泉上水道財産区での水道料金の滞納は、徴収に努力された結果、減

っていますが、市の下水道使用料高額滞納者は財産区管内に多く見られることから、

互いに十分連携を図り、滞納を減らすようにとの指摘がありました。 

 次に、教育総務課所管について申し上げます。 

 合併はしたものの、市内には制度に違いがあるものが幾つかあります。学校給食

においては、完全給食と補食給食の統一及び給食費の一元化。幼稚園での預かり保

育と幼保一元化についてなど、市内に違う制度があることは望ましくないので、今

後、整合性を検討されるよう望むものであります。 

 学校整備には多額の費用がかかるものですが、議会よりの提案のもとに、学校施

設整備基金として１,０００万円の基金が積み立てられています。これについては、

引き続き積み立てができるよう、強く望むものであります。 

 次に、文化学習課所管について申し上げます。 

 創作の森財団への運営補助額が多額となっていることから、補助金の限度額の設

定、創作の森を取り巻く地域活性化、地域から一層愛され認められるような運営努

力をされるように望んでおります。 

 また、公民館活動では、館長の裁量で使用できる予算を設けて、各館の個性を生

かした独自の運営を行うべきとの意見がありました。 

 次に、スポーツ課所管について申し上げます。 

 学校開放における体育館使用料の適正な受益者負担を、今後検討されるように望

むものであります。 

 最後に、ケーブルテレビの加入率増加、金属製粗大ごみ収集の隔年での実施につ

いてなどは昨年も指摘されております。理事者には、こういったことが問題の先送

りとならないよう検討されることを強く望むものであります。 

 以上、審査の経過と結果の概要について述べましたが、各所管の審査においては、

財政的見地はもちろん、事務事業の執行方策等については、ほかにも多くの指摘、

要望等を行っております。委員からの要望や意見、また、指摘事項については十分

配慮の上、今後の市政運営に反映されることを強く望んでおります。市民のニーズ

を的確に把握しながら、優先順位づけによる事業の取捨選択、さらには創意と工夫

により、一層の効率化と徹底した節減、合理化に、理事者、職員一丸となった取り

組みを今後とも切に望むものであります。 
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 なお、審査の結果につきましては、議案第８８号、平成２０年度あわら市一般会

計歳入歳出決算の認定についてをはじめ、その他１２議案については、いずれも全

会一致で原案可決すべきものと決した次第であります。 

 以上、決算審査特別委員会の審査結果を申し上げ、報告といたします。 

○議長（丸谷浩二君） これより、決算審査特別委員長の報告に対する総括質疑を許し

ます。 

○議長（丸谷浩二君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 質疑なしと認めます。 

○議長（丸谷浩二君） これから、議案第８８号から議案第１００号までの討論、採決

に入ります。 

○議長（丸谷浩二君） 議案第８８号、平成２０年度あわら市一般会計歳入歳出決算の

認定について、討論はありませんか。 

（「討論あり」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） まず、原案に反対の方の発言を許可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） ８番、山川知一郎君。 

○８番（山川知一郎君） 議案第８８号、平成２０年度あわら市一般会計歳入歳出決算

について、反対の討論をさせていただきます。 

 いつも申し上げておりますが、一つは、この決算の中に北陸新幹線の建設促進に

関する陳情費用等が含まれておりますが、北陸新幹線の建設については、また後ほ

ど申し上げますが、現在のスキームでは、新幹線を建設する場合には、並行在来線

は必ず第三セクターにするということが決められております。また、事業費につい

ては３分の２を国が、３分の１を地方が負担するということになっております。そ

して、この新幹線建設に当たっては、こういうスキームを地方が了解をした場合に

建設をするということになっております。ところが、現在までの促進運動の状況を

見ますと、この第三セクターとなる会社の概要については、全く不透明であります。

どういう規模で、だれが責任を持って運営をするのか、そして、まず北陸線につい

て言えば、福井県、石川県、富山県、それぞれ別々に三セクがつくられるのか、全

部あわせて一つの三セク会社となるのか、こういうことも明らかではありません。

まして、一体、これに伴って、地元自治体の負担は幾らになるのか、こういうこと

も全く明らかになっておりません。そして、この三セク会社が経営する鉄道は新幹

線と競合する関係上、特急列車は運行しないということにもなっておりますが、こ

ういうことについても、ほとんど住民に対してきちんとした説明もなく、地元はも

う賛成しているという前提で、どんどん建設、誘致運動が進められている。これは

全く住民を無視していると言わざるを得ないものであります。こういう新幹線建設

運動に、市の財政負担をして進めるということは認められないということでござい

ます。 
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 もう一つは、金額はわずかでありますけれども、自衛隊の強力化に対する支出が

ございます。今、日本の自衛隊はどんどん拡大をされておりまして、毎年５兆円も

の軍事費を使っております。国も地方も大変財政が厳しい折、民主党政権になって、

先ほど事業の見直しが行われましたけれども、この軍事費については全く触れられ

ていない状況でございます。こういう、全く見直しもせずにどんどん膨れ上がって、

国家財政を大きく圧迫している軍事費、これらについて何の見直しもすることなく、

そして、憲法９条に反して、拡大解釈によって、どんどんどんどんアメリカの戦略

に組み入れられて、アメリカ軍の一部となって海外に軍事進出をしていく、こうい

う自衛隊に協力することも、これは絶対に認められないところでございます。 

 以上の理由により、この一般会計の決算認定に反対するものでございます。 

 どうか、同僚各位のご理解をお願い申し上げます。 

○議長（丸谷浩二君） 次に、原案に賛成の方の発言を許可します。 

○議長（丸谷浩二君） 討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） これで、討論を終結します。 

○議長（丸谷浩二君） 議案第８８号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は認定とするものです。 

 委員長報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（丸谷浩二君） 起立多数です。 

 したがって、議案第８８号、平成２０年度あわら市一般会計歳入歳出決算の認定

については、委員長報告のとおり認定することに決定しました。 

                                        

○議長（丸谷浩二君） 議案第８９号、平成２０年度あわら市国民健康保険特別会計歳

入歳出決算の認定について、討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 討論なしと認めます。 

○議長（丸谷浩二君） 議案第８９号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は認定とするものです。 

 委員長報告のとおり認定とすることに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（丸谷浩二君） 起立全員です。 

 したがって、議案第８９号、平成２０年度あわら市国民健康保険特別会計歳入歳

出決算の認定については、委員長報告のとおり認定することに決定しました。 

                                        

○議長（丸谷浩二君） 議案第９０号、平成２０年度あわら市老人保健特別会計歳入歳

出決算の認定について、討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（丸谷浩二君） 討論なしと認めます。 

○議長（丸谷浩二君） 議案第９０号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は認定とするものです。 

 委員長報告のとおり認定にすることに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（丸谷浩二君） 起立全員です。 

 したがって、議案第９０号、平成２０年度あわら市老人保健特別会計歳入歳出決

算の認定については、委員長報告のとおり認定することに決定しました。 

                                        

○議長（丸谷浩二君） 議案第９１号、平成２０年度あわら市後期高齢者医療特別会計

歳入歳出決算の認定について、討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 討論なしと認めます。 

○議長（丸谷浩二君） 議案第９１号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は認定とするものです。 

 委員長報告のとおり認定にすることに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（丸谷浩二君） 起立全員です。 

 したがって、議案第９１号、平成２０年度あわら市後期高齢者医療特別会計歳入

歳出決算の認定については、委員長報告のとおり認定することに決定しました。 

                                        

○議長（丸谷浩二君） 議案第９２号、平成２０年度あわら市金津雲雀ヶ丘寮特別会計

歳入歳出決算の認定について、討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 討論なしと認めます。 

○議長（丸谷浩二君） 議案第９２号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は認定とするものです。 

 委員長報告のとおり認定とすることに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（丸谷浩二君） 起立全員です。 

 したがって、議案第９２号、平成２０年度あわら市金津雲雀ヶ丘寮特別会計歳入

歳出決算の認定については、委員長報告のとおり認定することに決定しました。 

                                        

○議長（丸谷浩二君） 議案第９３号、平成２０年度あわら市農業集落排水事業特別会

計歳入歳出決算の認定について、討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 討論なしと認めます。 

○議長（丸谷浩二君） 議案第９３号を採決します。 
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 本案に対する委員長の報告は認定とするものです。 

 委員長報告のとおり認定とすることに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（丸谷浩二君） 起立全員です。 

 したがって、議案第９３号、平成２０年度あわら市農業集落排水事業特別会計歳

入歳出決算の認定については、委員長報告のとおり認定することに決定しました。 

                                        

○議長（丸谷浩二君） 議案第９４号、平成２０年度あわら市産業団地整備事業特別会

計歳入歳出決算の認定について、討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 討論なしと認めます。 

○議長（丸谷浩二君） 議案第９４号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は認定とするものです。 

 委員長報告のとおり認定とすることに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（丸谷浩二君） 起立全員です。 

 したがって、議案第９４号、平成２０年度あわら市産業団地整備事業特別会計歳

入歳出決算の認定については、委員長報告のとおり認定とすることに決定しました。 

                                        

○議長（丸谷浩二君） 議案第９５号、平成２０年度あわら市モーターボート競走特別

会計歳入歳出決算の認定について、討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 討論なしと認めます。 

○議長（丸谷浩二君） 議案第９５号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は認定とするものです。 

 委員長報告のとおり認定とすることに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（丸谷浩二君） 起立全員です。 

 したがって、議案第９５号、平成２０年度あわら市モーターボート競走特別会計

歳入歳出決算の認定については、委員長報告のとおり認定とすることに決定しまし

た。 

                                        

○議長（丸谷浩二君） 議案第９６号、平成２０年度あわら市公共下水道事業会計決算

の認定について、討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 討論なしと認めます。 

○議長（丸谷浩二君） 議案第９６号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は認定とするものです。 
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 委員長報告のとおり認定とすることに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（丸谷浩二君） 起立全員です。 

 したがって、議案第９６号、平成２０年度あわら市公共下水道事業会計決算の認

定については、委員長報告のとおり認定することに決定しました。 

                                        

○議長（丸谷浩二君） 議案第９７号、平成２０年度あわら市水道事業会計決算の認定

について、討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 討論なしと認めます。 

○議長（丸谷浩二君） 議案第９７号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は認定とするものです。 

 委員長報告のとおり認定とすることに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（丸谷浩二君） 起立全員です。 

 したがって、議案第９７号、平成２０年度あわら市水道事業会計決算の認定につ

いては、委員長報告のとおり認定されました。 

                                        

○議長（丸谷浩二君） 議案第９８号、平成２０年度あわら市工業用水道事業会計決算

の認定について、討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 討論なしと認めます。 

○議長（丸谷浩二君） 議案第９８号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は認定とするものです。 

 委員長報告のとおり認定とすることに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（丸谷浩二君） 起立全員です。 

 したがって、議案第９８号、平成２０年度あわら市工業用水道事業会計決算の認

定については、委員長報告のとおり認定されました。 

                                        

○議長（丸谷浩二君） 議案第９９号、平成２０年度芦原温泉上水道財産区水道事業会

計決算の認定について、討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 討論なしと認めます。 

○議長（丸谷浩二君） 議案第９９号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は認定とするものです。 

 委員長報告のとおり認定とすることに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 
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○議長（丸谷浩二君） 起立全員です。 

 したがって、議案第９９号、平成２０年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計決

算の認定については、委員長報告のとおり認定されました。 

                                        

○議長（丸谷浩二君） 議案第１００号、平成２０年度芦原温泉上水道財産区水道事業

会計決算による剰余金の処分について、討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 討論なしと認めます。 

○議長（丸谷浩二君） 議案第１００号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は認定とするものです。 

 委員長報告のとおり認定とすることに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（丸谷浩二君） 起立全員です。 

 したがって、議案第１００号、平成２０年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計

決算による剰余金の処分については、委員長報告のとおり認定されました。 

                                       

   ◎議案第１１１号の上程・委員長報告・質疑・討論・採決 

○議長（丸谷浩二君） 日程第１６、議案第１１１号、平成２１年度あわら市一般会計

補正予算（第５号）についてを議題とします。 

 議案第１１１号につきましては、厚生経済常任委員会に付託し審査を願っており

ますので、委員長よりその審査結果の報告を求めます。 

 厚生経済常任委員長、笹原幸信君。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） ７番、笹原委員長。 

○７番（笹原幸信君） それでは、厚生経済常任委員会の報告を申し上げます。 

 当委員会は９月議会閉会後、閉会中の継続審査として、１０月２日、１０月１６

日、１０月２１日、１１月２日、１１月６日の５日間にわたり、旧芦原庁舎利活用

に係る複合施設改修計画について審査いたしました。 

 以下、審査の過程で論議されました主な事項について申し上げます。 

 この複合施設改修計画については、５月定例会で実施設計業務委託料が可決され、

計画が実施に向け動き出しました。 

 まず、１０月２日の委員会では、実施設計が１０月末にでき上がる予定であると

の報告を受け、平面図と耐震工事等についての概要説明を受けました。工事概要で

は、当初、概算４億６,０００万円が、９月現在で５億７,０００万円になるとのこ

とでした。 

 次に、今回対象となる国交省の集落活性化推進事業費補助金については、約１億

９,０００万円が見込まれるが、平成２１年度分で４,０００万円の補助金の内示が

来ております。このため、工事出来高で８,５００万円が必要であるとの報告を受け
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ました。なお、今年の分は内示が来ているが、平成２２年度の補助金残１億５,００

０万円については担保されているのかとの問いに、政権は代わったが、既に実施し

ている案件なので補助金の減額はないとのことですが、委員会としては、２２年度

の補助金も１００％担保される確約がなければ進められないとの意見がありました。

当初予算から１億円も増額になっているが、このように金額が高くなると、議会と

しては不信感を持つことになるとの意見もありました。理事者は、今年４,０００万

円の補助金をもらうために時間がないと説明しているが、議会としては、審議する

時間がない、来年度には回せないかとの問いには、それはできないとの回答であり

ました。 

 また、高い地代が問題であり、国の補助金１億９,０００万円は、この地代２５年

で消えてしまう、また、使わない土地はどうするのかとの問いには、駐車スペース

を考えると広いが、複合公共施設としての全体の使用を考えるとそうでもない。交

渉の中で、一部返還することもあり得ると言ってきたが、複合施設として全体を借

りるということで決定したとの説明もありました。 

 委員会の意見として、補助金が全額担保されなければ前に進められない。地代を

考えたとき、建て替えた方が安くなるのではないか。実施設計が１０月末にできる

ことになっているが、実施設計ができたからといって即議会を開会するのではなく、

十分な協議を持ち、金額も極力抑えてほしいとの要請をいたしました。 

 なお、委員から芦原南・北幼児園と金津保育所の視察の要望がありましたので、

後日実施するよう福祉課に依頼をしました。 

 １０月１６日、２回目の委員会を開催しました。 

 今回の委員会は前回の委員会での乳幼児施設の視察要望を受け、芦原南幼児園と

北幼児園、そして金津保育所の視察を行いました。 

 視察後の審議では、芦原南・北幼児園を現状のままで耐震補強してはどうか、別

の場所へ建てかえをしてはどうかとの意見や、１億９,０００万円の補助金を利用す

るために、早急過ぎる。補助金も大事であるが、もっと議論が必要である。早急に

結論を出すべきではないとの意見がありました。議会としては、芦原庁舎を利活用

したいということで賛成したが、工事費が一方的に追加になることを考えると、ず

さんであるとの意見も出されました。 

 私は委員長として、まず、芦原庁舎の利活用について原点に戻す、進める等、い

ろいろな意見があるが、間もなく実施設計もできてくるので、その時点で結論を出

さなければならない。理事者は利活用を強力に推進するのであれば、工事費をでき

る限り削減するべきである。また、本日、金津保育所を視察したが、その現状はか

なり厳しい状況であり、並行して保育所整備計画も検討すべきであると申し入れを

いたしました。 

 １１月２日、実施設計ができ上がったことを受け、３回目の委員会を開催しまし

た。 

 会議冒頭、私の方から、これまでの２回の会議の経過を振り返ると、南・北幼児
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園の耐震改修をしてはどうかとか、統合して別の場所に建てかえてはどうか等の意

見が出され、芦原庁舎利活用に対する意見が必ずしも一致しておらず、このままで

は、実施設計の説明に入る意味がない。今日、ここに至るまで、耐震診断、実施設

計料を議決してきたことを考慮するなら、芦原庁舎を利活用することとし、実施設

計の説明に入っても良いか諮りたいとの提案を行い、異議なしとの承諾を得て、芦

原庁舎を利活用することを前提として会議に入りました。 

 まず、今回示された概算工事費は、１０月２日に示された５億７,０００万円から

５億３,０００万円と、４,０００万円の減額になっておりました。ただし、質疑の

過程で、特に専門的な質問やどのようにして減額になったのかという質問に対して、

説明が十分ではありませんでした。委員会に対する理事者側の準備不足ではないか

との私の問いに、理事者からは、設計が上がったのが１０月末で、十分にレクチャ

ーを受けていなかった。設計業者も入れて再度委員会を再開させてほしいとの要請

がありましたので、後日、再度委員会を開催することにしました。 

 そのほか、委員からは、金津保育所を視察したが、講堂にエアコンがない。フロ

アの水漏れ、遊具、非常用滑り台の不備等の対応をお願いしたいとの要望があり、

市長からは、対応できるものはするが、合併協議会で、市内の幼児教育を３年以内

に統一するとのことであった。検討委員会では、幼児園化が望ましいとのことであ

り、幼児教育を一元化すると、金津保育所、金津幼稚園を一緒にしなければならず、

現状の場所では狭過ぎるため、どこかに金津幼児園を建てなければならないとの回

答がありました。 

 １１月６日、前回の委員会で指摘された専門的な質疑を行うため、４回目の委員

会を開催いたしました。 

 委員会には、設計業者４人の委員会への出席を許可し、質疑に入りました。前回

の概算金額５億７,０００万円と４，０００万円減額になった実施設計金額の比較表

が提示されました。まず、概算工事費と比較して、大幅に減額になったのは、耐震

工法の変更、電気設備工事、給水工事等の見直しであるとの説明を受けました。複

合施設としての設計は、幼児園ということで、自然の材料を使用し、耐震補強につ

いては、鉄骨ブレースから一部ＲＣ工法に変更しており、空調設備については、２

階は既存の室外機をそのまま使用し、室内機を増設するとのことでした。また、１

階の室内機は間仕切りが変わるので、移動させながら再利用し、外壁はベージュに

変更したいと。幕板等は腐食しているので、価格が一番安い吹きつけをして漏水を

防ぐとの説明がありました。 

 この委員会の最後に、私は、当委員会は提案された議案に納得いくまで審議を尽

くし、その上で、賛成、反対、修正等の結論を出していきたいと思っている。決し

て、理事者の追認機関にはなってはならないと挨拶をして、会議を閉じました。 

 以上が閉会中の審査であります。 

 １１月２６日に、第４３回臨時会で当委員会に付託されました議案第１１１号、

平成２１年度あわら市一般会計補正予算（第５号）について審査いたしましたので、
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論議されました主な事項について申し上げます。 

 まず、観光商工課では、緊急雇用対策について、委員からは、庁舎内で事務職を

雇用するのであれば、職員の残業が少しでも減るよう、また、臨時職員に職員が職

務怠慢であると思われないよう職務に当たってほしいとの要望がありました。理事

者からは、政府が年末に向け、全国で１０万人の雇用創出を見込む緊急雇用対策を

決定したことに伴い、当市でも１０人の雇用が必要になったとの説明がありました

が、委員からは、緊急雇用対策は一時的な措置であり、新たな雇用につながる努力

を、市としても取り組んでほしいとの要望がありました。 

 次に、福祉課所管では、複合施設整備事業について、委員からは、今年度中に８,

０００万円の工事出来高が必要であり、施設の内容については今後も協議できるこ

とから、採決をしてはどうかとの意見もありましたが、５億円以上の経費をかける

事業であり、また、３階部分の利活用についても明確な方向性を示すべきである。

統合後の保育士の数の問題や、芦原北・南幼児園の跡地の利活用の問題が残ってい

るなどの意見が多数あり、当委員会としては、議案第１１１号については継続審査

とすることに決しました。 

 １２月１日には、芦原南幼児園において、統合幼児園の改修計画について、我々

委員会全員と議長、杉本議員参加のもと、保護者会代表者、幼児園関係者との意見

交換会を午後７時３０分より開催いたしました。保護者や関係者からは、保育室に

ついて、きめ細やかな保育を実施する上で、クラス分けが必要である。また、保育

室の出入り口を２カ所設けてほしい。駆けっこをする外のグラウンドのスペースを

大きくとってほしい等、要望がございました。当委員会としては、理事者と協議を

行うことを約束し、終了いたしました。 

 １２月２日には、継続審査となっている議案第１１１号、平成２１年度あわら市

一般会計補正予算（第５号）について、慎重に審査いたしました。 

 以下、審査の過程で論議されました主な事項について申し上げます。 

 前日の保護者との意見交換会を踏まえ、保護者から出された要望事項について協

議を行いました。理事者からは、保育室を二つに分割するためのパーテーションを

購入する。道路に面している園庭の周囲にフェンスを張る。入り口付近の駐車は、

交差点にも近く、道路の混雑も予想されることから、慎重に検討したい。園庭を駆

けっこができるよう広くとるために、フェンスの場所を移動するとの回答を受けま

した。 

 以上、本案につきまして同日採決を行い、挙手採決の結果、挙手多数で原案のと

おり可決するべきものと決しました。 

 最後に、当幼児園は幼児・園児１５０名と短時保育２５名の合計１７５名を預か

るマンモス幼児園になることから、安心・安全のため、職員の加配を十分に実施す

ること。利活用の方針がまだ決まっていない３階部分も、早急に方針を明確にする

こと。統合後の芦原北・南幼児園について、取り壊しも含め、利活用の方針を明確

にすること。以上の３点を強く要望し、当委員会に付託されました案件の審査経過
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と結果を申し上げ、報告といたします。 

 以上でございます。 

○議長（丸谷浩二君） 厚生経済常任委員長の報告に対する質疑を許します。 

○議長（丸谷浩二君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 質疑なしと認めます。 

○議長（丸谷浩二君） これより、討論、採決に入ります。 

○議長（丸谷浩二君） 討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 討論なしと認めます。 

○議長（丸谷浩二君） これより、議案第１１１号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（丸谷浩二君） 起立多数です。 

 したがって、議案第１１１号、平成２１年度あわら市一般会計補正予算（第５号）

については、委員長報告のとおり可決されました。 

○議長（丸谷浩二君） 暫時休憩します。開会は２時１０分とします。 

（午後 1時 56 分） 

                                       

○議長（丸谷浩二君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 2時 10 分） 

○議長（丸谷浩二君） 一言訂正をさせていただきます。 

 議案第９７号から議案第１００号の決算の認定については、委員長の報告を原案

可決と私が申しましたが、認定することと訂正をさせていただきます。 

 失礼いたしました。 

                                       

   ◎議案第１２０号から議案第１２７号の一括上程 

                   ・提案理由説明・総括質疑・委員会付託 

○議長（丸谷浩二君） 日程第１７、議案第１２０号、平成２１年度あわら市一般会計

補正予算（第６号）、日程第１８、議案第１２１号、平成２１年度あわら市国民健

康保険特別会計補正予算（第２号）、日程第１９、議案第１２２号、平成２１年度

あわら市モーターボート競走特別会計補正予算（第１号）、日程第２０、議案第１

２３号、平成２１年度あわら市公共下水道事業会計補正予算（第２号）、日程第２

１、議案第１２４号、平成２１年度あわら市水道事業会計補正予算（第１号）、日

程第２２、議案第１２５号、平成２１年度あわら市工業用水道事業会計補正予算（第

２号）、日程第２３、議案第１２６号、平成２１年度あわら市農業集落排水事業会

計補正予算（第１号）、日程第２４、議案第１２７号、平成２１年度芦原温泉上水
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道財産区水道事業会計補正予算（第２号） 

 以上の議案８件を一括議題とします。 

○議長（丸谷浩二君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） ただいま上程されました議案第１２０号、平成２１年度あわら

市一般会計補正予算（第６号）から議案第１２７号、平成２１年度芦原温泉上水道

財産区水道事業会計補正予算（第２号）までの８議案について、内容の説明を申し

上げます。 

 議案第１２０号の一般会計補正予算（第６号）につきましては、９億５,２７０万

８,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１５９億１,３７６万９,０

００円とするものであります。 

 歳出の主なものについて、ご説明いたします。各予算費目に給料、職員手当等及

び共済費の増減分を計上しておりますが、これらは人事異動等に伴う人件費の所要

の調整を行ったほか、平成２１年度人事院勧告及び福井県人事委員会勧告に準じた

給与費の改定分を計上したものであります。 

 以下、これらの説明につきましては省略させていただきますので、あらかじめご

了承をお願いいたします。 

 まず、総務費では、賦課徴収費で市税過誤納還付金４００万円を追加計上してい

るほか、市議会議員選挙費では、本年６月に行われた市議会議員選挙に係る経費の

精算に伴い、２０１万２,０００円を減額しております。 

 次に、民生費では、社会福祉総務費で、国民健康保険特別会計繰出金１２３万１,

０００円を減額しております。また、障害者福祉費で、障害者自立支援事業に係る

経費３,３７０万円、地域生活支援事業に係る日中一時生活支援給付費２００万円

及び障害者自立支援対策臨時特例交付金事業に係る経費９０６万２,０００円をそ

れぞれ追加計上する一方、児童措置費では、子育て応援特別手当支給事業に係る経

費２,６４２万円を減額しております。 

 次に、衛生費では、予防費で、新型インフルエンザワクチン接種低所得者対策事

業に係る経費６５７万４,０００円を計上しております。 

 次に、農林水産業費では、農業振興費で農地集積実践事業補助金３２８万６,００

０円を追加計上しております。 

 次に、商工費では、観光施設費で、あわら湯のまち駅舎改装事業に係る財源振替

を行うほか、工業導入促進費では、企業立地助成金１億円を計上しております。 

 次に、土木費では、公共下水道費で、公共投資臨時交付金に係る公共下水道事業

会計補助金１億円を追加計上するほか、道路橋梁維持費の上重橋橋梁補修工事及び

住宅管理費の公営住宅ストック総合改善事業において、財源振替を行っております。 

 次に、消防費では、常備消防費で、平成２１年度人事院勧告及び福井県人事委員

会勧告に準じた給与費の改定分に係る嶺北消防組合負担金７７０万８,０００円を
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減額しております。 

 次に、教育費では、小学校費の学校管理費で、各小学校施設整備費に係る財源振

替を行っております。また、中学校費の学校整備費で、金津・芦原両中学校耐震補

強改修工事に係る実施設計委託料４０３万４,０００円を減額するほか、両中学校

屋内運動場耐震補強改修工事に係る経費７億２,３８３万６,０００円を計上して

おります。公民館費では、地区公民館長報酬１８０万円を減額する一方、臨時職員

賃金２２４万１,０００円を追加計上しております。学校給食費では、学校調理員

及び給食センター調理員の臨時職員賃金２８１万８,０００円を減額しております。 

 最後に、公債費関係では、元金について、財務省財政融資資金の残債のうち、高

金利のものを低金利のものに借りかえること等により、２,８４９万８,０００円を

追加補正しております。 

 一方、歳入につきましては、国庫支出金では、民生費国庫負担金で、障害者自立

支援給付費負担金１,６８５万円を追加計上しております。 

 民生費国庫補助金では、地域生活支援事業補助金１００万円を追加計上する一方、

子育て応援特別手当交付金２,６４２万円を減額しております。 

 教育費国庫補助金の中学校費補助金では、安全・安心な学校づくり交付金２億５,

２１２万９,０００円を追加補正する一方、住宅・建築物耐震改修等事業費補助金

２５２万６,０００円を減額しております。 

 総務費国庫補助金では、地域活性化・経済危機対策臨時交付金７,８３７万２,０

００円及び地域活性化公共投資臨時交付金１億６,３００万円を追加補正しており

ます。 

 次に、県支出金では、民生費県負担金で、障害者自立支援給付費負担金８４２万

５,０００円を追加計上しております。 

 民生費県補助金では、障害者自立支援対策臨時特例交付金事業補助金７５４万６,

０００円を追加計上するほか、衛生費県補助金では、新型インフルエンザワクチン

接種低所得者対策事業補助金３２１万円、農林水産業費県補助金では、農地集積実

践事業補助金３２４万２,０００円を計上しております。 

 また、前年度繰越金３,３２５万１,０００円を追加補正する一方、雑入で、社協

派遣職員人件費負担金３,３７７万１,０００円を減額しております。 

 最後に、市債では、中学校耐震改修事業に係る教育債など、４億４,７００万円を

追加補正しております。 

 次に、地方債補正では、公的資金借換債を新たに追加するほか、公営住宅ストッ

ク総合改善事業債及び中学校耐震改修事業債について、限度額の変更を行っており

ます。 

 議案第１２１号の国民健康保険特別会計補正予算（第２号）につきましては、６,

１３８万９,０００円の追加補正を行い、歳入歳出予算の総額を、それぞれ２９億

９,４７２万１,０００円とするものであります。補正の内容につきましては、歳出

において、総務費の一般管理費で、人事異動等に伴う人件費３７５万１,０００円
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を減額する一方、保険給付費では、退職被保険者等療養給付費負担金４,２００万

円、一般被保険者療養費負担金５００万円、一般被保険者高額療養費負担金１,４

００万円及び出産育児一時金負担金４１４万円を、それぞれ追加計上しております。 

 これらに伴う歳入としては、療養給付費分に係る国庫負担金６４６万円、退職者

医療交付金４,２００万円及びその他繰越金１,４１６万円を、それぞれ追加計上す

る一方、退職給与費等及び出産育児一時金に係る一般会計繰入金１２３万１,００

０円を減額しております。 

 議案第１２２号のモーターボート競走特別会計補正予算（第１号）につきまして

は、５万５,０００円の追加補正を行い、歳入歳出予算の総額を、それぞれ２７億

４,００５万５,０００円とするものであります。補正の内容につきましては、歳出

において、競艇事業費の一般管理費で人事異動等に伴う人件費５万５,０００円を

追加計上したものであります。 

 一方、歳入につきましては、前年度繰越金５万５,０００円を追加計上しておりま

す。 

 議案第１２３号の公共下水道事業会計補正予算（第２号）につきましては、収益

的支出の営業費用において、人事異動等に伴う人件費９６万円及び減価償却費２１

８万円を減額したほか、水洗便所改造奨励金８０万円を追加計上しております。営

業外費用においては、公的資金借り換えの追加に伴い、企業債利息３,７２０万円

を減額しております。 

 一方、資本的支出においては、九頭竜川流域下水道事業建設負担金１７６万６,

０００円、人事異動等に伴う人件費５３万３,０００円及び企業債に係る元金償還

金１０億１,６１６万９,０００円を、それぞれ追加計上したほか、管渠建設費にお

いて予算の組み替えを行っております。 

 資本的収入においては、公共下水道事業債を１億２,５４０万円減額する一方、資

本費平準化債３,０００万円、公的資金借換債１０億２３０万円を追加計上したほ

か、公共投資臨時交付金に係る一般会計補助金１億円を計上。そのほか、過年度分

消費税資本的収支調整額１３０万２,０００円を計上するほか、過年度分損益勘定

留保資金９０１万４,０００円及び当年度分損益勘定留保資金１９２万４,０００

円を追加計上し、収支の調整を行っております。 

 議案第１２４号の水道事業会計補正予算（第１号）につきましては、収益的支出

の営業費用において、人事異動等に伴う人件費９２万１,０００円を減額する一方、

減価償却費では２４９万２,０００円を計上するほか、営業外費用では、公的資金

借り換えの追加に伴い、企業債利息２,４１１万８,０００円を減額しております。 

 一方、資本的支出においては、人事異動等に伴う人件費９９万３,０００円を減額

するほか、工事請負費２,５５０万円及び財政融資資金等の公的資金保証金免除繰

上償還に係る経費３億３,８４６万１,０００円を追加計上しており、資本的収入に

おいては、公的資金借換債３億２,７２０万円を追加計上するとともに、過年度分

損益勘定留保資金３,５７６万８,０００円を追加計上し、収支の調整を行っており
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ます。 

 議案第１２５号の工業用水道事業会計補正予算（第２号）につきましては、収益

的支出の営業費用において、人事異動等に伴う人件費５万円を減額しております。 

 議案第１２６号の農業集落排水事業会計補正予算（第１号）につきましては、収

益的支出の営業費用において、人事異動等に伴う人件費１万４,０００円を追加し、

営業外費用においては、公的資金借り換えの追加に伴い、企業債利息５７万９,０

００円を減額しております。収益的収入の営業外収益では、一般会計補助金２０万

９,０００円を減額しております。 

 一方、資本的支出においては、企業債に係る元金償還金９４４万１,０００円を追

加計上したほか、予備費を５０万円減額しております。資本的収入においては、資

本費平準化債を１１０万円減額する一方、一般会計補助金２０万９,０００円を計

上したほか、公的資金借換債９１０万円を追加計上するとともに、当年度分損益勘

定留保資金７３万２,０００円を追加計上し、収支の調整を図っております。 

 議案第１２７号の芦原温泉上水道財産区水道事業会計補正予算（第２号）につき

ましては、収益的支出の営業費用において、平成２１年度人事院勧告及び福井県人

事委員会勧告に準じた給与費の改定分１７万７,０００円を減額する一方、臨時職

員に係る手当及び社会保険料１４万９,０００円を追加計上するほか、ペットボト

ル水「財産区物語」の販売等に係る経費４５万円を追加計上しております。収益的

収入の営業収益では、ペットボトル水の販売収益６０万円を追加計上しております。 

 一方、資本的支出においては、人事院勧告及び福井県人事委員会勧告に準じた給

与費の改定分２３万７,０００円を減額しており、資本的収入においては、当年度

分損益勘定留保資金２３万７,０００円を減額し、収支の調整を行っております。 

 以上、８議案につきまして、よろしくご審議いただき、妥当なるご決議を賜りま

すようお願い申し上げます。 

○議長（丸谷浩二君） 上程議案に対する総括質疑を許します。 

○議長（丸谷浩二君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 質疑なしと認めます。 

○議長（丸谷浩二君） ただいま議題となっています議案第１２０号から議案第１２７

号までの８議案は、お手元に配布してあります議案付託表のとおり、それぞれ所管

の常任委員会に付託します。 

                                       

   ◎議案第１２８号の上程・提案理由説明・採決 

○議長（丸谷浩二君） 日程第２５、議案第１２８号、人権擁護委員の候補者の推薦に

ついてを議題とします。 

○議長（丸谷浩二君） 本案に対する提案理由の説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 市長、橋本達也君。 
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○市長（橋本達也君） ただいま上程されました議案第１２８号、人権擁護委員の候補

者の推薦についての提案理由の説明を申し上げます。 

 本案につきましては、現人権擁護委員の谷口行昭氏が平成２２年３月３１日で任

期満了となるため、後任に川瀬範雄氏を委員候補者として推薦することについて、

議会の意見を求めるものであります。 

 川瀬氏は民間企業を定年退職された後、現在、地区の区長を務められているほか、

あわら市社会福祉協議会理事及びあわら市国民健康保険運営協議会委員に就任さ

れております。氏は人格、識見ともに人権擁護委員として適任であると思われます

ので、よろしくご審議をいただきますようお願い申し上げます。 

○議長（丸谷浩二君） ただいま議題となっています議案第１２８号につきましては、

会議規則第３７条第３項の規定により委員会付託を省略し、直ちに採決したいと存

じますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 異議なしと認めます。 

○議長（丸谷浩二君） お諮りします。 

 本案はお手元に配りました意見のとおり答申したいと思いますが、ご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１２８号、人権擁護委員の候補者の推薦については、お手元

に配りました意見のとおり答申することに決定しました。 

                                       

   ◎請願第２号の上程・委員会付託 

○議長（丸谷浩二君） 日程第２６、請願第２号、政府への日米間におけるＦＴＡ（自

由貿易協定）締結に反対する意見書提出に関する請願を議題とします。 

○議長（丸谷浩二君） 請願第２号は、厚生経済常任委員会に付託し、審査することに

したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 異議なしと認めます。 

 よって、請願第２号は厚生経済常任委員会に付託します。 

                                       

   ◎発議第７号の上程・趣旨説明・質疑・討論・採決 

○議長（丸谷浩二君） 日程第２７、発議第７号、北陸新幹線の福井県内早期着工に関

する意見書を議題とします。 

○議長（丸谷浩二君） 本案について、提出者の趣旨説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 提出者、７番、笹原幸信君。 

○７番（笹原幸信君） 議長のご指名がありましたので、発議第７号、北陸新幹線の福
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井県内早期着工に関する意見書の趣旨説明を申し上げます。 

 北陸新幹線は国全体の総合交通体系の中軸として、国土の均衡ある発展に不可欠

なものであり、沿線地域の飛躍的発展を図る上でも、大きな効果をもたらし、さら

に、地球温暖化対策推進の観点からも、早期の福井県内への整備が強く求められて

おります。 

 政府においては「未着工区間は年内に基本的考えを示し、地元自治体とも議論」

との考え方を示されていますが、あわら市のまちづくりの観点からも、福井県内へ

の整備について年内に整備方針を示し、着実に早期着工を強く要望するものであり

ます。 

 所定の賛成者をもって提案させていただきましたので、議員各位のご賛同をお願

いいたします。 

 なお、意見書案については、お手元に配布のとおりであります。どうかよろしく

お願いいたします。 

○議長（丸谷浩二君） 本案に対する質疑を許します。 

○議長（丸谷浩二君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 質疑なしと認めます。 

○議長（丸谷浩二君） ただいま議題となっています発議第７号につきましては、会議

規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略し、直ちに採決したいと存じ

ますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 異議なしと認めます。 

○議長（丸谷浩二君） これより、討論、採決に入ります。 

○議長（丸谷浩二君） 討論はありませんか。 

（「討論あり」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） まず、原案に反対の方の発言を許可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） ８番、山川知一郎君。 

○８番（山川知一郎君） ただいまの意見書提出の発議に対して、反対の討論を行いま

す。 

 先ほど、決算認定に係る討論でも申し上げましたが、現在、北陸新幹線の建設に

つきましては、幾つも問題があると考えます。 

 私は、今までも申しておりますが、新幹線建設にもともと絶対反対ではございま

せん。北陸新幹線は東海道新幹線の、代替機能もあるということで、関西まできち

っと建設されるのであれば、それはそれで一定の価値があるというふうに考えます

けれども、どう考えても、関西までこの新幹線が建設される見通しはないというふ

うに思います。 

 それで、今、福井県はせめて敦賀まで建設をと言っておりますが、敦賀まで建設
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となりますと、現在のＪＲと比べて利便性が良くなるどころか、利便性は悪くなる。

そして、住民や自治体の負担も増えるということで、非常に多くの問題があると思

います。 

 現在、新幹線建設のスキームは、先ほども申し上げましたが、事業費は国が３分

の２、地方が３分の１負担をすると。今、敦賀まで建設をいたしますと、石川県境

から敦賀までの事業費は、大体５,３００億円と見込まれております。ある雑誌によ

れば、５,６００億円かかるという意見もございます。これはいずれにしてもアバウ

トな数字でありまして、今後、まだ増える可能性があるというふうに思います。 

 ５,３００億円かかるとなって、このうち福井県が３分の１ということであれば、

約１,８００億円負担と。そして、あわら市はその１０分の１、福井県の１,８００

億円のうちの１％ですか、負担するということで、いろいろ交付税措置とかそうい

うものを見ても、あわら市の負担は１０億円近くになるというふうに考えます。 

 また、このスキームでは、新幹線が開通した場合には、並行在来線は必ずＪＲの

経営ではなくて、第三セクター、沿線自治体等による第三セクターが運営をすると

いうことになっております。そして、この第三セクターは、先ほども申し上げまし

たが、新幹線と競合しないように、特急列車は運行しないというふうになっており

ます。こうなりますと、敦賀まで建設されたとして、関西からのお客は、敦賀で運

行の会社が変わりますから、乗り換えをしなければならないということになります。

今よりも、今は関西から特急で乗り換えなしに来れるものが、一々乗りかえをしな

ければならない。こういうことで、利便性が増すどころか、ますます不便になる。

こちらから関西に行く場合も同様であります。 

 また、この新幹線建設は、東京まで行くのには今までよりも約５０分ぐらい時間

が短縮されて、利便性が増すというふうに言われておりますが、先日も申し上げま

したが、北陸新幹線開通のときには、これは東京駅まで乗り入れることができず、

埼玉県大宮止まりになると。そうしますと、大宮からはＪＲ線に乗りかえて東京ま

で行くとなれば、実際的には２０分そこそこの短縮にしかならず、ほとんど利便性

の向上ということにはならないというふうに思います。 

 また、この開通した場合の現在のＪＲ線、第三セクターはどういう会社になって、

一体経費はどれだけかかるのか。こういういことは全く概要さえも明らかにされて

はおりません。先ほども申しましたが、各県別に第三セクターの会社ができるのか、

３県１本での会社になるのかさえも明らかではありません。 

 現在、えちぜん鉄道も第三セクターで経営をされておりますが、えちぜん鉄道に

はあわら市は毎年約２,０００万円補助金を出していると思いますが、このＪＲ線が

第三セクターになれば、どういうものになるにしろ、恐らく、現在えちぜん鉄道に

出している数倍の負担が必要になるのではないかと。毎年、私は、１億円以上のお

金を出さなければ、この会社はとてもやっていけないのではないかと。全国的に見

れば、第三セクターになったところは、沿線自治体がこういうお金を出して経営し

ていても、ほとんどが赤字であります。そして、これは永久に続くというものであ
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ります。 

 また、住民の側から見れば、第三セクターになれば、大変経営が厳しくなって、

現在の運賃は２倍から３倍にはなるというふうに言われております。現在、芦原温

泉駅から福井までは片道３２０円でございますが、これが１,０００円以上にはなる

のではないかというふうな話がございます。 

 このように、住民の負担も増える。自治体の負担も大きく増える。利便性が増す

どころか、ますます実際には不便になる。こういうことが、本当に市民の皆さんに

きちっと周知されているでしょうか。私は、ほとんどの方はこういうことについて

はまだわかっていないのではないかと。そして、私はこの間、何人もの人に新幹線

についての意見を聞いて参りましたが、どうしても必要だとおっしゃる方はほとん

どおりません。少なくとも、私は今申し上げましたように、第三セクターを作って

経営するとこうなる。住民の負担はこうなるし、自治体の負担もこうなるというよ

うなことをきちんと示して、そして、住民の理解を得た上で進めるべきだと。現在

は、県も市もこういうことについてはほとんど触れずに、ただプラス面だけをＰＲ

して、何が何でも新幹線を建設というふうに走っておりますけれども、これは将来

のあわら市の財政に大きな禍根を残すものになるというふうに思います。そういう

点では、ここで一遍踏みとどまって、きちっと検証をしてですね、本当に必要なも

のかどうか、再検討する必要があるというふうに思います。 

 もう一つの問題は、こういう新幹線建設を前提にして、芦原温泉駅周辺整備に７

５億円かけるという計画も、着々と実行に移されております。これも、市の財政に

とりましては大きな負担になると思います。今、あわら市の財政は大変厳しい状況

にございます。そのことに対して、議員各位からは大変厳しい意見が出されており

ますが、この新幹線建設もこのまま進めることになれば、将来、今以上の大きな財

政的な困難を生み出すものというふうに考えます。そういう点では、議会がこのよ

うな意見書を出すということは、全く市民の気持ちに反するものだというふうに考

えております。 

 そういう点で、この意見書は提出しないように、議員各位のご理解を求めるもの

でございます。 

 以上、討論といたします。 

○議長（丸谷浩二君） 次に、原案に賛成の方の発言を許可します。 

○議長（丸谷浩二君） 討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） なしと認め、これで討論を終結します。 

○議長（丸谷浩二君） これより、発議第７号を採決します。 

 本案を、提案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（丸谷浩二君） 起立多数です。 

 したがって、発議第７号、北陸新幹線の福井県内早期着工に関する意見書は、提
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案のとおり可決されました。 

                                      

   ◎散会の宣言 

○議長（丸谷浩二君） 以上で本日の日程はすべて終了いたしました。 

 なお、１２月１４日は、午前９時３０分から会議を開きます。 

 本日は、これにて散会します。 

（午後 2時 41 分） 

                                       

  地方自治法第１２３条の規定により署名する 
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１.開議の宣告 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 議案第１２９号の上程・提案理由説明・質疑・委員会付託 

日程第 ３ 一般質問 
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 書 記  中 辻 雅 浩 
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   ◎開議の宣告 

○議長（丸谷浩二君） これより、本日の会議を開きます。 

○議長（丸谷浩二君） 本日の出席議員数は、１８名であります。 

 よって、会議の定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。 

○議長（丸谷浩二君） 本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。 

（午前 9時 30 分） 

                                        

   ◎会議録署名議員の指名 

○議長（丸谷浩二君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、１１番、坪田正武君、

１３番、牧田孝男君の両名を指名します。 

                                        

   ◎議案第１２９号の上程・提案理由説明・質疑・委員会付託 

○議長（丸谷浩二君） 日程第２、議案第１２９号、平成２１年度あわら市一般会計補

正予算（第７号）を議題といたします。 

 本案に対する提案理由の説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） ただいま上程されました議案第１２９号、平成２１年度あわら

市一般会計補正予算（第７号）について、内容の説明を申し上げます。 

 本案につきましては、１億８,１８５万３,０００円を追加し、歳入歳出予算の総

額をそれぞれ１６０億９,５６２万２,０００円とするものであります。 

 歳出につきましては、教育費において、中学校費の学校整備費で、芦原中学校の

西側渡り廊下部分の工事に係る経費１億８,１８５万３,０００円を追加計上するも

のであります。 

 一方、歳入につきましては、中学校耐震改修事業債１億７,２７０万円及び前年度

繰越金９１５万３,０００円を追加計上しております。 

 今回の追加工事で改築をお願いする西側渡り廊下の横には、高圧を低圧に変換す

る変電設備が設置してあります。市では、仮設校舎と南校舎への電力の供給方法に

ついて北陸電力と協議を重ねて参りましたが、このたび協議が整い、新たに変電設

備の建設が可能となりましたので、西側渡り廊下部分の改築とあわせ、変電設備の

設置工事を行うものであります。 

 このことにより、経費の削減が図れるほか、仮設校舎での学校生活の期間を少し

でも短縮できるものと考えております。 

 次に、地方債補正では、中学校耐震改修事業債について、限度額の変更を行って

おります。 

 よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議を賜りますようお願い申し上げます。 
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○議長（丸谷浩二君） 本案に対する質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 質疑なしと認めます。 

 ただいま議題となっています議案第１２９号は、総務文教常任委員会に付託しま

す。 

                                        

   ◎一般質問 

○議長（丸谷浩二君） 日程第３、これより一般質問を行います。 

◇吉田太一君 

○議長（丸谷浩二君） 一般質問は通告順に従い、１番、吉田太一君の一般質問を許可

します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） １番、吉田太一君。 

○１番（吉田太一君） 通告順に従い、一般質問させていただきます。 

 これからの藤野厳九郎記念館の施設活用と教育的活動について、市長の考えをお

聞きしたい。 

 魯迅作「藤野先生」のモデル、藤野厳九郎の資料室がある藤野厳九郎記念館には、

現在ホームページでの広報活動もあまりされていないようですが、今後どのように

施設を活用し存続させていくのか、市長の考えを伺いたい。 

 藤野厳九郎記念館は、現在の日中関係の礎となった魯迅と藤野厳九郎の貴重な資

料が今、一般公開されています。その記念館は、地域歴史教育の観点から見て、重

要な部分になると考えられます。 

 最近、「ふくい歴史王 発掘！ふるさと人物伝」でも、福井ゆかりの偉人として取

り上げられていましたが、あわら市の子供たちを含め、市民の認知度が低いのは大

変残念なことと思います。それに引きかえ、隣の国、中国の学校で使われている教

科書には、魯迅が執筆した「藤野先生」が取り上げられており、藤野厳九郎の名前

を知っている子供たちが多いと聞きます。魯迅と藤野厳九郎、お二人の縁から、あ

わら市と中国・紹興市は姉妹都市として中国と日本のかけ橋となっています。 

 このことから、あわら市だけでなく、福井県の重要な歴史的資料として考えても、

非常に重要な歴史資料館と捉えられます。来年以降、小学校の歴史教育の一つに地

域歴史教育が始まります。あわら市では、その歴史上の人物の一人に藤野厳九郎を

学習していくこととなります。 

 現在の場所で記念館を公開していて、本当に良いのでしょうか。資料を見た限り、

福井県だけでなく、他県からも来る研究者も少なからず見学に来ていることはわか

りますが、あまりにも少ない人数で、もったいないの一言です。教育目的の歴史資

料館だととらわれずに、多角的に考えれば、あわら市の観光施設としても十分に活

用できるのではないかと私は考えます。もっと活用しやすい場所に移設し、もっと

より多くの方々に知っていただけるようにしなければ、大変もったいないと思いま



 37 

せんか。あわら市として、歴史上偉大な人物を多方面で生かさなければならないと

私は考えますが、いかがでしょうか。 

 私は、最近も、あるマスコミ関係者から、「今の場所では意味がない」と言われた

ことがあります。私も全く同じ考えです。市長は本当に現在の場所で有効利用でき

ているとお考えでしょうか。現在の場所から移転させる考えはあるのか、市長の考

えをお聞かせください。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 吉田議員のご質問にお答えいたします。 

 藤野厳九郎記念館は、昭和５８年、芦原町と中国の浙江省紹興市との間で友好姉

妹都市の締結を記念して、藤野家の遺族から三国町宿にあった旧宅を寄贈されたも

のであります。昭和５９年７月の芦原温泉開湯１００周年記念祭を機に、藤野厳九

郎記念館として現在の場所に移築・開館したものであります。 

 資料室に展示してあります書籍、医療器具、書簡など多くの遺品は藤野先生の人

柄を知る上で大変貴重なものであります。現在、記念館では、この貴重な遺品を展

示し、関連する書籍の販売を行っており、開館から平成２０年度までの２５年間で

３万４,９１９人、年間平均約１,４００人の来館者がありました。 

 そのうち、中国からの来館者数は年々増加していることから、より充実した案内

ができるようにするため、本年度は展示されている説明文や案内文の中国語訳をさ

らに進めているところであります。 

 また、現在、ホームページにより施設の概要や書籍の販売についてご案内してお

りますが、おもてなしの心あふれるご案内となるよう、一層の創意工夫を図って参

りたいと考えております。 

 次に、教育活動については、平成１５年３月に小学校５年生を対象に副読本とし

て「魯迅と藤野厳九郎（日中友好の絆・百年前の出会い）」を出版して以来、現在

においても継続し、魯迅と藤野先生の師弟愛やあわら市と紹興市の友好交流関係に

ついて学んでおります。 

 また、芦原中学校生徒による日本中国友好親善少年使節団の派遣は本年で２４回

目を迎え、先週の１２月７日から１１日まで紹興市文理学院附属中学校を訪問し、

交流を深めて参りました。特に本年は、昨年の友好締結２５周年を記念して、金津

高等学校と魯迅高級中学校が姉妹校の締結をしたことから、金津高等学校の生徒も

同行しております。 

 今後も、郷土の偉人、藤野厳九郎先生を誇りとし、さらに教育活動に取り入れて

参りたいと考えております。 

 次に、郷土の偉人である藤野先生をさらに周知し活用していくため、記念館を現

在の場所から移築してはどうかとのご提案をいただいたところですが、こうした議

論はこれまでも何度かございました。また、旧芦原庁舎やあわら湯のまち駅前多目

的用地といった具体的な移転先を示しながらのご提案も過去にはございました。 
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 このうち、あわら湯のまち駅前多目的用地については、ご案内のように、目玉と

なる観光地づくり推進事業の支援を受けて、現在、その利活用策を検討する市民ワ

ークショップを行っているところですが、これまで２回にわたって開催したワーク

ショップでも、この土地に記念館を移築してはどうかといったご意見があったと聞

いております。 

 ただ、このワークショップはこれからさらに何回かにわたって開催されるとのこ

とですので、ワークショップの中で意見がどのように集約されるのか、今後の行方

を見守って参りたいと考えております。 

 なお、この記念館の移築には多額の費用を要すると考えられますので、今後の財

政的な負担も考慮しながら検討を進める必要があると考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） １番、吉田太一君。 

○１番（吉田太一君） これは私の意見ですが、私は、藤野厳九郎記念館は貴重なあわ

ら市の財産だと思っております。市長におかれましては、是非とも、市民の声を聞

き、財産である藤野厳九郎記念館を今まで以上に多方面で生かせるようにお考えい

ただきたいと思います。 

 これで私の一般質問を終わらせていただきます。 

                                      

◇山田重喜君 

○議長（丸谷浩二君） 続きまして、通告順に従い、４番、山田重喜君の一般質問を許

可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） ４番、山田重喜君。 

○４番（山田重喜君） 通告順に従いまして、一般質問をさせていただきます。 

 １点目の質問でございますけども、一般国道８号福井バイパス金津地域の事業促

進についてお伺いをいたします。 

 一般国道８号福井バイパスは、あわら市笹岡から越前市塚原町間、４２.２２ｋｍ

の長いバイパスであり、まさに陸上競技のマラソン距離４２.１９５ｋｍと同等の距

離を有するものでございます。 

 ご案内のとおり、本バイパスは、平成３年に東縦貫線として名称され、土地計画

の変更がなされ、今日に至っております。その間、平成７年には鯖江市で世界体操

選手権が開催され、関連事業として予算が費やされたわけであります。 

 しかしながら、９工区があるわけでございますけども、第１工区、坂井市丸岡町

今福からあわら市笹岡までの延長７.８９ｋｍについては、平成９年より用地買収が

なされ、順次事業施工されまして、現在、坂井市丸岡町玄女地係竹田川に仮設する

丘陵工事下部工を施工している状況であります。 

 しかし、残念ながら、金津地域延長４.４ｋｍについては未着工であります。関係

集落は７集落あり、早いところでは平成１５年度に用地買収がなされ、現段階にお
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いては、一部の地権者を除き、用地買収が終了していると聞き及んでおります。 

 その間、バイパス用地は雑草が生い茂り、カメムシ等の発生がありまして、稲作

にも影響があり、非常に環境の悪い状況でありまして、地元住民、地権者は一体い

つになったら着工できるかと訴えております。さらには、一昨年、現国道８号中川

地係で、早朝、痛ましい交通死亡事故が起こっております。 

 このような実情を踏まえ、交通安全対策の一環としても、また新潟から北陸３県

の主要都市及び滋賀県を経て京都市に至る北陸地方と近畿圏を結ぶ主要道路であり

まして、一日も早い完成が望まれております。 

 以上述べました現状を踏まえ、地元あわら市長としてどのような見解を持ってい

るか、お伺いをいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 山田議員のご質問にお答えいたします。 

 １点目の今日までの諸運動の経緯結果についてのお尋ねでありますが、あわら市

合併以来、毎年、福井県知事に対し、一日も早い工事着手を強く要望して参りまし

た。 

 また、笹岡地係から石川県境までの５.６ｋｍの事業未認可区間の事業化につきま

しても、地元県議会議員や国道８号福井バイパス金津地域促進期成同盟会役員とと

もに、国土交通省近畿地方整備局福井河川国道事務所長に要望いたしているところ

であります。 

 なお、中央要望といたしましては、内閣官房副長官や県選出の国会議員、国土交

通事務次官をはじめ、国土交通省近畿地方整備局長に対しても要望をいたしており

ます。 

 次に、事業の進捗状況につきましては、議員ご指摘のとおり、現在、竹田川の橋

梁下部工事を施工中で、平成２２年度には橋梁下部工事が完成する予定とのことで

あり、その後バイパス部の工事に順次着手するとお聞きしております。 

 一方、あわら市内のバイパス部４.４ｋｍにつきましては、今年度までに関係７集

落についてほぼ用地買収を完了し、今年度、笹岡地係の道路詳細設計と土質調査を

発注済みとのことであります。 

 次に、２点目の事業着工における今後の対応についてのお尋ねでありますが、ま

ずバイパス事業の進捗状況としては、坂井市の竹田川左岸より南側３６.８ｋｍが供

用開始しております。 

 しかしながら、あわら市を含む５.４ｋｍの区間については、いまだに供用開始さ

れていないため、市といたしましては、福井県知事や福井河川国道事務所長はもと

より、政権交代で要望のスタイルは変わりましたが、民主党の福井地域戦略局を通

して、国に対しても早期供用開始の重要性について強く要望して参りたいと考えて

おります。 

 ３点目の笹岡以北から石川県境までの事業化についてのお尋ねでありますが、福
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井河川国道事務所によりますと、まずは福井バイパスの未供用区間の早期完成を優

先するとともに、現在の国道８号の交通状況等を勘案しながら検討するとのことで

あります。 

 国道８号は市の産業経済と住民生活に欠くことのできない主要幹線道路であり、

早期実現に向けて積極的な要請活動を推進いたしておりますので、今後とも議員各

位の特段のご支援とご協力をお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） ４番、山田重喜君。 

○４番（山田重喜君） ただいまの市長答弁でですね、一応の理解は示すものでありま

すけども、金津地域の着工はなされておりません。 

 やはりですね、道路というものは、同じスタイル、同じ構造で目的地までつなが

ってですね、役割を果たすものでございます。お隣のですね、石川県加賀市の国道

８号の拡幅工事はやはり目を見張る状況であります。国道８号と山中温泉に至る県

道との交差点のですね、手前のトンネルを廃止して、オープンカットにしておる。

さらにですね、ＪＲ北陸線をまたぐ跨線橋については、既に４車線化が着実になさ

れ、工事進捗がなされている状況でございます。北陸圏と近畿圏の差はあるとは思

いますが、まさにですね、成熟の差ではないものでしょうか。 

 今、政権が交代してですね、非常に厳しい状況であると思いますけども、このピ

ンチをですね、逆にチャンスと捉えまして、金津地域の工事着工、そして笹岡以北

の事業化について、市長の手腕を期待するものでございます。 

 地元のですね、ある地権者はこういうふうに言っております。「北陸新幹線には乗

られはしないけれども、せめて走りたや、国道８号バイパスに」と、こう言ってお

るわけでございます。やはりですね、こういった地権者、地元の切実なご意見をで

すね、考えますと、一日も早い着工が望まれているわけでございますけど、再度、

市長の熱意、決意のお言葉を頂戴したいと思います。よろしくお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 今ほど議員ご指摘のとおり、道路だけではなくて鉄道も同じか

と思いますけども、やはり始点から終点までありますと、全線が整備されて初めて

投資効果が１００％発揮されるというふうに思います。そういう大きな意味におい

ても、道路の特にバイパス部分の整備というのは重要であります。 

 また、地元の議員としていろいろと地元の方のご意見をお伺いしているのだろう

と思いますけども、地元にとりましても、大変これは密着した道路であります。特

に交通安全の問題からいいましても、地元の方々の関心というのも大変高いだろう

というふうに思っております。 

 まさに、議員ご指摘のように、国の所管が近畿圏と北陸圏でちょっと異なるとい

うような面もございますけれども、これ、やはり１本の道路でありますので、同等

に進めていってこそ意味があるのではないかなと思っております。 
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 先達て加賀市の市長が交代をされましたが、新しい市長ともお話をしておりまし

て、国道８号につきましても一緒に協力をしてやっていきましょうというような話

し合いも進めているところであります。 

 先ほど申し上げましたが、用地買収につきましては、ほぼ完了いたしております

ので、あとは国の予算がつけば、それがすべて道路整備そのものに投資ができるわ

けであります。極論をすれば、予算がつくか、つかないかと、この１点に集約され

るのではないかなというふうに思っております。 

 今ほど議員ご指摘のように、政権が交代をしたと、あるいは要望のスタイルが変

わったということを一つのチャンスととらえて努力すべきじゃないかというご指摘

がございました。まさしくそのとおりに私も思います。あらゆる機会を捉えて、ま

たいろいろなルートも探りながら、予算獲得に向けて最大限の努力をして参りたい

というふうに思っておりますので、どうか議員各位におかれましてもご支援を賜り

ますようにお願いを申し上げます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） ４番、山田重喜君。 

○４番（山田重喜君） 力強いお言葉をいただきましてありがとうございました。一日

も早い着工を切実に望むものでございます。 

 次に、２点目の質問に移らせていただきたいと思います。 

 あわら市の環境政策についてお尋ねをいたします。 

 ２１世紀は環境の時代と言われまして久しい感がするわけでございますけども、

合併来、あわら市は、平成１７年３月に環境基本条例を制定し、さらには平成１８

年に環境基本計画を作成したことにつきましては、一定の評価をするものでありま

す。 

 あわら市民憲章の第１番目に成り立っております「守ります 美しい自然を」、こ

の一憲章がすべてあわら市の環境保全に集約されていると思っております。さらに

は、環境基本条例、第４条、市の責務。ここで、基本理念第３条に則り、「地域の

自然的社会的条件に応じた総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施する責務を

有する」となっております。また、環境基本計画については、計画の期間、計画の

推進体制、計画の進行管理等々をうたっておりますが、現段階において、その推進

体制と事業展開はどうなっているのか、お尋ねをいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） お答えいたします。 

 議員ご指摘のとおり、平成１８年度に環境基本計画を策定して以来、その推進体

制づくりは市にとって最重要課題の一つとなっており、新年度に向け、その体制づ

くりと事業展開について準備を進めているところであります。 

 その内容につきましては、新年度予算に合わせて具体化して行くことになります

が、まず、市民、事業者等の参画を推進するためのエコ会議を設置するとともに、
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基本計画に掲げる施策の総合的な推進と庁内各課の連絡調整を図るための庁内推進

会議を設置したいと考えております。 

 推進体制の核となるエコ会議では、基本計画に掲げる、愛郷心はぐくむプロジェ

クト、身近な生活環境保全プロジェクト、地域のお宝保全・創出プロジェクト、あ

わら環（わ）のまちプロジェクト、これら四つのプロジェクトを基本に具体的な事

業内容を検討し、推進して参りたいと考えております。 

 市といたしましては、来年度の重要施策の一つに環境施策を掲げており、多くの

市民の方々に参画していただけるような事業内容となるよう取り組んで参りたいと

考えております。 

 次に、あわら市地球温暖化対策実行計画についてお答えいたします。 

 本計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、地方公共団体の責務と

して、かけがえのない地球の未来のため、市みずからが温暖化防止に積極的に取り

組むため、平成１８年３月に３年計画で策定されたものであります。その内容は、

平成１６年度を基準年度として、市役所全体の電気使用量や燃料使用量、ごみの排

出量など７項目についての削減目標を設定したものであります。 

 全職員が一丸となって取り組んだ結果、平成１８年度においてすべての項目につ

いて目標値をクリアーしており、職員の温暖化対策への意識も十分に浸透している

ものと考えております。 

 さらに、平成１９年度以降においては、これらの取り組みに加え、省エネ型ボイ

ラーの設置や省電力型蛍光灯への切り替えなどの温暖化対策に取り組んでおります

ので、ご理解いただきますようお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） ４番、山田重喜君。 

○４番（山田重喜君） 今の市長の答弁でございますけども、一応理解のほどは示しま

すけれども、いわゆる環境基本計画に則ります推進体制についてお伺いいたします。

この件につきましては、市民福祉部の理事にお伺いいたします。 

 まずもって、先ほど市長が説明いたしましたけれどですね、あわら市の環境審議

会、あるいは庁内推進会議、また（仮称）エコ市民会議等を立ち上げると言ってい

ますけども、具体的に現段階においてどうなっているか、この点についてお尋ねい

たします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 市民福祉部理事、辻 邦雄君。 

○市民福祉部理事（辻 邦雄君） ただいまのご質問にお答えをいたします。 

 まず、環境審議会でございますが、平成２０年度にこの基本計画ができた際に、

新たに委嘱をして、１回開催をいたしております。本年度では、今申し上げました

ように、基本計画の推進体制づくりというものを今考えておりますので、年明けの

１月か２月の時点で環境審議会を開催したいというふうに考えております。 

 それから、この推進体制づくりに伴いましての庁内の連絡会議、これは今のエコ
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会議の体制づくりとあわせまして、これも年明け早々に各課の協力をお願いするた

めの会議を開く予定をいたしております。 

 以上でございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） ４番、山田重喜君。 

○４番（山田重喜君） 今の答弁を聞いていますとですね、これ、やはり１９年の７月

に基本計画の印刷があったのかわかりませんけども、少なくともですね、２０年度

の当初においてですね、こういったものを立ち上げて進むべきだと私は思っており

ます。何かしら環境行政についてですね、少し軽視したような感がいたします。こ

れについては遺憾に思っているわけでございますけども、ただいま申しましたよう

にですね、担当理事の申しましたように、少なくとも２１年度スタートということ

で、やはりですね、情報を収集して、的確な計画を作っていただきたいと思います。 

 それからですね、質問の中でですね、北潟湖のラムサール条約の答弁がなされて

おりませんけれども、これ非常に難しい問題ではございますけども、いろんな問題

をクリアーしながらですね、また、地元調整等もやっていかなければだめだと思い

ます。 

 したがいまして、この件につきましては十分時間をかけて取り組んでいただきた

いと思います。これについて答弁ひとつよろしくお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 市民福祉部理事、辻 邦雄君。 

○市民福祉部理事（辻 邦雄君） ただいまのご質問にお答えをいたします。 

 ラムサール条約といいますのは、我が国におきましては、１９８０年、北海道の

釧路湿原、これを第１号でスタートしているわけですけれども、その後二十数年間

のうちで１３件登録をしたんですけれども、なかなかその辺、進んでいないという

ことで、２００５年ですかね、そのときに全部で２０カ所の登録がございました。

その時は、かなり国が主導的に取り組んだ経緯がございまして、そのときに福井県

の三方五湖も登録をいたしております。その時点で北潟湖がどうだったかというふ

うな資料を先般県の方からもいただきましたが、北潟湖はまだそういった国際基準

のレベルが非常に低いということで、現時点では登録のことを検討するような段階

ではないのかなと。今後、北潟湖の環境保全を推進していく上で、そういったレベ

ルに達すれば、また検討していきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） ４番、山田重喜君。 

○４番（山田重喜君） トータル的な答弁をお聞きしていますと、何かしらですね、環

境の面で一歩も二歩もちょっと立ち遅れているような感がしてなりません。やはり、

何と申しましても、環境保全というのは非常に大事なことでございますので、新年

度に向かってですね、立派な計画を策定していただくことを強く望みまして、私の
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質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

                                      

◇笹原幸信君 

○議長（丸谷浩二君） 続きまして、通告順に従い、７番、笹原幸信君の一般質問を許

可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） ７番、笹原幸信君。 

○７番（笹原幸信君） 通告順に従いまして、市政会、笹原、一般質問をいたします。

２問質問いたします。 

 １問目はですね、平成２１年度財政運営と長期財政計画について質問をいたしま

す。 

 今までの市の一般会計の歳出額を決算で見ますと、平成１９年度は１１４億円、

平成１８年度は１１８億円、平成１７年度は１２５億円となっており、１２０億円

前後で推移をしております。 

 しかし、平成２０年度からは１２８億円と増額に転じ、さらに本年度を見ますと、

今定例議会に上程された一般会計補正予算は約９億５,０００万円と本日追加で１

億８,０００万円が見込まれ、この予算が今回の議会で採択されますと、本年度一般

会計予算は総額１６５億円を超すこととなり、超大型の予算となります。大幅に膨

れ上がっている現状をまずどのように思われますか。 

 また、今から補正予算化されるものがあると思いますが、今年度末の一般会計の

総額はどのくらいの額になるのかを示していただきたいと思います。あまりにも大

きな予算規模になっており、財政運営に大きな不安を感じております。 

 本年は、不況対策として、各種の大型の地域活性化・経済対策臨時交付金で約２

億４,０００万円と公共投資臨時交付金で９億２,０００万円が交付されることにな

っており、下水道工事、小中学校のデジタルテレビ整備や企業立地助成金に充当さ

れていますが、その中でも特に小中学校の耐震補強・改修事業が大きな割合となっ

ておりますので、本年の小中学校の耐震補強・改修事業の事業費、補助金、交付金

の額と合併特例債の充当額、また市が負担しなければならない一般財源を示してい

ただきたいと思います。 

 また、合併特例債は建設枠で９４億円強ありましたが、本年度において充当し予

定している主な事業及び充当額が幾らになるのかを答弁をお願いいたします。 

 大型事業がメジロ押しでありますが、年度末の全会計の起債残高はどのくらいに

なるのかをお伺いします。 

 長期財政計画についてお伺いをいたします。 

 現状の長期財政計画は平成１９年１０月に策定されたものであります。私は、こ

の財政計画に対し、一般質問で、バラ色の財政計画であるが、都市計画税の創設、

保育料、ゴミ収集料の値上げを見込む市民に負担を転嫁する財政計画と申し上げて

参りました。 
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 この長期財政計画において、市長は、合併特例債９４億円は最大限使用する、通

常債も平成１８年に作成した財政計画では約２５億円であったものが４４億円と約

１９億円積み上げるとの予定を上げておられましたが、合併特例債を９４億円使用

すると、一般財源で４億円と元金の償還だけで２８億円の計３２億円プラス利息に

なると聞いております。２０年償還として考えると、利息を別にしても年１億６,

０００万円の償還金となりますが、全額使うというその考えは今も変わりませんで

しょうか、お伺いをいたします。 

 また、法人税等は、毎年１％ずつ伸びを見込んで作成をされておりましたが、現

状は、リーマンショックによる１００年に一度の不況、さらにはドバイショックが

追い打ちをかけ、策定当時は予想だにできなかった最悪のデフレ経済に陥っていま

す。経済環境が激変している現状をどう見ておられるのか。このことをかんがみ、

早急に長期財政計画の変更を策定しなければならないと思うのですが、いかがでし

ょうか。 

 最後に、平成１２年１月、旧芦原町臨時議会において、北潟湖畔用地を１２億円

でセントピアあわらに土地を売却する議案が可決され、歳入に財産売り払い収入１

２億円を計上し、歳出において財政調整基金約５億円や一般会計に充当し、セント

ピアがこの１２億円を用立てるために銀行から借り入れた１２億円に対して債務負

担行為を設定している。この借り入れから１０年も経過しておりますが、本来なら

ば、平成２２年度で返済が終わる予定でしたが、１２億円のうち、まだ１億円しか

返済しておらず、１１億円の債務が残っております。この借り入れで造成した旧芦

原町の５億円の財政調整基金も、合併時には２億円を切っており、返済するどころ

ではなく、ほとんど使い切ってしまっております。 

 税収の大幅減少が予測される中、市の大きな負担となっておりますが、返済計画

はどのようにされているのかを答弁をお願いいたします。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 笹原議員のご質問にお答えいたします。 

 まず、予算規模についてでありますが、本議会で提案しております一般会計補正

予算第６号と第７号を議決いただきますと、補正後の予算額は１６０億９,５６２万

２,０００円となり、本市におきましては、これまでで最大の予算規模となります。 

 また、今後の補正見込みを含めた一般会計の本年度最終予算額は１７２億８,００

０万円程度を見込んでおります。 

 これは、ご承知のように、両中学校及び各小学校に係る耐震補強・改修事業や情

報機器の整備事業などの予算化が主な要因となっております。 

 いずれも、国の緊急経済対策を受けて、次年度以降に予定されていた事業を前倒

しで実施することになったもので、予算規模としては一時的に大きくはなるものの、

これらの事業実施により国から交付される公共投資臨時交付金や経済危機対策臨時
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交付金を有効に活用しながら事業を執行できるなど、長期的に見れば、適切なタイ

ミングで予算化ができたのではないかと考えております。 

 次に、長期財政計画でありますが、計画を立てる上で大きな要因となる税制や地

方交付税その他の各種政策の制度設計を含めた来年度の国の予算が不透明な状況に

あることから、現段階では現行制度の中で見通しを立てることとし、現在、平成３

０年度までの計画について見直しを行っております。 

 歳入では、長引く景気低迷等により、本年度、来年度と法人市民税の大幅な減収

が見込まれるなど、市税の伸びが期待できず、今後予定されている消防庁舎建設事

業や給食センター整備事業、新幹線関連事業などの大型事業を行っていくためには、

合併特例債の有効活用や基金の取り崩しなどにより対応していかなくてはならない

状況にあります。このため、限られた財源の中で、来年度以降に予定されている各

事業については、事業の絞り込みと事業費の抑制に努めていかなくてはならないと

考えております。 

 合併特例債につきましては、ご承知のように、元利償還額の７０％が地方交付税

に基準財政需要額として算入される有利な地方債であり、事業選択を行いながら、

実施すべき事業には優先的に充当していきたいと考えております。 

 なお、１９年度作成の財政計画において通常債が１９億円増えているというご指

摘でありますが、これは、１８年度作成の財政計画では見込んでいなかった新幹線

関連事業の一部が合併特例債の適用期限である平成２５年度以降に入ってきたため

であります。 

 また、各使用料等につきましては、財政計画上、適正な受益者負担の観点から、

一定額の改定を見込みたいと考えております。実際の改定に際しては、議会の皆様

とも十分な協議を行うことはもちろんでありますが、行財政改革による歳入歳出の

徹底した見直しを行い、市民の負担が最小限になるよう努めて参りたいと考えてお

ります。 

 なお、平成１８年度作成の財政計画で初めて見込まれた都市計画税につきまして

は、現段階での導入は困難であると考えており、今回の見直しには含めないことと

しております。 

 最後のセントピアあわらに係る債務負担行為分につきましては、現在、借り入れ

に係る利子相当分を補助金として支出しているほか、昨年度からは財政状況を見な

がら毎年借入額のうちの一定額を償還することとしており、昨年度は１億円をセン

トピアあわらへの補助金として支出いたしました。本年度は５,０００万円を予算化

しており、財政計画上も引き続き同様の形で償還を行い、平成３３年度までに償還

を終えたいと考えております。 

 なお、その他のご質問につきましては、財政部長から答弁いたさせますのでよろ

しくお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 財政部長、田中利幸君。 
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○財政部長（田中利幸君） 笹原議員のご質問にお答えいたします。 

 まず、本年度の小中学校の耐震補強・改修事業に係る事業費見込みとその財源で

ありますが、小学校分につきましては、事業費が２０億４,８００万円で、財源は国

庫補助金が９億５,３００万円、公共投資交付金が３億２,２００万円、合併特例債

が７億２,０００万円、市の一般財源が５,３００万円となっております。 

 中学校につきましては、事業費が２１億３,２００万円で、財源は、国庫補助金が

５億５,０００万円、公共投資交付金が４億３,８００万円、合併特例債が１０億７,

３００万円、市の一般財源が７,１００万円となっております。 

 次に、合併特例債についてでありますが、今回提案いたしております補正予算第

７号までで、中学校耐震補強・改修事業に１６億６,２１０万円、小学校耐震補強・

改修事業に４億２,５９０万円、防災行政無線整備事業に２億２,６８０万円など、

１１事業に対して２７億９,８１０万円を充当しております。 

 今後は、国の緊急経済対策に伴う小学校の前倒し整備事業への充当のほか、公共

投資臨時交付金の予算化による財源振替等を予定しておりまして、本年度における

最終的な合併特例債の充当額は２５億１,４６０万円となる見込みでございます。 

 また、これらを含めた今年度末の全会計の地方債残高につきましては、約３０１

億５,０００万円となる見込みでございます。 

 なお、これらの数字につきましては、予算が本年度中に全額執行されるという前

提での数字でございまして、実際には、今後、入札執行による減額のほか、学校関

係事業などで一部次年度への繰り越しが予定されておりますので、最終的には、本

年度末における合併特例債の充当額や全会計の地方債残高は今申し上げたものより

かなり小さくなるものと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） ７番、笹原幸信君。 

○７番（笹原幸信君） １回目の回答をいただきました。 

 市長にお伺いしますけども、都市計画税については見直しに含めないと、そうお

っしゃられました。 

 ただし、使用料については、その内容がはっきりまだわかりません。市長のご答

弁では受益者負担の観点からという改定を見込んでおられるんでしょうけれども、

当初、１９年度の財政計画においては、今年２１年からこの改定をする予定でつく

られたと思うんですね。今からの財政計画にもこれを上げるということであれば、

ごみと、それから保育料ですね、これをいつ頃に見直すのか、その時期をお伺いし

たいのと、それから、前回の長期財政計画を策定した時点において、合併特例債は

全額使うと市長は言っておられました。この合併特例債をどのくらいまで使用する

見込みであるのかをご答弁をお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 財政計画上のいろいろな歳入見込みの中での税だとか料金等の
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値上げのご指摘でございますけども、まずですね、その前に財政見通し、財政計画

を以前発表いたしましたが、これについて基本的なことをちょっとお話しさせてい

ただきたいと思います。 

 私は平成１９年の４月に市長に就任をいたしました。あれはですね、いわゆる中

学校の整備問題が大変議論になったわけでありまして、一番の課題というのは、財

政が大丈夫なのかというご心配だったというふうに思います。私は、二つの中学校

を残しても財政的には大丈夫ですということを説明する責任が私にはありました。 

 従いまして、普通は内部資料であります財政見通し、財政計画について、これを

２校存続を前提としたものに改めてお示しをするということをさせていただいたわ

けです。それが平成１９年の１０月であったと思います。これは、通常表に出さな

いものをあえて表へ出して、ご理解いただきたいという思いがありました。 

 以前にも申し上げましたが、平成１９年１０月でお示しをいたしました財政見通

しの内のですね、収入の部分ですね、歳入の部分につきましては、それ以前につく

られていた財政見通しのものをそのまま使っております。全く変更してございませ

ん。それがまず前提になっているということをひとつご理解いただきたいというふ

うに思います。 

 先ほども申し上げましたが、今回の財政見通し、作成しておりますけども、当時

新たに含まれました都市計画税につきましては、これは今もう導入は困難であろう

というふうに判断をいたしておりまして、それは今、外して計画をしております。 

 その他の公共料金等についてでありますけども、今までもですね、もともと公共

料金等の値上げを予定されていた年度をですね、先延ばし、先延ばしという努力を

しております。これは当然のことですけども、なるべく市民の負担は抑えようと、

ほかのことで努力ができるものはやっていこうということで、これはどの自治体も

そういう努力をしていると思います。すべてのものについて、値上げ等につきまし

ては、先延ばし、先延ばしというふうな努力をぎりぎりまでやっているというのが

現状であります。 

 それで、それぞれの料金等につきましては、特に特別会計のものにつきましてで

すね、これは特別会計の独立性ということを考えますと、やはり受益者負担という

ことも考えなければなりませんし、その他の使用料等につきましても、受益者負担

ということをやはり考えていかなければならないというふうには思っております。 

 実は、前回、ちょっといつでしたか忘れましたけれども、本会議の場でですね、

特に水道料金等の値上げについて、繰り上げ償還の計画を国に提出している関係か

ら、平成２２年度には実施をしなければならないというふうに思っておりますとい

うふうな答弁をいたしております。その後ですね、いろいろな機関での協議をいた

だいておりますが、まだ決めているわけではありませんけども、これにつきまして

もですね、何とか財政上の努力で先延ばしができないかなというふうに今考え、検

討中であります。 

 従いまして、その導入年度等につきましては、まだそれぞれ、ここでお話しする
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わけにはいきませんけども、できるだけ先延ばしをしようという努力は今いたして

おります。その辺ひとつご理解いただきたいというふうに思います。 

 それから、２点目の合併特例債のお話でありますが、これもですね、先ほど笹原

議員が平成１９年１０月の財政見通しを私が公表した時に、バラ色の財政計画であ

るというご指摘をいただいたのを覚えております。その時も私申し上げたと思いま

すが、私自身はバラ色の財政計画だとは思っておりません。今でもそういうふうに

は思っておりません。やはり厳しい財政計画であると思っております。 

 なぜ議員がバラ色というふうに印象を受けられたのかなというふうに考えてみま

すと、これも先ほどの答弁でも実は申し上げましたが、平成１９年１０月までの財

政見通しの中では、特に新幹線関連、芦原駅周辺関連の事業がですね、見込まれて

いなかったわけなんです。 

 私は、何度も申し上げますが、１９年１０月の財政見通しでは、中学校整備の部

分だけを変更した財政計画をお示しすれば、それで私の目標は達成されたわけなん

です。しかしながら、いずれやらなければならない事業があるのにもかかわらず、

それが財政見通しの中に盛り込まれていないのは、これはやはり正しい情報ではな

かろうというふうな思いから、いずれやらなければならない事業については、すべ

て財政計画に見込んだわけなんです。そこで、非常に事業が多く増えたわけです。

それをご覧になって、今まで入っていなかったのがたくさん入ったと、それを合併

特例債で対応すると、これはバラ色ではないかというふうに恐らく議員は印象を持

たれたのではないかと思いますが、中身は実はそういうことであります。財政計画

に以前盛り込まれていなかった事業も、いずれその時期が来れば必ずやらなければ

ならなかったわけなんです。それを私はこの際オープンにしようということで、財

政計画に盛り込ませていただきました。 

 そうなりますと、では、そういう事業を今後進めていく上での財源的な裏打ちは

何かということを当然考えなければなりません。それが財政計画でありますから。

そうした場合、やはり合併をしたことによって恩恵がもたらされるといいますか、

それが合併特例債でありますので、合併特例債をもって財源的な裏打ちをしていこ

うということになったわけであります。 

 これはあくまでも今、財政見通しの中でのたくさんの事業でありますので、今後

これを実際、実施に移していく段階ではですね、なるべく先延ばしが可能であれば

先延ばしをするでしょうし、事業そのものも圧縮できるものは圧縮していくように

なると思います。あるいは、例えば、同じ１億円の仕事をするのであっても、国か

らの補助金をたくさんいただくというふうな努力をすれば一般財源は減りますし、

当然その分の合併特例債の発行額も減るわけでありますので、当然そういう努力は

していかなければならないというふうに思います。 

 とにかく九十数億円の合併特例債があるから事業をやるのでは決してありません。

いずれやらなければならない必要な事業が想定されますので、それを実施していく

上ではこういう合併特例債の利用の仕方が一番よろしかろうというふうに考えてお
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りますので、その辺のことをひとつご理解いただきたいというふうに思っておりま

す。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） ７番、笹原幸信君。 

○７番（笹原幸信君） 市長のお考え、ある程度わかりました。 

 ただ、話がちょっと横へ行くんですけども、長期財政計画を表に出さないと、そ

ういうふうに市長言われましたけれども、新市建設計画の変更については、これは

長期財政計画を添付しなければならないとなっていたと思うんですね。ですから、

表に出さないというのはおかしいなという思いがいたしました。 

 それから、話が飛びますけれども、特別会計の公共料金である水道料金の値上げ

についてですね、これはまだ私も質問するつもりはなかったんですが、今出てきた

んでちょっと発言をしたいと思うんですが、これは財政健全化による金利を軽減す

るということで、５％以上の長期で借りている分の借り替えをして、１０年間ぐら

いで約８億円ぐらいでしたか、の金利の負担を減らすと、安い金利に借りかえをす

るということで負担を減らすということでございました。 

 しかしながら、この借り替えの案件が議会に、我々委員会に提出された時には、

財政健全化という話は一つもなかったんですね。ただあったのは、借り替えすれば

１１年間かそこらで８億円浮きますと、そういう話しか聞いておりませんでした。

要するに、あめの部分しか聞いていなくて、むちの部分は聞いていなかったんです。

むちというのは公共料金の値上げ。その部分は聞いていなかったわけです。これに

つきましては、まだ今から出てくると思いますので、市長、その中でまた協議をし

ていきたいと思いますので、これ以上言うのは止めておきます。 

 それから、あと、国の緊急対策を受けまして、事業を前倒しした、それで予算が

非常に膨れ上がったということです。市長も先ほど、来年度は、先は事業の絞り込

みをするというお話もあったのかなと、そういうふうに思っております。 

 それで、来年度の予算規模が大分縮小されるのか、その点もちょっとお伺いした

いのと、それから、基金の取り崩しもという話もあったように思うんですけども、

財政調整基金、９億８,０００万円、今。昨年度、大分積み増しをしまして。ところ

が、本年は予算的には４億円の取り崩しを見込んでおります。年末にはどんな見込

みになるのか。 

 また、地域振興基金も１３億円積んでおります、合併特例債によりまして。この

１３億円の償還が始まっているわけですけども、たしか償還分は取り崩しができる

と聞いております。現状は、今、利息の分だけを果実運用型で運営していると思う

んですけども、この分の取り崩しもするのかどうか。また、これは恐らく何か目的

に沿っての取り崩しになると思うんで、その点もお伺いをいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 最初の部分だけちょっと私の方から答弁をさせていただきたい
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と思いますが、財政計画ですね、本来内部資料であるにもかかわらずという私の発

言に対して、新市建設計画の制定だとか、その変更のときには議案に添付すべきも

のではないかというご指摘ですけど、それは全くそのとおりであると思います。 

 ただ、通常は表に出すものではなくて、内部資料だと思います。新市建設計画の

変更案等に添付されるものはそのうちの一部分であったと思います、財政計画の。

私は、１９年の１０月には、事業名こそは具体的にはいたしませんでしたけども、

なるべく多くのものを公表させていただいてご理解いただいたつもりでおりますの

で、財政計画というのはそういう趣旨のものでありますので、その辺はひとつご理

解いただきたいというふうに思います。 

 なお、その他数字的なことにつきましては、また部長の方から答弁いたさせます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 財政部長、田中利幸君。 

○財政部長（田中利幸君） お答えいたします。 

 まず初めの来年度の予算規模の縮小についてでございますが、ご承知のとおり、

今議会でお願いしております一般会計補正予算第６号及び第７号でございますが、

これに計上しております芦原・金津両中学校の体育館に係る工事請負費約７億２,

０００万、それから、芦原中学校の西渡り廊下に係る工事請負費約１億８,０００万、

これはいずれも国の経済危機対策を受けて、来年度に予定していたものを前倒しし

たものでございますので、その分は当然予算規模が縮小することになります。 

 また、今後の補正で予定しております各小学校及び幼稚園の耐震改修工事費が、

まだ確定しておりませんが、１３億円程度になろうかと思います。これも前倒しを

して行う分でございますので、次年度予算は縮小することになろうかと思います。 

 なおですね、公共下水道事業、それから公営住宅の改修事業、これらも前倒しを

しております。ただ、これらにつきましては長期にわたる事業でございまして、全

体計画の中では若干期間が早まることにはなりますけれども、直接、来年度の予算

に影響するということはございません。 

 それと、もう一点、財政調整基金と地域振興基金の取り崩しの見込みについてで

ございますが、議員さんおっしゃっておられましたように、本年度当初予算で４億

円の取り崩しを計上してございます。 

 従って、財政調整基金の予算上の残高は、現在、５億８,２００万円となっており

ます。まだ歳入歳出ともですね、現時点では不確定な部分がかなりございます。最

終的には取り崩しをですね、２億円以内に収めたいなという具合に考えているとこ

ろでございます。 

 また、１３億円の地域振興基金でございますが、これにつきましては、当面の取

り崩しは考えておりませんが、たしか合併特例債のですね、適用が平成２５年で終

わります。それ以降におきましてですね、歳入の状況、あるいは新幹線関連事業の

進展具合等によっては、２億ないし３億円の取り崩しが必要になってくることもあ

るんではないかという具合に考えております。 



 52 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） ７番、笹原幸信君。 

○７番（笹原幸信君） あと、まだお聞きしたいんですけども、時間があまりないもの

ですから。 

 あとですね、財政で心配なのが、いろいろ後年度の負担があります。国営のパイ

プラインとか、特例債の償還も始まっております。そういうことで、財政運営、的

確に慎重にお願いをしていきたい、そういうふうに思っております。 

 それでは、２番目の質問に移らせていただきます。 

 新幹線の整備状況についてということで質問をいたします。 

 整備新幹線について、新聞報道によりますと、北陸新幹線の金沢以西の未着工区

間について、「年内の予算編成までに着工の可否を決めるのは無理だ」と新政権にな

って大臣が述べられ、２０１０年当初予算では着工費用の計上を見送る考えを示し

たとの記事が出ておりました。新幹線を推進している私どもにとっては大変残念な

ことでありますが、市長もまた、心を痛められておられるのではないでしょうか。 

 自公政権から民主党への政権交代のため、コンクリートから人へのドラスティッ

クな政策の変更を受け、北陸新幹線の先行きが見えなくなった事態を市長としては

現状をどう考え、今後どのように対処し行動されるのかをお伺いいたします。 

 次に、新幹線関連でまちづくり交付金事業などを実施し、芦原温泉駅周辺の整備

を実施してきましたが、今までどのような事業を実施し先行投資をしてきたのかを

お伺いをいたします。 

 先の見通しがつかない今、今後の新幹線関連の事業はあるのかどうか、あるので

あれば、どのように事業を進めるのか、または一時中止するのかを答弁お願いしま

す。 

 今まで整備してきた東口、西口駐車場等の活用の目途が立たなくなるのは大変残

念であります。本定例会の初日に、北陸新幹線の福井県内早期着工に関する意見書

を提出する発議を厚生経済委員会より提案し、議決いたしました。この意見書が生

きてくることを祈願するとともに、今までの投資が早急に活用されることを願わず

にはおられません。 

 最後に、１０月２９日付でＪＲ芦原温泉駅エレベーターの設置の要望書が旅館組

合と女将の会から出ていますが、エレベーターについては、ＪＲ芦原温泉駅舎の改

修の時点で考えるとしていたと思うのですが、新幹線の先の見えない今の状況では

どうされるのかを質問いたします。 

 以上で質問を終わります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） お答えいたします。 

 北陸新幹線の金沢以西の新規着工については、昨年１２月の政府・与党ワーキン

ググループにおける合意事項で、金沢―福井間と敦賀駅部については、年内に認可
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し、年度内に着工するという方向性が示されていたところであります。 

 しかしながら、９月の政権交代により、前政権での合意を白紙に戻し、前原国土

交通大臣を中心に、新幹線の未着工区間の事業着手に関する議論が進められている

ところであります。 

 大臣は就任後、いろいろな機会で発言されておりますが、最新の発言としては、

先月２７日の閣議後の会見で、整備新幹線の未着工区間について、「年内に何らかの

方針を示すことはない」と述べ、来年度の当初予算でも計上を見送る考えを示して

おります。 

 また、今後の新規着工については、「基本的な考え方を踏まえたあり方を議論する」

と語り、着工を判断する新しい仕組みを検討する意向を表明し、ＪＲも含め、沿線

自治体など関係者と協議をし、早ければ平成２３年度予算の概算要求までに新規着

工区間を決めるとの方針を示したことが新聞等で報じられております。 

 福井県や沿線自治体では、年内に新規着工についての方針が示されることを強く

熱望してきたところでありますが、さらに延期をされたという状況であります。 

 西川知事が「県の発展は北陸新幹線の県内延伸にかかっている」と述べておりま

すが、十数年後のあわら市の発展を見据えた場合にも、新幹線の県内延伸は非常に

重要な課題であります。 

 政権交代で要請のスタイルは変わりましたが、先月の１１日には知事とともに前

原国土交通大臣に面談し、さらに今月の５日には、県市長会による地域戦略局への

要請の中で、新幹線の県内延伸の重要性について強く要請をしてきたところです。 

 次に、新幹線関連でどのような事業を実施してきたかとのご質問でありますが、

市では、平成１９年度から２１年度までの３年間で、まちづくり交付金事業を実施

して参りました。 

 この事業は旧金津の市街地全体にわたっており、消雪工事や歩道整備、さらには

公園整備なども含まれておりますが、新幹線に関連する事業では、ハード事業とし

て、市道１０５号線の一部改良と東口及び西口の駐車場整備の３事業を、さらには、

まちづくり活動支援事業などのソフト事業を実施しており、まちづくり交付金事業

としては４億７,０００万円の事業を行っております。これに加えて、日本たばこ産

業跡地を土地開発基金から取得した１億４,９００万円を合わせますと、６億１,９

００万円を費やしております。 

 次に、今後の事業展開ですが、芦原温泉駅周辺整備事業は、新幹線の延伸が事業

推進の大きな後ろ盾となっておりますが、これまでに実施してきた事業は、在来線

の駅にも対応する事業を優先に行ってきたところであります。 

 新幹線の県内延伸が見通せない中ではありますが、今後の方針が示されるまでの

間は引き続き在来線にも対応する事業を優先して実施する方針で、今年度で一部完

成する西口アクセス道路の北側への延伸を来年度以降も計画をしております。 

 さらに、県内延伸が決定すれば、西口広場整備や東西自由通路など、新幹線に関

連した整備を加える予定をしております。 
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 新幹線の計画の遅れは、現在の駅舎の課題となっているエレベーター設置やバリ

アフリーのトイレ設置など、駅に関連する事業の実施にも大きく影響することとな

ります。 

 従いまして、今後とも早期に県内延伸の方針が示されるよう、県選出国会議員を

はじめ、市議会、県及び沿線自治体等と連携して、国に要請して参りたいと考えて

おります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） ７番、笹原幸信君。 

○７番（笹原幸信君） 新幹線ですけども、この新幹線は我が市の発展を見据えた中で、

県内の延伸というのは非常に重要な課題であると思っております。 

 先ほども申し上げましたように、議会でも、北陸新幹線の福井県内早期着工に関

する意見書を可決をいたしました。現状では福井だけが取り残され、地域間格差を

生じることとなります。今後とも、県、沿線自治体と協力し、強く要請活動をお願

いをいたします。よろしくお願いをいたします。 

 この質問の中で芦原温泉駅のエレベーターのことを取り上げました。私も新幹線

の駅舎を作る際にエレベーターを付ければ良いのであろうと、そういう考えでおり

ましたけれども、新幹線の状況がわからない、先が見通せない。また、１１月の中

旬に私の所属する会がございまして、２５０人ほどが芦原の旅館に集まりまして、

講演会がございました。かしまし娘の正司歌江さんが講演に来られまして、その中

で言われた言葉が、「私、芦原温泉駅降りましてん。びっくりしました。エレベータ

ーがありまへんねや。どないしよう。上がっていって、次は、おりるんはエレベー

ターあるやろう。いやあ、こんな長い階段、どないしておりよう」、講演会でそう言

われるんです。「観光の町やのに何で、どうして高齢者に優しくない町なんだろうね。

身体障害者というか、体の悪い方にとっても優しくない町。観光の町やったら、も

う少し優しい町にしてんか」と、そういうふうに。県内からも２５０人集まって、

大変恥ずかしい思いをしたわけでございます。それで、私、これは何とかしなくち

ゃと、そういうふうに思いまして、質問に取り上げたわけでございます。 

 エレベーターの設置ですけども、事業主体はＪＲ西日本になると思うんですけど

も、ＪＲ西日本に対して陳情、それから要請活動をしているのかと、そういうこと

と、設置するとなると、工事の概要、概算工事費がどれくらいになるのか、また市

の持ち分はどうなるのかを説明をお願いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 今の駅舎のエレベーターの設置の件でありますけども、これは

旅館組合の女将の会等からも大変強い要請をいただいております。 

 私は、観光的な面だけではなくてですね、今、議員のご指摘もございましたけど

も、体のご不自由な方だとか、あるいは高齢者の方々も当然ですけども、それ以外

でもですね、一般の方々から見ても、あれは大変不便な駅に現状なっているなとい
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うふうに思っております。昔はそういうことをあまり配慮されないままつくっても

いい時代だったんだろうと思いますけども、今はそうではありませんので、やはり

そういうきちっとした対応がなされるべきだろうと私は思っております。 

 私自身も、できればあそこにエレベーターをつけたいと思っております。叶う事

なら、私はエスカレーターも付けたいなというふうに思っているくらいです。ただ、

問題は、度々申し上げますけど、今、新幹線の延伸問題がございまして、現在の計

画でいいますと、新しい新幹線の駅と併設して在来線の駅も新たに新築をするとい

う計画に今のところなっております。当然ながら、そういう事態になればですね、

これはエレベーターだとかエスカレーターを当然備えたバリアフリーの駅になると

いうふうに思っております。そういう状況にあるわけです。 

 ところが、そうなりますと、いつその計画が実現するのかということになるわけ

ですけども、それが今のような状態に置かれておりまして、非常にその判断がです

ね、難しいといいますか、判断できない状況になっているというのが正直なところ

であります。 

 私といたしましては、何年後に新幹線が来て新しい駅舎ができるのかということ

が分かればですね、これは仮の話ですけども、かなり長くかかるということが確定

すれば、その間に現在の駅に対してのエレベーターの設置という投資、税金の投入

がですね、市民の皆さんからご理解が得られるかどうかという判断ができるだろう

と思います。しかし、その新幹線の駅が比較的早く来るよと、短い期間でそれが実

現するよということになればですね、にもかかわらず今の駅舎にエレベーターを設

置するということは、これはちょっと二重投資になるだろうというふうに今、判断

をしております。その判断が非常にできづらい状況にあるということをまずひとつ

ご理解をいただきたいなというふうに思います。 

 これ、今、以前ＪＲの方とも打ち合わせをするよう私も指示いたしましたが、あ

くまでも概算の概算なんですけども、おおよそですね、３億程度かかるのではない

かというふうに言われております。非常にこれは金額が大きいなという印象を持つ

わけなんですけども、今議員もご指摘になりましたように、これはＪＲの持ち物で

ありますので、第三者が手を加えることがまずできません。それと、線路、鉄道に

関連しておりますので、非常に安全性が優先されますので、そのために非常に金額

が大きくなるというふうにも聞いております。あるいは、現在の駅舎で、改札口を

越えてからエレベーターをつくらなければなりませんので、そういうスペース的な

こと、あるいは、現在の建物の強度からいいますと、極端な言い方をしますと、今

の橋上駅と同じようなものをもう一つつくるという、それぐらいのものが必要にな

るのではないかというふうに今お聞きをしております。そういうことから、非常に

金額がかさばるというふうになるわけであります。 

 現在の国のルールがそのまま適用されればですね、国とＪＲと地元の市が３分の

１ずつを負担するという負担割になるわけです。これは認められればの話ですけど

も。そうしますと、単純に計算いたしますと、もし３億円かかるとすれば市の負担
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が１億円になると、こういうわけであります。その１億円を投資するのがいいのか

どうかという判断を新幹線駅ができることと見合わせながら判断しなければならな

いわけですけども、今はそれができない状況にあるということをひとつご理解いた

だきたいというふうに思います。 

 実は、そういうご要望が大変強うございまして、いろんなところに要望されてい

るようです。実は、つい先日、４日の日ですか、県議会でもこの問題が取り上げら

れました。これに対して知事が答弁をされているわけですけども、今ちょっと手元

に、これは正式な議事録ではないかもしれませんけども、考え方が県とあわら市と

一緒ですので、ちょっとこれをご披露させていただきたいというふうに思います。

ちょっと口語文になっておりますけども、知事は次のように答弁をされております。

「大体、こういう話なんです。つまり、芦原温泉駅にエレベーターを付けるとなる

と、４億円前後かかると。計算ですよ。地元あわら市が１億円、県が３億円、そう

いうことになるかもしれません。国の補助金が受けられませんから。芦原温泉駅が

新幹線の方向がどう出て、あと五、六年できるのであれば、新しいそれで可能であ

る。そういうことでないと、どういうものをして投資が無駄にならないか、そうい

う問題があるので、最終的に判断しなければならないだろう」と。それと、「残念な

がら、新幹線がまだこういう状態だから、それを是非、早く見きわめたいというの

があわら市の考えでもあるし、我々の考えでもあります。県議会の皆さんがどうお

考えになるかということです」。 

 このように答弁をされております。金額は、知事は４億円というふうにおっしゃ

いましたけども、我々がちょっと聞いておりますのが３億円程度というふうに聞い

ておりますので、この件につきましては県の方もあわら市の方も現時点では同じ考

えを持っているということですので、ひとつこれはご理解いただきたいというふう

に思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） ７番、笹原幸信君。 

○７番（笹原幸信君） 先ほど、ＪＲ、国、市、３分の１ずつと、そういうふうに言わ

れたわけですけども、今、県の方では国の補助がもらえないと。あわらが１に対し

て県が３ですか、そういうふうに、どうして国の補助がもらえんのでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 土木部長、長谷川忠典君。 

○土木部長（長谷川忠典君） 今の負担割合でございますが、３分の１ずつの負担割合

は、その駅が利用者数５,０００人以上の場合についての負担割合でございます。

芦原温泉駅につきましては、５,０００人以下ということで、先ほど市長が答弁し

た負担割になるということでございますので、よろしくお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） ７番、笹原幸信君。 

○７番（笹原幸信君） この３億円、４億円というのはエレベーターが数基つくという
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話ですね。プラットホームから上がるエレベーターが今の場合やったら二つ、それ

から、上から下へ降りるエレベーターが一つで。そういうことですね。 

 例えばですね、上から下へ降りるエレベーターだけ設置するというわけにはいか

んのでしょうか。つまり、プラットホームからは仕方ない。上がっていただくと。

あそこをずっと陸橋を越えてですね、長い階段がありますけど、そこのところへ１

基だけエレベーターを使うと。聞くところによりますと、プラットホームのエレベ

ーターは物すごく高いらしいんですね。あそこを工事するためには、下にＪＲの列

車が通っていますので、安全確保のために非常にお金がかかると。構造物につける

エレベーターなら安いと、そういうふうに聞いておりますので、そんな手は打てん

のかどうかをお聞きしたいんですが。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 実はですね、本来でしたら、東口と西口と、そして二つのプラ

ットホーム、上り、下りありますので、計４基つけるのが完璧だろうと思います。

これは、申し訳ないですけど、東口の方は我慢をしていただいたと仮定してですけ

ども、３基程度付けるというのが今考えられる現実的な形なのかなというふうに思

います。そのことにつきましては、先ほど来申し上げているような状況ですので、

なかなか今、判断できかねるということであります。 

 そういう中でですね、西口の階段の部分だけでも１基だけでも付けられないかと

いうお話は実はありました。これは私も考えないではなかったんですけども、実際

どうでしょう、最低でも三つ必要です。階段の上りおりは必要です、プラットホー

ム。でありながら、入り口の一つだけというのは税金の使い方として本当に私は納

得いただけるのかどうか。これは非常に私、疑問なわけなんです。言葉は悪いです

けども、一応付けましたよというだけのことに税金を投入していいのかどうか。私

は、やるんであれば、最低でも３基つけるのが本来であろうというふうに実は思っ

ているわけです。 

 確かに、ちょっと金額のことは私わかりませんけども、プラットホームに付ける

よりは西口のですね、表玄関に１基つける方が多分金額的には安くなるんだろうと

思いますけども、これは全額市の負担になるということもありますので、やはり税

金の使い方としては、最低でも三つのエレベーターの設置ということを前提にすべ

きではないかなというふうに私は思っているところであります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） ７番、笹原幸信君。 

○７番（笹原幸信君） 大体、市長のお考えは分かりました。 

 私は、正司歌江さんがね、仕方ない、頑張って上がってきて、あそこの陸橋を越

えてですね、次はエレベーターがあるやろうと、「わあ、これもないんかな。」でな

しに、やっぱり観光客の方が来られても、仕方ない、ここだけ上がろうと。上がっ

ていってですね、ああ、エレベーターあったわと、そういうふうにならないかなと、
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そういうふうな思いをしたものですから、１基だけでもつけていただけないかなと、

そういうふうな質問をいたしました。 

 先ほども申し上げましたように、やっぱり高齢者、体の不自由な方に優しいまち

づくりをお願いしたいと思います。 

 以上で質問を終わります。 

○議長（丸谷浩二君） 暫時休憩をいたします。再開は１１時１５分とします。 

（午前 11時 05 分） 

                                       

   ◎一般質問 

○副議長（北島 登君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 議長が所用のため欠席をいたしておりますので、私の方で議長を務めさせていた

だきます。 

（午前 11時 18 分） 

◇牧田孝男君 

○副議長（北島 登君） 続きまして、通告順に従い、１３番、牧田孝男君の一般質問

を許可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（北島 登君） １３番、牧田孝男君。 

○13 番（牧田孝男君） １３番、牧田、通告順に従って一般質問をさせていただきます。 

 一般質問のタイトルは、これからの市政運営についてという、どちらかというと、

包括的というかアバウトというか、そういう通告のタイトルにしたのはそれなりに

意味というか理由があるわけで、とりあえずその辺のことを説明させていただきた

いと思います。 

 まず、第１に、先ほどから出ておりますが、今回、政権が交代したということ。

交代したことで市政運営の方で変更があるのかどうかという、そういうことについ

て市長はどう思っているかということ。これが１点。 

 それから、市長が選挙で当選してから、最大の懸案事項であった学校問題、つま

り金津中学校と芦原中学校、両中整備、これが先の議会で議決・承認されたという

ことで、あるいは、工事も端緒についております。 

 そういうことで、これからは橋本市長の４年間の任期のうちの既に後半戦に差し

かかっているわけで、そういうことで思いを聞きたいということがこういうタイト

ルにした理由であります。 

 まず、今年のですね、７月に行われた衆議院議員総選挙において、民主党が多数

を占めて、今回流行語大賞にもなった政権交代というものが実現したわけでありま

す。私は、６月の市会議員選挙に民主党公認として出た者として、これは誠に喜ば

しいものだと思っているわけですけれども、それからもう４カ月経ちました。 

 民主党政権は、例えば事業仕分けなどで、税の支出というものを原点から考え直

し、且つ、その作業のプロセスというのを逐一国民に公開するという手法をとって
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おります。このことは国民主権という観点に沿った手法であるというふうに思って

おります。あるいは、政策でマスコミを賑わせて、初めて政治とはこういうもので

あると思った人も多いのではないかというふうに思っているわけであります。 

 さて、自治体というのは政党の傘下にあるわけではないんで、その市政が政権交

代によって即変化するというものでないのは重々わかっております。しかしながら、

部分的な影響を受けるということは確かにあるだろうと思っております。そのこと

を含めつつ、橋本市長のこれからの市政運営の方向についての思いを聞きたいとい

うふうに思います。 

 このあわら市はですね、５年前に旧芦原町と、そして旧金津町が合併して新しく

誕生した自治体であります。そして、振り返ってみると、合併と同時に中学校問題

が浮上してきたわけであります。２校派だった橋本氏が前倒しの市長選挙において

２年半前に当選したわけであります。当選直後の記者会見で、「中学校問題は、民意

の２校存続を推し進めていくが、しかし、その他のことでは、当面、当分の間、松

木前市長の路線を踏襲していく」というふうに言っておりました。そのことを私は

はっきりと覚えております。 

 そしてですね、先の議会で両中整備が議決・承認され、工事も今、端緒について

いる状況であります。つまり、この問題は決着して、市政運営の軸足というのは既

に先の部分に移っているというふうに思っております。記者会見の時には、当面踏

襲して行くというふうに言ったわけですけれども、これからは、既に橋本市政の独

自色というものを打ち出していく時期に入っているのではないかというふうに思う

わけであります。 

 残された任期は１年半で、１年半ということは、提出予算の機会というのが２回

あるわけであります。１回は平成２２年度、それから平成２３年度というふうに２

回あるわけでありますが、その予算編成などについての市長の思いを聞きたいと思

います。 

 先の市長定例記者会見において、市長は、健康、教育、環境、地域社会、財政・

産業という、これの英語の頭文字をとって、ＨＥＥＣＥ（ヒース）構想を打ち出し

たというふうに聞いております。私はテレビをあんまり見ないので、人伝いに聞い

たのにすぎないわけですけれども、この構想というのが市長の橋本市政のこれから

の軸になるのではないかなというふうに思われるので、このことを今一度詳しく説

明していただきたいというふうに思います。 

 それから、これは最近なんですけれども、１２月３日の福井新聞に、市が配当予

算制度を打ち出したという、そういう記事が載っておりました。これ、ちょっと読

んでみますと、「市が実際に負担する一般財源のうち、人件費や施設建設などの投資

的経費を除いた経常的経費、学校や図書館、公民館などの管理費、道路や公園の維

持管理費など、毎年行っている事業について適用。市長の狙いは、要求する部長か

ら査定する部長にしたい、そういう目的であり、幹部職員のマネジメント能力の向

上を目的とする」というふうに書いてあります。もちろん、このことによって幹部
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職員のマネジメント能力は高まると思いますが、私自身は、幹部職員のマネジメン

ト能力のみならず、普通職員の事務能力、あるいは技術能力での向上を期待したい

わけであります。 

 それはともかくとして、査定する部長というのは、各部内で上がってきた要求の

是非を考慮する部長というふうに字面からは読み込むことができると思います。常

にそのことで結果の成否が問われるということになるのだというふうに思います。 

 政府は地方主権ということを打ち出していますが、昨年のリーマンショックで始

まった世界の同時不況、その波をこうむって、今の日本の景気は非常に後退してお

ります。ということは、地方に移譲されるパイも当然小さくなるということが十分

に予想される。そういう状況下で、慣例として支出されていたものの見直しを図る。

つまり、何を削減し、何を新しく創るか、あるいは継続するか、そういう峻別をす

る力、その能力が問われるし、今までであったら市長役割であったものの何割かが

各部長にその権限が委譲されると読むことができると思うのですが、それはそれで

いいのかどうかということ。 

 ＨＥＥＣＥ構想とか、あるいは配当予算制度というものがこれからの市政運営の

軸足になっていくのではないかと、そういう思いが私にあるわけですけれども、そ

れらを含めて、市政運営についてのこれからの運営についての抱負を市長に聞きた

いと思います。 

 以上で第１回目の質問を終わります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（北島 登君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 牧田議員のご質問にお答えいたします。 

 ８月３０日執行の衆議院議員総選挙の結果、民主党を中心とする連立政権が誕生

して、３カ月が経とうとしております。この間、政府は、選挙戦で掲げたマニフェ

ストの実現に向け、補正予算や大型プロジェクトの見直し、さらには多くの国民が

注目した事業仕分けなどにより財源の確保に取り組むとともに、制度の大幅な改変

にも着手しようとしており、マスコミなどを通してその情報に接する私たちも政権

の交代をいろいろな意味で実感しているところであります。 

 一方、地方に目を転じると、今回の政権交代で、当初心配された補助金のカット

や、政策の転換による影響はこれまでのところ少ないように感じられますが、今後、

地方交付税の行方や地方への税源移譲といった私たちに直結する政策も議論の対象

になってくることが予想されますので、引き続きその動向を注視したいと考えてお

ります。 

 こうした背景を踏まえた上でのご質問と理解し、答弁をさせていただきます。 

 まず、私の残任期間における予算編成方針と次のＨＥＥＣＥ構想については、関

連がありますので、併せてお答えさせていただきます。 

 今ほどは、中学校の２校存続以外、現在の市政運営に私の独自色が見えないので

はないかとのご指摘をいただいたところです。私自身、昨年２月に、新市建設計画
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の修正案を可決いただいて以降、昨年度の機構改革や各種のまちづくり事業、今年

度の若者定住対策など、私なりの思いや考え方を政策あるいは予算に反映してきた

つもりではあります。 

 しかしながら、これが市民の皆さんに伝わっていないのであれば、私の力不足に

よるものであり、大いに反省しなければならないと考えております。こうしたご指

摘は今後もお寄せくださるようお願いいたします。 

 さて、これまでも機会あるごとに申し上げておりますように、私の公約の一つに

「若い世代が、住み、産み、育てたくなるまちづくり」があります。まちの発展に

は若い力が不可欠です。「若い世代が、住み、産み、育てたくなるまちづくり」とい

う政策は、若者をはじめ、多くの人が集い、暮らす、活力と活気に満ちたまちの実

現を目指すもので、私の任期の最終年度となる平成２２年度の最重要課題として、

全力を挙げて取り組まなければならない政策であると考えております。 

 この政策に対する取り組みは、これまでも市役所内にプロジェクトチームを設置

し、事業の検討を行って参りました。その結果、今年度は、インフルエンザ予防接

種の助成制度を中学生にまで拡大したのをはじめ、いくつかの事業を実現に移した

ところであります。 

 ＨＥＥＣＥ構想は、健康、教育、環境の視点から、これまでの取り組みをさらに

進化させようというもので、健康のＨｅａｌｔｈ、教育のＥｄｕｃａｔｉｏｎ、環

境のＥｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ、地域社会のＣｏｍｍｕｎｉｔｙ、経済のＥｃｏｎｏ

ｍｙから、それぞれの頭文字をとって名づけたものであります。 

 現在、当初予算の編成に合わせて、各課で構想の具体化を進めているところであ

ります。健康の分野では食に、教育の分野では乳幼児教育に、環境の分野ではもっ

たいない運動やエネルギー収支のバランスに着眼した施策の展開を図って参りたい

と考えております。 

 また、こうした施策のベースとなる地域コミュニティや経済産業についても充実

強化に努めて参ります。 

 ＨＥＥＣＥは全くの造語であり、聞きなれない言葉ではあると思いますが、この

ように重点施策をキャッチコピー化し、記憶に留めていただくことで、市民の皆さ

んも職員も、あわら市が目指すべき将来像と方向性をよりイメージ化しやすくなる

のではないかと思います。平成２２年度は、このＨＥＥＣＥ構想の実現を最前面に

押し出して、各種施策を講じるとともに、その内容を市民の皆さんに分かり易くお

伝えして参りたいと考えておりますので、議員各位のご理解とご協力をお願いいた

します。 

 次に、配当予算制度について申し上げます。 

 先の定例記者会見でも申し上げましたように、平成２２年度当初予算から配当予

算制度を導入いたします。 

 制度の概要は今ほど議員からご紹介いただいたとおりであります。平成２１年度

ベースで３６９あった全事業のうち、人件費や投資的事業に要する経費などを除い
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て、毎年経常的に実施している１４８の事業に関する予算を各部ごとに配当し、部

長の裁量によってこれを編成させようというものであります。 

 市長の権限の一部を部長に委譲するのかとのお尋ねですが、まさにそのとおりで

あります。各部長に予算編成の権限、あるいはその執行権の一部を委譲することに

より、部長自らが配当された額を限度にそれぞれの部の予算を審査し、調整し、執

行することとなります。そのことが幹部職員のマネジメント能力の向上につながる

ものと期待しているところであります。 

 一般職員の資質向上も期待したいとのことですが、これまでの予算査定では、私

や財政部長などが各部長や課長などの管理職員からヒアリングを行い、決定してお

りました。こうしたプロセスが、配当予算に係る査定については、各部長が一般職

員にヒアリングして行うことから、査定がより身近になり、職員の予算に対する考

え方もこれまでとは一歩進んだものになると思います。 

 すなわち、限られた予算の中で、よりよい施策を講じていくための知恵と努力が

職員の中に醸成されることを期待するものであります。 

 平成２２年度当初予算で各部に配当する一般財源の総額は対前年度比７.１％減

の１２億７,１６０万円で、各部長に対しては、先般、それぞれの部の予算を配当し

たところであります。各部長が限られた予算の中でどのような査定を行うのか、そ

の手腕に期待するとともに、配当予算制度が行政運営における職員の経営感覚の醸

成と創意工夫の意識付けへとつながり、ひいては、健全な行財政運営と住民サービ

スの向上へ結びついていくことを期待するものであります。 

 このように、私の任期の最終年度となります平成２２年度も、引き続き厳しい財

政環境が予想されますが、「若い世代が、住み、産み、育てたくなるまちづくり」と

ＨＥＥＣＥ構想の実現に向けて、限られた予算の中で最大限の効果を得るよう、職

員とともに、知恵を絞り、汗を流して、市民本位の市政の実現に努めて参りたいと

考えておりますので、議員各位のご理解とご協力をお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（北島 登君） １３番、牧田孝男君。 

○13 番（牧田孝男君） 後者の方というか、予算配当の制度についての趣旨はよくわか

りました。これは是非頑張ってやっていただきたい、そして職員全体の資質を向上

させることに努めていただきたいと思っております。 

 私は金津町時代から議員をやっていますが、合併して大きくなるということは、

どうしてもいろいろ考えることが出てくる。いろんな専門家も必要になってくる。

そういうような人材を育成すると、そういうことがまず何を差し置いても大切なこ

とではないかというふうに思っているわけであります。そういうことの関連におい

て、責任を委譲することが、自らを律し、より成長する自分というものを感じさせ

る力になるというふうに私は痛感しております。 

 ただ、もう一つのＨＥＥＣＥ構想というのは、今説明を聞いていると、どういう

んか、今からの夢というか、そういう感じで、ちょっと抽象的な嫌いがあります。
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これは今からいろんな事業の中にそういう思いを反映させて行くことだろうという

ふうに思います。 

 ちょっと思ったんですけれども、そういう思いを乗せながらいろんな事業を計画

していくということは後世に財産を残すということで当然いいわけだと思うんです

けれども、例えば、先の臨時議会の時に議案として提出されていた旧芦原町役場の

利活用、いわゆる福祉型の総合施設の案というものが継続審議となってしまったと

いうことがありました。臨時議会の終了後、常任委員会を開いて、例えば、専門家

を招いたり、専門家を招いて補足説明を受けたり、現場での意見を聞いたりして、

ようやく議会で承認されたというような、そういう経過があります。この事業とい

うのは、国の地域活性化事業を投入して、それは有利な起債なんだけれども、だか

らといって行政側が、この場合はと言うべきなのか、拙速に進めようとすると、結

果として議会軽視につながりかねないというようなことを思った次第であります。 

 今議会の初日に厚生経済常任委員会の委員長の報告にあったとおり、議会という

ところは決して行政を追認する機関ではないのであります。原則でいうと、あわら

の市民は選挙で市長を選ぶのだけれども、市長を選ぶのはその行政手腕、行政能力

に期待して市長を選びます。その同じあわら市民は、選挙で市会議員を選ぶ際、議

員に行政執行を監視する、そういう役割を望むわけであります。これを二元代表制

と言いますが、早い話、議員はすべて野党的な存在であるというふうに思います。 

 その福祉型総合施設の時の経過を考えていると、私はつくづく思ったんですけれ

ども、そういう補助金を取って来るということも、もちろん行政の能力の一つなん

だけれども、しかし、補助金ゆえの日程的な制限の中でどうしても拙速になってし

まい、議会に対する説明がややもすると疎かになってしまうと、そういうことを感

じた次第であります。 

 だから、いろんな事業をやる場合、例えば補助金絡みのものも含めて、常にでき

るだけ早いうちに公開するというような形をとっていかないと、十分な審議という

ものがなされないままに決まっていってしまうということが、やっぱり議会として

はなかなか承服できかねることではないかというふうに思う次第であります。 

 これからですね、いろんな事業というものを考えているのだろうけれども、先ほ

ども言いましたように、現在は非常に不況であります。この不況の中で不況を看過

するということがある意味で最大の税の無駄遣いであると、不況に迅速に立ち向か

わないと、そのことによる費用はすべて経済が順当なら必要のない財政負担となっ

て、結局は税金の無駄遣いになりますというようなことを某国会議員がテレビで述

べておりました。これは規模が違うとはいえ、地方自治体においてもそういうこと

は言えるわけであります。 

 その意味では、今、このところ議決されている雇用対策の事業などはどんどんや

っていけばいいと思うし、それから、先ほどの笹原議員に対する答弁の中にもちょ

っとあったかなと思うんですけれども、ビジットふくい事業としてワークショップ

で今論議されている湯のまち駅の駅前広場の利活用などにも、もしかしたらそうい
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う側面があるのかもしれない。基本的には推し進めるべきだと思っております。 

 しかし、大切なことは無駄にならないものを創るということであります。創って

良かったなと思うものを創ることであります。そのためには、民意の十分な吸収と

いうのが必要なんであって、いつもそうなんだけど、補助が絡んでくると、日程的

な制約ができてしまって、その結果、どこかで消化不良が残ってしまうというよう

な、そういう事業が得てしてある、あるいはあり得ると思います。これは非常に難

しい問題なのかもしれないけれども、お金と、それから時間と、この二つを十分に

とることのできるような、そういう施策を講じるということも、またＨＥＥＣＥ構

想の中に反映させていってほしいなというふうに思うものであります。 

 こういう構想というのはハード事業なんでしょうけれども、実はハードというの

は、ハードを裏打ちするところにやっぱりソフトの考え方というのが常に重要なも

のとしてあると思います。なぜこういう事業をやろうとするのかというアカウンタ

ビリティーというか説明責任、そういうものを後手に回らないようにしてやってい

くということが、先ほど市長が言っていた民意を反映させるというか、そういう形

になるのではないかというふうに思う次第であります。 

 我々議員もまた、行政の施策に対して、賛成であれ、あるいは反対であれ、その

行政の施策、やろうとしていることを我々議員は一人一人の立場で、やっぱり市民

に対して発信していく義務がある。その義務というのは、その発信の方法というの

は、例えば、常会でのしゃべりであったり、あるいはインターネットであったり、

いろいろあると思います。その手法はいろいろあると思いますが、やっぱり我々議

員は行政のそういう考え方をじっくりと聞いて、それを説明する義務があるのであ

って、その意味では、後手に回らないような行政からの説明というものを大変に強

く求めるものであります。 

 そういうようなことをこれからの事業の展開の中で是非気を付けてやっていただ

きたいというふうに思うものでありますが、そういうことに関して、市長、もう一

言お願いします。 

 ２回目の質問を終わります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（北島 登君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） おっしゃる趣旨は良く分かります。私も、市長に就任以来です

ね、なぜこれほどの多くのハード事業をしなければならないのだろうかというふう

に非常に実は困惑をしております。思いとしては、いろんなソフト事業もやりたい

んですけども、今、なかなかそちらに手が回らないまま今日まで来てしまったとい

うのが正直なところであります。 

 なぜこうなってきたのかというふうに考えますと、先ほど笹原議員の質問でもご

ざいましたが、予算規模もですね、かつてないほど大きくなっております。例えば、

予算化したものについての議会の承認をいただくために臨時議会も非常に多くなっ

ておりまして、恐らく、回数でいえば過去最大の回数になっておるんではないかと
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いうふうに思います。それぐらい今メジロ押しというのが実態であります。 

 その原因というのはいろいろあると思いますけども、まず一つは、何度も申し上

げておりますけども、合併特例債の有効期限が平成２５年度までであるということ。

それから、建築基準法の改正等によりまして、特に公共的な建物の耐震化を進めな

ければならないというような要請もあります。従いまして、それに関しては、非常

に有利な補助制度が今作られて来ました。 

 さらに、そういう中にあって、特に景気の状況がこういう形でありますので、経

済対策として、ボリューム的にもですね、非常に大きくなってきておりますし、時

間的にも急いでいるというのが全国共通の課題であろうと思います。そういう中で

ありますので、非常にタイトな時間の中で非常に多くの事業を進めなければならな

いというような状況になっております。 

 実は、これは半分は笑い話かもしれませんけれども、幹部職員と話をしておりま

しても、なぜこれほどやらないかん事態になっているんだろうかと、たまたま我々

はそういう時代に巡り合ったのかなというふうな話をしているわけです。職員も、

今だかつてないぐらいの仕事量を実は今こなしているというふうな状況であります。

多くのハード事業があるわけですけども、今議員ご指摘のように、確かにハード事

業の裏側には、やはりソフトといいますか、それぞれの事業についての理念的な考

え方、どうあるべきかということが根底にあるべきだろうというふうに私も思いま

す。そのためにはですね、ある程度の時間をかけて、行政としても十分構想を練っ

て、あるいは議会ともですね、十分な相談の時間を持つべきだろうと思いますし、

私も実はそう思います。 

 ただし、現状はですね、いろいろな事業をやるときに、やはり財政が大変問題で

ありますので、なるべく市の財源、お金、特に市の一般財源をなるべく少なくしよ

うというふうな意図が働くのは当然でありますし、これは議会もよくご理解をいた

だけるというふうに思います。 

 そうしますと、やはりまず事業に合うような有利な補助制度がないか、そういう

事業がないかということを探します。そういうものを利用した後にですね、では残

額については起債対象となるものを選ぼうと、あるいは、起債となった場合には、

なるべくこれは合併特例債、有利な方でやろうというふうな考え方をするわけであ

ります。 

 そういう中で今、事業展開を進めているわけですけども、それは大変時間的に、

これは国も地方も同じですけども、公会計というのは単年度主義になっておりまし

て、平成２１年度は２１年度中に仕上げなさいというのが原則であるわけです。そ

れが例えば前の年度だとか年度当初にそういう制度がですね、分かればある程度の

時間も持てるんですけども、年度途中になってから、国や県の方からですね、こう

いう制度があると、これでやりなさいと、これでやったらどうかというような話が

あるわけです。今ほどお話にありました芦原庁舎の利活用につきましても、ちょっ

とあまり見当たらないような非常に珍しい補助事業を探して参りまして、これは２



 66 

分の１の補助制度であります。非常に高率の補助制度でありますので、これに乗っ

かろうというのが我々の思いでありました。 

 あるいはまた、これは今後の課題でありますけども、湯のまち駅前の目玉となる

観光地づくりで今計画をしておりますけども、これもですね、県の方から年度途中

に話がありまして、市としてもこれは非常に有利な事業であるので手を挙げたわけ

ですけども、それは採択をされたわけです。採択されたのは年度も途中大分たって

からの話でありました。これの補助制度もですね、３分の２、７０％であります。

恐らくもう二度とこのような補助制度はないだろうというふうに思います。 

 そういうものが現実の問題としてありますので、なかなか議会との協議の時間的

な余裕がないというのが正直なところでありまして、これは私も大変申し訳ないと

いいますか、じくじたる思いも正直あります。できることならば、半年なり１年な

りかけてですね、議会とも十分相談をした上で事業展開をしたいところではありま

すけども、やはりもうそうそう簡単には手に入らないだろうと思われる補助金の制

度がありますので、それに合わせた事業展開を進めることが、いずれやらなければ

ならない事業であるならば、そのようなことに取り組む方が財政運営上は有利であ

るという判断を行っているわけであります。 

 例えば、そういう補助制度がですね、全く同じであるならば、これは十分時間を

かけて、これからはご相談をさせていただきたいというふうに思っておりますので、

ご理解を賜りたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（北島 登君） １３番、牧田孝男君。 

○13 番（牧田孝男君） 時間がないんで、この辺で一般質問を打ち切りたいと思います。 

 要するに、そういう有利な制度というのをとってくるということもまた行政の手

腕であり、そのことによって日程的な制約を受けるという宿命を持つのもある意味

で仕方ないとも思いますが、しかし、その中で精いっぱい頑張って、作れない時間

を最大限作って民意を吸収するというような、そういう方向で今からの施策を展開

していっていただきたいというふうに私は思います。 

 これで一般質問を終わります。 

○副議長（北島 登君） 暫時休憩いたします。なお、再開は１時といたします。 

（午前 11時 55 分） 

                                      

   ◎一般質問 

○副議長（北島 登君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 1時） 

◇向山信博君 

○副議長（北島 登君） 続きまして、通告順に従い、１０番、向山信博君の一般質問

を許可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 
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○副議長（北島 登君） １０番、向山信博君。 

○10 番（向山信博君） １０番、市政会、向山、質問を行います。 

 ８月の総選挙では、政権交代がなされました。私は、あれほどまでの大きな差が

つくことは思いませんでした。皆様はどう思ったでしょうか。よきにつけ、あしき

につけ、マスコミの報道や周りの雰囲気に左右されやすい状況がもろに出た選挙じ

ゃなかったかなというふうに思っております。 

 ただ、私は、地方政治はともかく、中央政治がこのような人気に即反応し過ぎず、

世界の中での日本の存在価値、国民の生活レベルの向上を目指してほしいというふ

うに思っております。まずはお手並み拝見かというふうに思っております。 

 しかしながら、そんなことばかりを言っていられない状況にあります。景気の方

はますます悪くなる一方でございます。政府のその対策も、今一後手に回っている

と言っても過言ではないでしょう。また、先日のニュースにもありましたが、６３

年ぶりに国債の発行が税収を上回るというふうなことになっていることでございま

す。その前には、事業仕分けで行われるはずの事業が削減や見直しをされ、福井県

への影響が２９０億円に余るというふうな報道がなされておりました。当然、あわ

ら市にもその影響はあるというふうに考えます。 

 こんなことを考えますと、これからのあわら市の財政運営について、非常に窮す

るところがございます。慎重に考え、事業についても、あらゆることを考えながら

進めなければならないのではないかというふうに思っているわけでございます。 

 そこで、市長にお尋ねをいたします。 

 先ほど笹原議員の質問で相当重複する部分がございますので、私は市長の合併特

例債の活用についての取り組みの姿勢についてお尋ねをいたします。 

 合併特例債の活用については、ほぼ１００％の活用で、９４億円の活用を聞いて

おりますが、これまでの活用はともかく、今後の計画の縮減は考えていないのか。

これについても、先ほど今この活用をしなければ将来できなくなる事業があるとい

うふうに聞いておりますが、私はその姿勢についてお尋ねしたい。 

 それは、もちろん７０％、特例債ですから、国からのあめといいますかね、これ

ですから、今現在２５年までに活用するというのは気持ちはわからんでもないんで

すが、とにかく市長が始終言っております、若者が産み、育て、住みたくなるまち

づくりを公約の一つに挙げている割には、あまりにも財政出動が大きくないか。こ

れについては後ほどお尋ねしますけれども、現在の実質公債費比率、そして将来ど

のような実質公債費比率になっていくのか、これについてもお尋ねを申し上げたい

というふうに思います。 

 また、私が思っているのは、いろいろな事業がございますけれども、最近では我

慢をすることがない。それは、この前議決をいたしました２校存続の中の学校の改

修でございます。当初の実施設計の比率といいますか、１００％で２８億円ぐらい

の予算が必要であるというふうな話から今の現実を見ていますと、我々は、とにか

く耐震補強を確実にやり、そして必要最小限の改修であるというふうに思っていた
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わけでございますが、それこそ本当に目いっぱい、約２８億円の予算計上がなされ

ておる。 

 これについても議決をしましたから、今さらという気持ちでございますけれども、

これについても、やってあげたいという気持ちは分からんでもないですが、将来の

ことを考えると、本当にこれでいいのかと。例えば、芦原中学については、１０年、

１５年後には２００人足らずの生徒数になるというふうな話を聞いております。従

ってですね、これらの活用をもうちょっと縮減できないかなというふうに考えてお

るわけでございます。 

 次に、実質公債費比率でございますけども、回答にはいろいろとありますが、来

年、再来年と国の税収は相当減るというふうに聞いております。したがってですね、

この比率を見ますと、本当かなと。平成１９年度の秋に市長が示された財政計画の

まま、そのままの計算で行くと、こういうふうな結果になるのかもしれませんけど

も、今現在、そして今後ですね、この国の経済状況を思いますと、私も民間の会社

におった関係上、日本の経済はこれ以上良くなることはほとんどないんではないか

なと。それは、国は完璧に成熟社会でございます。一家に３台、４台の車、はたま

た家電は完全装備、そしてまたパソコンまであるような家庭が世界のほかの国にど

こにありましょうか。これ以上の伸びは考えられません。そしてまた、大企業はア

ウトソーシング、海外へ拠点を持っていっております。そして、欲しい品物だけを

日本に逆輸入するというふうな状況の中で、若者の仕事は増えるとは考えられませ

ん。 

 私が思っているのは、そんなことを考えますと、今の政府の考え方とあわせます

ならば、今日本を救う唯一の手がかりは、大学卒業、高校卒業の方が４６％の方し

か就職できない、こんなことも含めてあわせて考えますと、ワークシェアリングし

かないんじゃないかなと。５人の仕事を１０人にして、そして仕事を分かち合いな

がらある程度の収入を得る、そして税金を払っていただく。物価はデフレで安くご

ざいますから、それでも何とか生活ができるということを考えますと、日本の将来、

経済の発展はそんなに望みがない。ましてや、この小さいあわら市にあって、ほと

んどが国の財政補助で生きているような市でありますから、これを今、単年度で、

そしてまた二、三年で大きな財政出動というのはどうかな。市長の考えは分からん

でもないんですが、このことについては、もっともっと慎重に、そしてまた、今で

きなくて将来大変なんだよと言うけれども、今はでき得る最小限にとどめるという

考えはないのかどうか、この点をまず第１点目の質問としてお聞きしたいというふ

うに思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（北島 登君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 向山議員のご質問にお答えいたします。 

 合併特例債につきましては、ご承知のように、合併した自治体が合併時に作成し

た新市建設計画に挙げてある事業について発行できる地方債で、充当率が対象経費
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の９５％と高率であります。さらに、その元利償還金の７０％が地方交付税に基準

財政需要額として算入されることから、大変有利な地方債であります。 

 本市では、平成１６年３月の合併以降、庁舎統合事業、葬斎場建設負担金、金津

三国線整備事業、芦原温泉駅周辺整備事業など、多くの事業に充当して参りました。

本市の建設事業分の発行限度額は９４億６,０９０万円でありますが、本年度末まで

の発行額の累計は約４６億円と見込んでおります。特に、昨年から重点的に整備を

行っております小中学校の耐震補強・改修事業への充当が大きいことから、ここ二、

三年、一時的に地方債残高が増えることになります。 

 しかしながら、今後の元利償還に当たっては、その他の地方債の償還も含めて、

年度ごとの償還額に大きな変動が生じないように発行額を計画的に調整し、財政運

営上も無理がないような形での活用に努めて参りたいと考えております。 

 従いまして、向山議員が言われる計画の縮減というよりも、合併後のまちづくり

に資する事業として真に必要な事業を取捨選択しながら、この有利な地方債を活用

していきたいと考えております。また、そのことがより少ない税等の一般財源の投

入で大きな効果、つまり、必要な事業が実施できるということになり、生産性のあ

る事業への活用につながるものと考えております。 

 なお、市の財政状況を見る指標の一つである実質公債費比率については、合併特

例債の積極的な活用により、平成２０年度末の１５.５％から本年度末には１４.

９％、平成２３年度末には１１.８％、平成２５年度末には９.６％と徐々に減少を

続け、平成２８年度末には７％台にまで下げることができる見込みとなっておりま

す。 

 本市の場合、小中学校の耐震補強・改修事業が喫緊の課題であったことや、消防

庁舎建設事業、給食センター建設事業などの大型事業が予定されていることから、

合併特例債の活用額が大きくなっているのは事実であります。 

 ただ、これらの事業はいずれ近い将来に実施すべき事業であり、そうであるなら

ば、通常債を活用するよりも、今申し上げたように、将来の財政負担軽減につなが

る合併特例債を活用すべきではないかと思っております。 

 いずれにいたしましても、合併特例債の発行期限は平成２５年度末となっており、

この間、その時々の財政状況を見ながら、この有利な地方債を計画的に活用して参

りたいと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（北島 登君） １０番、向山信博君。 

○10 番（向山信博君） それではですね、市長、国もですね、来年度の税収は大幅に減

だということで、国債発行高をですね、４４兆円見込まなければならないというよ

うな話をしていますけれども、市のですね、今後二、三年の歳入ですね、税収をど

のように考えているのか。平成２１年度を基点にですね、上限ってのはどれぐらい

の額になるのか、できたら、その点についてお聞きしたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 
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○副議長（北島 登君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 先ほどの答弁でも申し上げましたけれども、今、財政見通し計

画を調整中でございまして、最終的な結論というわけではありませんけども、一応、

今年度ですね、相当、税収減、特に市税の法人税の方ですけども、これの減少が見

込まれております。最終的にどの程度まで落ち込むか、まだわかりませんけれども、

３０％から４０％程度は減少が見込まれるのではないかなというふうに思ってお

ります。 

 今後の税収でありますけども、特に法人税関係ではさらに、来年度ですね、そこ

からまだ３０％程度の減収を見込むことが安全値をとるのではないかというふうに

考えております。ですから、前年度と比べますと３割程度落ち込むということを前

提にして、さらに３割の落ち込みを今検討しておりますので、これは相当ですね、

落ち込みの予想としては大きなものを前提として今考えているところでございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（北島 登君） １０番、向山信博君。 

○10 番（向山信博君） 市長の言われるような減収は間違いないんじゃないかなという

ふうに思いますし、また、住民税にしても、そういうふうに考えておかないといけ

ないのではないかというふうに思います。 

 そのような考えの中でですね、私はですね、何が言いたいか。特にですね、ほか

の市では、そのためには、こう聞いておりますと、慎重な財政運営といいますかね、

事業をいろいろと考えておる。一つは、今合併特例債があるからやるんではなしに、

今何とかこれをつなぐ、そしてまたその後をですね、回復を見込まれる中での修理

といいますか改修をするというふうな考えを持っているという話を聞きました。私

はやっぱり、先ほど言いましたように、これは今、特例債を活用しなければ何か損

のような考えでばんばん取り組んでいるんではないかなというふうに考えますので、

その点についても、今後、またこの場でなくても議論をして参りたい。 

 特に、先ほど来市長からありましたような芦原庁舎の利活用、これについても、

１億９,０００万の補助金があるからやる。「なかったらどうしたんだよ。そんだけ

かかったんか」と聞くと、いや、それは」と。要はですね、補助金があるから飛び

つく。これも一つの方法でございますけれども、やはりその後の将来のこと、特に

南・北幼児園のいろんな話を聞きますと、立地的にも南の方は一番適した場所にあ

る。そしてまた、平屋が多くて２階のは少ない。日当たりがいい今の芦原庁舎の改

造といいますか改修では、本当に子ども達が、また保育士達が望むような状況にな

るんかどうか。 

 それは、私らは活用する財源をですね、ある程度抑えろと言っていますから、そ

うなるんだと言われてしまえばそんなものですけども、そういう話からですね、先

ほどもありましたけれども、前もってきちんと市に議論をするチャンスがあまりに

も少なかったねと。当然、今度のあわら湯のまち駅前の広場の活用についても、県

の１億円の補助金ということになっていますけども、私に言わせれば、こんな応募
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する前に議会にきちっとお話をしてですね、通った暁には、こんな計画でやりたい

んですよという話があってしかるべきであります。たまに議長が言いますけれども、

議会と行政は車の両輪だという割には、行政側が先んじて、後からおまえらは追認

すればいいんだというふうな具合になっているんじゃないかな。このことも危惧し

ているわけでございます。 

 いろいろと言わせてもらいましたけども、笹原議員やら牧田議員の中身と同じで

すので、この後は避けて参りたいというふうに思いますが、私といたしましては、

先ほど市長が言われましたＨＥＥＣＥ構想、これもいいと思いますが、その前ので

すね、例えば、配当、何とかと言いましたっけ、各部にですね、その配当する前の

議論が必要なんですよね。配当された部というのは、それの査定ですから、範囲が

決まっています。その前の配当はだれが決めるんだと、どんな議論があったんだと

いうことだとですね、これはやっぱり問題だなと。もちろん我々も、その辺はです

ね、精査をしながら進めて参らないかんなというふうに思っています。 

 とにかく、今の民主党のように、国民や市民にご機嫌をとって、そして一生懸命

事業をするんじゃなしに、その精査を考えて、今後の本当の意味での市長が言われ

る若者が産み、住み、育てたくなるまちづくりということでですね、真剣にあわら

市を考える１人として、市長にも是非、今後の行政運営に対して強く私の思いを述

べまして、私の一般質問を終わりたいと思います。 

                                       

◇八木秀雄君 

○副議長（北島 登君） 続きまして、通告順に従い、６番、八木秀雄君の一般質問を

許可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（北島 登君） ６番、八木秀雄君。 

○６番（八木秀雄君） 議長のご指名をいただきましたので、６番、八木秀雄、一般質

問をさせていただきます。 

 ５点ございます。 

 まずは芦原排水区の雨水整備計画及び事業について、２番目にあわら市シルバー

人材センター事業計画の内容について、３番目、市政全般、その中に一つ、セント

ピアあわらの入館者を増すための対策はどのようなものか、それと、ＪＲ芦原温泉

駅に身体障害者用のトイレを設置したらどうかと、このことで、まず最初に、芦原

排水区の雨水整備事業について一般質問をさせていただきます。 

 芦原排水区雨水整備計画及び事業について一般質問をさせていただきます。 

 平成１９年度に、えちぜん鉄道を越え、コメリと高橋尚文堂の間まで来る芦原雨

水１号線を今年度の緊急経済対策事業で行っております。 

 しかし、現在の都市排水区域には、北部丘陵地を背に、土地改良区管理の国影、

井江葭線、二面支線、旧芦原排水路線が市街地の中を通っております。また、下流、

里方地域では、芦原１号、２号、３号、４号の排水路が整備されております。各排
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水路には、竹田川放流のために、芦原排水機場、番田、布目排水機場が整備され、

山方、里方の田畑の潅がい排水路となっております。 

 このような現状を見た時に、市街地の安全性が保たれていないのではないか。私

は、この雨水整備計画及び事業は、よほど慎重に計画を立ててやらなければ、整備

費だけ重なり、税金の無駄遣いになるのではないかと懸念をいたします。 

 今後の地域環境を配慮した雨水整備事業概要についてご説明をいただきたいです。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（北島 登君） 土木部長、長谷川忠典君。 

○土木部長（長谷川忠典君） 八木議員のご質問にお答えをいたします。 

 芦原排水区雨水整備事業の概要につきましては、排水区域計画面積が１７６ヘク

タール、うち平成２０年度末で１０５ヘクタールが完成しており、整備率は５９.

７％となっております。また、今年度は、緊急経済対策事業の補助金等を活用し、

延長３００ｍの雨水整備を行い、整備率は６１.４％となります。 

 整備計画に関しましては、現在、断面が小さい水路の改修と地盤が低い芦原小学

校付近に雨水調整池を設置し、浸水のおそれがある市街地の被害を解消する計画で

おりました。 

 しかしながら、温泉街の雨水は芦原土地改良区管理の幹線排水路に流れており、

その幹線排水路の断面が小さいことから、農地に雨水が湛水することが懸念されて

おります。現在の雨水整備計画につきましては、農地の湛水解消までは見込んでお

りませんので、関係土地改良区と協議を行いながら実施して参りたいと考えており

ます。 

 また、雨水整備については、浸水対策だけではなく、潤いと安らぎ、住民の触れ

合いの場なども考えながら実施しており、現在整備中の舟津温泉地区の排水路に関

しましては、地元住民の意見を反映させ、維持管理、景観などを考慮した整備を行

っております。 

 今後とも地域の環境に配慮した雨水整備に努めて参りたいと考えておりますので、

ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（北島 登君） ６番、八木秀雄君。 

○６番（八木秀雄君） 今、部長の方からご答弁がございました。 

 それで、再度質問させていただきます。 

 今お聞きしますと、今後、都市排水ですか、８,１００ｍまだ工事をしなければな

らないと、そして１１０億円ぐらいまだかかるというようなご説明を受けました。 

 しかし、私思いますのは、やはり、この都市排水の工事をするのには、これから

今後何回となく分けて工事をするわけでございます。やはり、温泉区というのは本

当に全国からたくさんのお客さんが来ているところでございますし、また、地元の

方がいろんなことで都市排水が本当に利活用できるような、そういうことを望んで

いると思います。 
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 是非、私思うのは、何回かやるのには、やはり今後とも市民の意見とか、それか

ら専門家のいろんな知識、そういうものをこの事業の中にサポートするワークショ

ップみたいなものをつくっていただいて、１回１回、その工事が終了するたびに、

いろんな反省とか課題とか、そういうようにして工事を進捗したらいかがかと思い

ますけど、その点どのようなお考えでございますか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（北島 登君） 土木部長、長谷川忠典君。 

○土木部長（長谷川忠典君） 再度のご質問でございますが、市民の意見、また専門家

によるワークショップというご意見ございますが、市民の意見については、関係住

民と工事へ入る前にそういう調整を行って工事を発注したいというふうに考えて

います。 

 また、ワークショップ等については、今後の検討課題というふうにさせていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（北島 登君） ６番、八木秀雄君。 

○６番（八木秀雄君） それでは、２番目の質問で、あわら市シルバー人材センターの

事業計画内容について質問をさせていただきます。 

 あわら市シルバー人材センターの事業計画内容について、シルバー人材センター

は、国、県、市、町、村などの指導・助成を受けて、営利を目的としない公共的、

公益的な団体です。センターはそれぞれの地域に密着した事業を展開していると思

います。 

 あわら市も、国庫の補助を平成１３年４月に認可され、今年で８年が経過しまし

た。近年では世界的な景気回復の先行きが見えず、依然として経営環境も悪化の状

態が続いております。このような状況の中で、当あわら市シルバー人材センターも

大きな影響を受けているのではないかと思います。 

 それでは、質問に入らせていただきます。 

 まず、事業実施状況についてお尋ねいたします。 

 現在、シルバー人材センターの会員状況は男子何名、女子何名ですか。 

 また、あわら市の会員の入会率は何％ですか。また、県内の市町村に比べて、い

かがですか。 

 事業実績について、発注者別状況と構成比を教えていただきたい。 

 また、職群別状況と構成比を教えてください。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（北島 登君） 経済産業部長、坪田清孝君。 

○経済産業部長（坪田清孝君） 議員のご質問にお答えをいたします。 

 シルバー人材センターの報告によりますと、平成２１年３月末現在の会員数は４

４５人で、その内、男性が２３９人、女性が２０６人となっております。 

 本市の入会率は４.３％となっており、他市町の状況といたしましては、坂井市が
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５％、福井市が２.９％、越前市が３％などとなっております。県平均は４.６％で、

本市はほぼ平均に近い数字となっております。 

 また、事業実績でありますが、総額１億６,８０４万３,０００円であり、このう

ち、公共団体からの受注額は４,５３３万５,０００円、民間企業からは１億４２５

万６,０００円、一般家庭からは１,８４５万１,０００円となっており、構成比率と

いたしましては、公共団体が２７％、民間企業が６２％、一般家庭が１１％であり

ます。 

 職群別ではですね、主に軽作業が主なもので全体の約６割を占めておりまして、

あとにつきましては、管理と技能が主な職業別課題となっております。よろしくお

願いをいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（北島 登君） ６番、八木秀雄君。 

○６番（八木秀雄君） それでは、２回目の質問をさせていただきます。 

 会員増強については、連合の目標値は２０１０年度までに会員１万４,０００人達

成を目標に掲げていると聞いております。当センターの数値目標、また会員増強の

ための具体的な策がありますか。お聞きしたいと思います。 

 それから、発注者別区分の中で、公共の件数と構成比を高めるには、どのような

仕事が考えられますか。具体的なお考えをお聞きします。民間企業や一般家庭につ

いても同様にお願いいたします。 

 今、旧芦原庁舎が複合施設になる予定であります。２階の旧正庁がシルバーセン

ターの作業所になると説明を受けておりますが、具体的にどのような計画か明確に

お聞きしたいです。 

 それから、センター事務局について、今後、団塊の世代の高齢化が進み、人口比

率が高くなり、また会員増強の目標を掲げ、ますます専従職員の仕事の量が増えて

いくのは目に見えています。職員を増やす考えはあるのか。また、今、市の補助金

９５０万円の増額が必要であるかとのお考えをお聞きしたいと思います。 

 次に、互助会員の部屋を設けてほしい。当センターも、今後たくさんの方が、セ

ンターの理念であります自主、自立、共同、共助のもとに、多く高齢者が就業その

他の活動に誇りを持って参加・介入していただくとも思います。それには、互助の

活動のため、専従の部屋を設け、いつでも開放し、会員の交流と親睦の部屋が必要

と思いますが、お考えをお聞きしたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（北島 登君） 経済産業部長、坪田清孝君。 

○経済産業部長（坪田清孝君） 再度のご質問にお答えをいたします。 

 まず、会員の増強につきましては、センターの平成２１年度の重点目標の一つに

掲げておりまして、２０１０年度までには５５０人を目標としております。 

 具体的な取り組みといたしましては、広報等や会員からの口コミによる普及啓発

活動が主なものとなっております。 
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 次に、公共団体からの受注構成比率を高める施策についての質問でありますが、

市からセンターへの事業委託につきまして、経費節減を図る目的で相当量の業務を

発注しており、新たな業務の捻出は大変厳しい状況にあるものと考えております。 

 また、民間企業や一般家庭においても、公共団体と同様に厳しい状況にあります。

今後、会員の経験や技能を生かした仕事やクオリティーの高い仕事への取り組みな

どにより、労務単価の引き上げを考えまして、事業収益を高める必要があるのでは

ないかと考えております。また、これらの取り組みについて指導して参りたいと考

えております。 

 次に、旧芦原庁舎の整備におけるセンターに係る工事の内容であります。 

 現在、２階の正庁と和室を作業スペースとして利用する計画となっております。

今回の工事では、空調設備以外、大きな改修の予定はありませんので、よろしくお

願いをいたします。 

 最後に、事務局の職員数と市の補助金についてでありますが、現在の職員数は５

名となっており、他市町と比べると、やや不足しているように思われます。 

 しかしながら、現在の厳しい経営状況においては、これ以上の増員が難しいため

ですね、経営の改善と事業刷新を求められているところであります。 

 高齢社会を迎え、高年齢退職者の就職の促進や高齢者の福祉の増進など、住民ニ

ーズが高まっております。このような中で、高齢者の就業を促進することにより、

高齢者が地域社会で働き、健康の維持と生きがいを充実させるとともに、地域社会

の担い手として積極的に貢献できるように支援するセンターの役割は、ますます重

要となっております。 

 このようなことからですね、センターは、多様化する住民ニーズに対応できる事

業者として、経営改善に積極的に取り組んでいただきたいと考えております。 

 なおですね、互助会会員の部屋の設置に関する質問でございますが、当センター

の施設運営に関する事項であり、市からの答弁は差し控えさせていただきたいと思

いますので、ご理解を賜りますようよろしくお願いをいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（北島 登君） ６番、八木秀雄君。 

○６番（八木秀雄君） 今、坪田部長からのご答弁の中で、旧芦原庁舎のシルバーセン

ターの整備についての回答で、空調設備以外の大きな改修の予定はありませんとい

うご答弁がありました。是非、今回の整備事業の中に、厨房施設等々、そしてガス

管、旧排出管工事を含んだ工事を取り入れていただきたいと。その理由といたしま

して、当センターが相当以前から配食サービス等の新規事業を行いたいと多くの会

員からの要望があるとしております。また、それが女性会員の増強にもつながると

思います。 

 時期を改めて整備するのは二重投資と思いますが、どのようなお考えか、お聞き

したいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 
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○副議長（北島 登君） 経済産業部長、坪田清孝君。 

○経済産業部長（坪田清孝君） 現在の芦原庁舎の利活用につきましては、まだ内部の

中で検討している最中でございます。 

 特に、シルバーにつきましては、シルバーの運営というものに十分考慮していか

なければならないということで、シルバー自身が、希望的にはですね、そのような

ことを将来的に事業としてやっていこうということを聞いておりますが、まだ具体

化されていないという中での今回の芦原庁舎の整備でございますので、手戻りのな

いように、今の段階では空調だとか水道設備、配管までぐらいで止めておくという

こととなっているという具合に聞いておりますので、ひとつよろしくお願いをいた

します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（北島 登君） ６番、八木秀雄君。 

○６番（八木秀雄君） それでは、市政全般ということで、セントピアあわらの入館数

が非常に今減少しているということで、やはりたくさんの方に、あわら市民の方に

利用していただきたいということでございます。 

 私はやはり、平成６年にセントピアが開業しまして、もうかれこれ十四、五年た

ちます。お聞きしますと、やはり非常に激減というんですかね、大変な数の入場者

が減っているというようなことも私お聞きしていますので、我々市民の憩いの場所

というんですかね、コミュニティの場所、そして体を休める場所というので、もっ

ともっと開業時期に戻したような、そういうたくさんの人が来ていただいて入館を

していただきたいと、そういう思いでございますので、市としてこの入館料を増す

のにね、どういうような対策をとっているかということを是非お聞きしたいと思い

ます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（北島 登君） 経済産業部長、坪田清孝君。 

○経済産業部長（坪田清孝君） 議員のご質問にお答えをいたします。 

 セントピアあわらの入場者数につきましては、議員ご指摘のとおり、平成６年開

業以来、平成７年度の年間２９万２,０００人をピークに毎年減少傾向にあり、平成

２０年には１８万６,０００人となっております。これは長引く景気の低迷や日帰り

温泉施設の増加などが主な原因と考えております。 

 このような中、市といたしましては、合併を機に、セントピアあわらの管理運営

に民間の能力を活用しつつサービスの向上を図るために、指定管理者制度の導入を

行い、その対策に当たって参りました。 

 厳しい経営環境の中で入場客数の増加を図るには、施設自体の魅力を向上させる

だけでなく、各種サービスを充実させることが重要であると考えております。 

 このことから、交通事業者等と連携を図り、優待制度の一層の充実に努めたのを

はじめ、今年度からは、ポイント制を取り入れたメール会員制度を導入したほか、

定期券紹介キャンペーンなどを行っております。また、１１月からは、市役所の窓
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口において、転入者に対し入浴招待券と定期券の案内冊子をパッケージにして配布

するなど、顧客の増加に向けた取り組みを行っております。 

 こうした取り組みや高速道路のＥＴＣ割引制度が功を奏し、今年１１月末現在で

は、前年同期に比べ、１万２００人、率にして８.４％の増に転じております。 

 また、喫茶等の附帯事業においても、営業時間を延長したほか、越前おろしそば

をはじめとする地元の特産品の取り扱いを拡大するなどして、約１５％の売り上げ

増となっております。 

 今後とも、提供するサービスの質と清潔で安心・安全な施設の管理運営に努める

とともに、市民に愛され、来訪者にも喜ばれる施設となるよう努力して参りたいと

考えております。よろしくお願いをいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（北島 登君） ６番、八木秀雄君。 

○６番（八木秀雄君） それでは、２回目の質問をさせていただきます。 

 やはり、開業ピーク時以降、１０万人の減少、大変驚く入場者の減少だと思いま

す。この１４年間、私は平均して年間２４万から２５万人の入場を確保できなかっ

たかと、このことを疑問に思います。確かに、ＥＴＣの割引、各種イベント、事業

の効果はあると思いますが、ここまで落ち込んだ要因を検証すべきではないかと思

います。 

 セントピアあわらイコール、昔でいいますと、総湯。温泉は共有財産。自然資源

である温泉を有効に活用し、市民の福祉の増進、地域のコミュニティの醸成を図り、

豊かな市民生活を提供する場であります。お客様のニーズは、地下から自然にわき

出る高温で体に効能なお湯、あわら市民の方、また芦原温泉の方が低料金で入るの

が一番よいのではないのかと思います。そして、リピーターをたくさん増やすこと

によって入場者が増えるのではないかと思います。 

 是非、加賀市の三つの温泉のいろいろ工夫した料金制度を参考にしたらと思いま

すが、お考えを聞きたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（北島 登君） 経済産業部長、坪田清孝君。 

○経済産業部長（坪田清孝君） 今、議員から提案いただきました入場料金等の制度に

つきましては、また近隣の加賀市とか、特に加賀温泉で、山代、片山津等々を参考

に再度検討させていただきたいと思います。よろしくお願いをいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（北島 登君） ６番、八木秀雄君。 

○６番（八木秀雄君） それでは、最後に、ＪＲ芦原温泉駅に身体障害者用のトイレを

設けたらどうかということについてご答弁をいただきたいと思います。どのような

考えか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（北島 登君） 経済産業部長、坪田清孝君。 
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○経済産業部長（坪田清孝君） 芦原温泉駅前広場内にある市管理のトイレにつきまし

て、ご質問にお答えをいたします。 

 このトイレでございますが、身体障害者用トイレを併設してはとのご質問ですけ

れども、身体障害者や高齢者に対したバリアフリー化の対策というのは、先ほども

市長の答弁にありましたように、新幹線に関連した整備計画の中で講じていく予定

でありました。 

 しかしながら、今回発足をいたしました新政権下では、その整備見通しが不透明

でございまして、計画の先送りが予想されることから、議員ご指摘の市管理のトイ

レを新幹線関連の整備計画と切り離しまして、暫定的な措置でありますが、早急に

身体障害者用トイレを既存のトイレに併設したいという具合にも考えておりますの

で、ご理解賜りますようよろしくお願いをいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（北島 登君） ６番、八木秀雄君。 

○６番（八木秀雄君） 是非、一刻も早く、やはり、先ほど笹原議員が言いましたエレ

ベーターに関しては大変ないろんな問題点がございますけど、市独自の身体障害者

トイレは、あわら市民がＪＲを利用する、それから、その近くを通った方が身体障

害者のトイレがあるということは、僕は、大変必要だと思いますので、是非、でき

ましたら早急にその設備をしていただきたいと、このように私個人的にもお願いを

いたします。 

質問を終わります。 

                                      

◇山川知一郎君 

○副議長（北島 登君） 続きまして、通告順に従い、８番、山川知一郎君の一般質問

を許可いたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（北島 登君） ８番、山川知一郎君。 

○８番（山川知一郎君） 日本共産党の山川知一郎でございます。２点について質問を

いたします。 

 一つは、コミュニティバスの運行の問題でございます。 

 コミュニティバスの運行につきましては、開始以来、非常に利用率といいますか

乗車率が悪いということで、市民の間では、何とかならないのかという意見が強く

聞かれております。２１年度のコミュニティバスの状況はどういうふうになってい

るのか、お聞きをしたいと思います。 

 また、私は先日、牛ノ谷の方から、「高齢のために自動車の運転をやめたけれども、

最寄りの金融機関である坪江の郵便局やＪＡの坪江支店に行くバスがない」と、ま

た、「余熱館に朝行くと、夕方まで帰りの便もない」と、さらに、「ＪＲの牛ノ谷駅

へコミュニティバスが行かないので、ＪＲの利用者も困っている。これでは、コミ

ュニティバスを利用したくてもできない」という声が寄せられました。このような



 79 

状況は他にもあるのではないかというふうに思います。 

 私自身、今までは、乗る人がいないのだから仕方がないと。２年後には抜本的に

見直すということをかねてから言われておりますが、当分はやむを得ないのかなと

いうふうに思っていた向きもあるのでありますけれども、このような意見を伺いま

すと、現状まだまだ改善の余地はあるのではないかと。まだ２年間、基本的には現

状のままで行くということでありますから、是非、抜本的な見直しをして、乗車率

を高める努力をしていただきたいというふうに思います。 

 そのためには、やはり私もこの間１回コミュニティバスに乗ったことがあります

けれども、たった１回でも、確かに時間がかかり過ぎるなというようなことを感じ

ましたけれども、一体、理事者の皆さん、それから市の職員の皆さん、どれだけ実

際コミュニティバスに乗っておられるでしょうか。ほとんど乗っておられないので

はないかというふうに思います。何としても、この見直しに当たっては、是非、市

長をはじめですね、幹部職員の皆さんだけでなくて、全職員が一遍実際に乗ってみ

てですね、改善点について議論をしていただきたいなというふうに思います。 

 また、是非、住民の意見をよく聞く場も積極的に設けていただきたい。さらに、

コミュニティバスの利用、乗車を高めるためには、できれば職員は最低月１回はコ

ミュニティバスで通勤するというようなこともやってですね、コミュニティバスに

乗る運動を展開すべきではないかというふうに思いますが、これらについて、まず

市長の見解を伺いたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（北島 登君） 市民福祉部理事、辻 邦雄君。 

○市民福祉部理事（辻 邦雄君） 山川議員のご質問にお答えいたします。 

 あわら市では、高齢者や通勤・通学などに利用する市民の生活の足として、平成

１７年１１月からコミュニティバスを運行しております。 

 コミュニティバスの運行の見直しにつきましては、これまでも市民の要望を参考

に、運行ルートの変更や停留所の追加を随時行ってきたところでございます。 

 このような中、さきの９月議会定例会でも申し上げましたように、平成２２年４

月から金津中学校のスクールバスの運行を予定いたしておりまして、当然、これま

での中学生の通学に配慮した部分といいますか、そういった部分については、見直

しの必要があるというふうに考えております。 

 このため、議員ご指摘の内容をはじめですね、これまでの各地区からの要望など

も含め、その必要性を十分に検討しながら、可能なものについては変更して参りた

いと考えております。 

 しかしながら、大幅なルート延長や運行本数の増便、そういったものには予算の

制限もありますので、すべてに対応することは困難と考えております。 

 従いまして、利便性が高く効率のよいコミュニティバスの運行形態につきまして

は、平成２４年度からの抜本的な見直しの中で対応して参りたいと考えております。 

 なお、市職員のコミュニティバス通勤の実施につきましては、これまでも実施は
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しておりましたが、引き続き、市が取り組んでいるカーセーブ運動、この中で今後

積極的に奨励して参りたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（北島 登君） ８番、山川知一郎君。 

○８番（山川知一郎君） ちょっと、まず実態について、もう少し詳しく伺いたいと思

いますが、２１年度、コミュニティバスの事業費は幾らで、また運賃収入はどれだ

けあるか、また、全体としての乗車率は幾らかについて、分かればお答えをいただ

きたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（北島 登君） 市民福祉部理事、辻 邦雄君。 

○市民福祉部理事（辻 邦雄君） 今の予算関係でございますが、今手元に詳しい数字

は持ち合わせておりませんが、経費につきましては、約４,８００万程度というふ

うに思っておりますし、収入の方が約３００万程度かなというふうに思っておりま

す。 

 それから、昨年度の利用実績でございますが、約４万人。これはやはり余熱館が

１年間休館というのが非常に大きかったかなと思います。それで、前年度から見ま

すと、約３,０００人ぐらい減っているという状況でございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（北島 登君） ８番、山川知一郎君。 

○８番（山川知一郎君） 基本的に２４年までは現状をなかなか業者との関係で抜本的

な変更はできないということは分かりますけれども、先ほどのお答え、また今、答

弁あったように、事業費４,８００万に対して、収入は３００万と。非常に多額の

持ち出しをしている割には利用者が少ないというのをこのまま２年間さらに現状

のままというわけにはいかないのではないかというふうに私は思います。 

 先ほど言いました、ノーマイカーデーを作ってできるようにするとかですね、い

うあれもありましたけれども、もう少しまず積極的に、第１は、先ほど言いました

ように、とりあえず来年３月からどうするかということについて、職員自身が実際

乗ってみてですね、いろいろ意見を出し合うという場を是非やるべきではないかと

いうふうに思いますが、この点についてお考えをお聞かせいただきたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（北島 登君） 市民福祉部理事、辻 邦雄君。 

○市民福祉部理事（辻 邦雄君） ただいまのご質問にお答えをいたします。 

 実際、現在のコミュニティバスの運行形態というのがですね、我々職員にとりま

して、通勤には適していないという状況もございます。全然コミュニティバスでは

出勤できないというような地区もございまして、それはコミュニティバスがどうい

った状況かという認識をするために、先ほど言いましたカーセーブ運動の中で取り

組んでいきたいということでございますので、ご理解をいただきたいというふうに

思っております。 
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（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（北島 登君） ８番、山川知一郎君。 

○８番（山川知一郎君） 市の職員の通勤には利用できないのが現状だということであ

りますが、であれば、当然ほかの通勤者の皆さんもほとんど今のダイヤでは利用で

きないというのが実態だと。その辺りですね、やっぱり通勤に利用できるようなダ

イヤにすればもう少し増えるのではないかというふうに思いますし、それから、先

ほど言いましたが、地域によって、先ほどは、牛ノ谷の皆さんは最寄りの金融機関

といえば坪江の郵便局とかＪＡの支店ですが、そこに行く便がないと。今は、市役

所とか、それから旧金津の市街にある病院とか、そういうところにはそれなりに何

とか利用できるというふうに思いますけれども、こういう地域のそれぞれの金融機

関、郵便局、こういうものにもなかなか利用できないと。 

 これは特に高齢者の皆さんにとっては非常にね、困った状況だと思いますが、そ

のあたりについて、是非、何か先ほどのお答えで基本的には２年間は止むを得ない

というようなふうにとれたんですが、できれば、市長、この辺りについてどういう

ふうに考えるか、お答えをいただければというふうに思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（北島 登君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 非常に、ある意味で使い勝手があまりよろしくないような今状

況になっておりまして、しかも多額の経費を投入しているということでありまして、

抜本的なダイヤ改正等々を考えておりましたが、実は長期契約が結ばれていたとい

うようなことで、あと２年間ぐらいは現状を維持しなければならないということに

なっております。 

 その時に効率の良い内容に大幅な変更をすべきだというふうには思っております

が、今議員ご指摘のとおり、では、その間が今のままでいいのかと、大規模な改正

は２年後であったにしても、現状でも少しでも乗車率を高める努力をすべきではな

いかというご指摘は全くそのとおりだろうというふうに思っております。そのため

に、小幅な運行見直し等々はできる範囲では、今までもやってきておりますし、こ

れから２年間の内でも、これは考えていかなければならないことだろうというふう

に思っております。 

 その他のですね、いろんな乗車運動といったらいいんでしょうか、そういうよう

なことをやったらどうかというご指摘ですけども、できるものであれば、そういう

こともやっぱりやるべきかなというふうには思います。 

 ただ、やはり、そもそもこういうバスの路線というのは本来民間の事業でありま

して、民間であるならば、当然これは需要と供給の関係で事業が決まってくるんだ

ろうと思います。ただ、これは、市民の利便性、特に合併直後ということもありま

したので、単なる事業的なことだけではなくて、極めて公的な意味合いを持たせた

運用としてスタートしたんだろうというふうに思います。従って、ある程度は採算

性を度外視した面も、これは本来性格上持っているんだろうとは思います。 
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 ただ、しかしながら、今ほど答弁いたしましたように、ざっと５,０００万の経費

に対して運賃収入が３００万から４００万というような実態がやはり出て参りまし

たので、これでは納税者の理解は得られないだろうということになっているのかと

いうふうに思います。 

 とにかく、この２年間ほどの間でどれだけのことができるのか、また十分検討し

たいと思いますが、先ほど部長も答弁いたしましたが、例えば、職員が通勤に使お

うと思っても使いづらいということでありまして、ならば当然市民の人も使いにく

いだろうというお話だろうと思います。そうだろうと思います。 

 しかし、それができるんなら、とうにやっているはずなんです。その辺がなかな

か簡単にいかない面がありますし、それと、これはすべての地区の方、あるいはす

べての年代層だとか、すべてに合わせることはまず不可能でありますので、いろん

なご意見は伺っておりますけれども、やはりその中でも、行政的に見て、この辺は

改善しなければならない点というのは出てくると思います。あるいは、これは申し

訳ないけども我慢をしてもらわないといけないだろうというものも出てくると思い

ますので、それは十分また検討しながら、活用方法につきまして、もう少し検討を

加えさせていただきたいというふうに思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（北島 登君） ８番、山川知一郎君。 

○８番（山川知一郎君） 市の担当の方からはですね、自分１人ではコミュニティバス

の運行ダイヤを編成する、そういうことについてじっくり十分考える時間的な余裕

がなかなかないと、どうしても、いろんな仕事をしながらやっていると、なかなか

いいものにはしづらいという意見も聞いております。 

 また、部長の方からは、２年後からはですね、地域ごとに、できれば自主的な、

そういう公共的なバスの運行も考えたいというふうな意見も出されております。私

も、それぞれ本当に地域のニーズに合った、そういうバスのあり方というのはこれ

から大いに検討していく必要があるなというふうに思っておりますけれども、まだ

２年あるといっても、すぐ時間は経ってしまいますので、ひとつ是非、住民も参加

してですね、公共交通のあり方について検討するような組織を作っていただいたら

なというふうに思うんですが、この点について市長のお考えをちょっと伺いたいと

思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（北島 登君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 議員がご指摘になりました、担当の職員がですね、自分１人で

は十分な対応ができないんだというような発言があったということをご紹介いた

だきました。もしそれが事実だとするならば、大変これは申し訳ない話でありまし

て、仮にそういう実態があったとするならば、例えばですね、今は専門の企画会社

等もありますから、外部に委託してでも何か改善をやるという努力をやはりすべき

ではないかなというふうに思います。実は、私も議員時代にそのようなことを質問
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した記憶がございまして、手に負えないからといって放置していることはよろしく

ないというふうに思っております。 

 ただ、それを２年後に大幅改正を控えた新年度からですね、そういうことに予算

をつけることがよろしいかとは、これまた別問題でありますので、これはまた別個

考えさせていただきたいというふうに思います。 

 こういう住民に身近な足について、住民を交えたような協議の場といいますか話

し合いの場を持ったらどうかというお話でありますが、先達て剱岳地区で、あれは

市政懇談会でしたでしょうか、の場でもですね、コミュニティバスについてのいろ

んなご意見が出されました。議員も同席されておりました。その剱岳地区の会合で

集まった人の中でも話がまとまらなかった実態がございまして、議員もこれはご記

憶だろうというふうに思います。 

 なかなかこれは難しい面もありますが、今、これは２２年度ではちょっと私は無

理だと思いますけども、２年後の大幅な改正に向けてですね、今から何かそういう

地元の方々で運行形態そのものを考えていただくような組織づくりも今、担当の方

では準備をしているというふうに思っておりますので、そういう形で、今、議員ご

指摘のことには対応をさせていただきたいなというふうに思っております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（北島 登君） ８番、山川知一郎君。 

○８番（山川知一郎君） 担当者の話は決して私は非難をしているんではなくて、その

ためにも、先ほど言いましたが、是非、できれば、全職員とはいわなくても、せめ

て担当課の職員ぐらいは一遍実際に乗ってみた上でですね、みんなで検討するとい

うふうなことが必要ではないかというふうに思いますので、そういうことも含めて、

是非、再度この見直しについて検討をしていただきたいなというふうに思います。

これについては、それで終わっておきます。 

 二つ目の問題でございますが、今、年の瀬を迎えまして、非常に昨年からの深刻

な不況の中で、一体どうやって年を越そうかと、大変いろいろな面で困っておられ

る方がたくさんおられます。 

 様々な相談を私も受けておりますが、先日、ある方からこういう相談がございま

した。「自分の知人が、といち――といちというのは１０日で１割の利息ということ

ですね、高利貸しのといちで３０万円を借りて、その連帯保証人になったが、その

知人が、借主がですね、逃げていってしまったために、もう３年ぐらい利子を払い

続けている。利子だけで３００万以上払ったけれども、元金は一円も減っていない。

今、体も悪くなって、利子も払えなくなり、電気やガスもとめられた。一遍に３０

万円返せば済むのだけれども、そんなお金等がとてもできない。毎日、毎日、返済

を迫られ、どうしたらいいか。どこかお金を貸してくれるところはないでしょうか」

というような相談がございました。 

 この貸金業者が貸金業法や出資法に違反しているということは明らかであります

けれども、普通に考えれば、これは警察に言えばすぐ何とかなりそうだというふう
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に思いますけれども、ところが、警察に行っても、全くらちが明かないと。何故か

といえば、基本的に警察は、金の貸し借りは民事事件だから、違法な金貸しをして

いるという証拠がなければ取り締まることはできないと。１０日で１割というのは、

これは明らかに違法ですが、口だけで言ってもですね、証拠がなければそれはだめ

だと。 

 ところが、この金貸しはですね、利子を払っても、全く領収書を切らないんです

ね。領収書をくれと言うと、その分は出さないと。警察が言うと、「いや、わしは何

もまだ３０万貸した元金を１円も払ってもらっていないから払ってくれと言ってい

るだけだ。そんな違法な金利は取っていない」ということで逃げてしまって、それ

以上に突っ込まれないということです。 

 今まで弁護士にも何とかならんかという相談をして、弁護士からは、違法行為だ

から止めろというのを業者あてに通知を出したけれども、それも無視されて、全く

何の効果もないと、一体こういうのはどうしたらいいんでしょうかと。私も、それ

は、そんな違法なものに金を払う必要はないと、払うのを止めなさいと言いますけ

れども、払わなければ、毎日朝から晩まで電話で催促が鳴りやまんと。それも、結

局、違法な取り立てですけれども、これもまた警察に行っても、それをやっている

という証拠がないということで、らちが明かないということなんですね。こういう

多重債務、違法な高金利に悩んでいる人がおります。 

 それからまた、もう一つは全く別のケースでございますけども、多重債務ではな

くて、４０歳を過ぎた息子が数年前から家に閉じこもって、仕事についても１カ月

も勤まらず、やめてしまうと。医者に見せても、別に特別異常はないと言われて、

障害者としてもならないと。 

 しかし、本人は、仕事に行っても、とにかく他人と話をするというのがちょっと

普通の人のようにはなかなかできないと。何か普通に会話ができないという状況で、

すぐ仕事を親がいろいろ探してきて進めても続かない。実際には、親が全部面倒を

見ているわけですけれども、親も年を取ってきたし、一体いつまでこの息子の面倒

を見られるのか、これから先、一体どうしたらいいんでしょうかと。いろんなとこ

ろへ相談に行っても、それやったらあそこへ行ったらどうですか、あそこへ行った

らどうですかと、悪く言えば、たらい回しにされるばかりで、らちが明かないと。 

 この他にも大変深刻な相談がたくさんあります。基本的には、貧困の拡大や社会

的に地域で支え合う力がどんどん弱まっておりまして、セーフティーネットも貧弱

であると。そういうことによって、家庭崩壊とか自殺に追い込まれる人達がどんど

ん増えております。このような人達を救済し市民の暮らしを守るのが私は行政の責

任であるというふうに思います。すぐには解決できなくても、本当に親身になって

話を聞いて相談に乗る体制を作ることがどうしても必要だというふうに思います。 

 以前にも私は相談窓口を是非、作るべきだという提案をいたしましたが、その時

は、相談に乗れる専門家がいないから無理だということでありました。専門的な知

識を持った相談員がいるのに越したことはありませんけれども、一番大事なことは、
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よく話を聞いて、解決策をともに考えるという姿勢ではないかというふうに思いま

す。 

 今言いましたような多重債務、それから引きこもり、家庭内暴力、それから行政

に対するさまざまな苦情、こういうものは大変増えていると思います。名称は何で

もいいんですが、とにかくこういう人達に、今、国も盛んにワンストップサービス

ということを言っておりますけれども、どこか１カ所できちっと相談を聞いて、と

もに相談に乗って解決策を模索すると、こういう窓口を是非、開設していただきた

いというふうに思いますが、この点について市長の見解を伺いたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（北島 登君） 副市長、北島善雄君。 

○副市長（北島善雄君） ただいま市長にというふうなお話でございましたが、私の方

から答弁をさせていただきたいと思います。 

 市民の皆さんからの生活その他に関します相談につきましては、現在、それぞれ

の相談内容に応じまして、各担当部署において対応をいたしております。 

 例えば、生活困窮者などにつきましては福祉課または社会福祉協議会で、児童に

係るひきこもり、あるいは家庭内暴力などにつきましては主に福祉課で、また認知

症高齢者や精神障害者の引きこもり及び高齢者虐待などにつきましては健康長寿課

において、それぞれ専門的知識を持った、また専門的な研修を受けた職員が個別に

対応をいたしております。 

 これらの相談事項につきましては、他に漏らしてはならない重要な個人情報を扱

っておりまして、また、職員については専門的知識を有していなければならないと

いうようなことから、限定されたそれぞれの担当職員が対応をいたしております。 

 また、相談者が複数の相談を抱えているということが多いことから、いずれの課

に相談に来られましても、相談内容をよくお聞きいたした上で、関係部署と連携し

て対応に当たっているところでございます。 

 この他、多重債務を含む消費生活全般にわたる相談につきましては、市民生活課

内に設置している市消費者センターにおいて随時受付を行っているところでござい

ます。 

 特に、多重債務に関する相談件数は年々増加の傾向にあります。多重債務の問題

は、弁護士や司法書士などの専門家による迅速かつ適切な債務整理が必要不可欠で

あるということから、当センターのみでの対応は困難な状況にあり、本人と面談の

上、福井弁護士会などを通して、受任弁護士の依頼と相談日の調整などを行ってい

るところでございます。 

 また、その他の消費生活相談につきましても、当センターには専門の相談員を置

いていないということから、内容によりましては、福井県消費者生活センターと連

携し、また指導を受けながら対応している状況でございます。 

 一方、行政に対する苦情につきましては、その内容が多様化、複雑化している傾

向にございます。一昔前とは大きく変わりまして、それぞれの事業の所管課で対応
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することが最善の方策であると考えております。 

 従いまして、議員ご提案の窓口を一本化するのではなく、それぞれの部署におい

て専門的知識を持った職員が対応した上で、複数の所管にまたがる問題につきまし

ては関係部署が連携を図ることで、また、市役所だけでは相談や苦情に対処し切れ

ない時には関係機関や顧問弁護士に相談をしながら、今後とも対応して参りたいと

いうふうに考えております。 

 なお、本市におきましては、今ほど申し上げたもののほかに、毎月、社会福祉協

議会などの主催によります、福井弁護士会所属の弁護士による無料法律相談や心配

ごと相談などの各種相談会が開催をされておりますので、ご利用いただきますよう

にお願いを申し上げたいと思います。 

 いろいろな問題もあろうかと思いますけども、このような形で当面対処をしてい

きたいというふうに考えておりますので、ひとつよろしくお願いをいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（北島 登君） ８番、山川知一郎君。 

○８番（山川知一郎君） 今のお答えですが、私が先ほど具体的に申し上げました事例

ではですね、ほとんどの方が今言われたような相談窓口へは何回も行っていると、

しかし現実には全く解決しないという実態なんですよね。ですから、今おっしゃっ

たように、ああ、その問題でしたらどこそこへ行きなさい、それはどこそこへ行き

なさいと、これが非常に多くてですね、実際には、なかなからちが明かないと、ど

うしていいか正直わからないと。そのうち、本当に追い込まれて、家庭崩壊とかで

すね、そういうふうになっているというのが実態です。 

 ですから、今言われたそれぞれのところで、もちろんきちっとした対応をしてい

ただくということが必要なんですが、先ほどもちょっと言いましたが、今、国も盛

んにですね、昨年からの派遣労働者の派遣切りに遭った者達に対しては、１カ所で

仕事の問題から生活保護の問題から、すべてのことがそこでできるというような相

談体制、いわゆるワンストップサービスというのを強調しておりますけれども、是

非そういうことをですね、考えていただきたいなということと、それから、もう一

つは、確かに、先ほど言ったような事例は簡単には解決できないと思います。行政

は聞いて、ああ、それでしたらあそこへ行きなさい、ここへ行きなさいと。結局、

そうやっているうちに、本人もですね、諦めてしまうと。どこへ行っても、なかな

かすぐに解決できないということで。 

 ですから、先ほども言いましたが、すぐに解決できるようなものもあるでしょう

けど、今言ったような事例は簡単には解決できない。それは私も良く分かりますヶ

れども、そういう人達に対して、やっぱり本当にある程度の期間ですね、一緒にな

って考えるというような姿勢が非常に大事ではないかなというふうに思いますが、

その辺りについてのお考えを再度伺いたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（北島 登君） 副市長、北島善雄君。 
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○副市長（北島善雄君） ただいまのご質問でございますが、先ほどの１回目のご質問

の時にもお話を聞きましたけども、確かに本人は大変お困りであろうというふうに

思います。そして、それの解決といいますか、そういったことも手助けをできれば

したいというふうには思います。 

 ただ、内容的に申しますと、先ほど議員もお話しされておりましたように、なか

なか行政そのもので対応し切れるというような問題、中身でない場合も多うござい

ます。相談に乗りまして、お話を聞きまして、それを今あるそういった機関等にご

紹介をするという以外に、今のところの市での対応といいますか、そんなのはなか

なか難しいかなというふうに思います。 

 ただ、今、県レベルでも、そういったことは非常に問題になっておりまして、消

費者生活センター、あるいは弁護士会等々でそういった窓口は設けております。そ

んなところにまたご紹介をするというふうなことにならざるを得ないのかなという

ふうな、ちょっと今思ったりをいたしておるわけでございますが、今後ともなるべ

くそういった方々に相談に乗って、そして解決の少しでもお手伝いができればとい

うふうな思いをいたしておりますので、今後とも、そういったことを念頭に置きな

がら、制度的なものも内部で検討していきたいというふうに思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（北島 登君） ８番、山川知一郎君。 

○８番（山川知一郎君） 先ほどからちょっと堂々めぐりみたいな感じですので、もう

これで終わりますが、やっぱり是非、一つは、１カ所で、ワンストップサービスで

相談に乗れる体制というのを是非、考えていただきたいなということと、さっきの

高利貸しの事案でありますと、私はもう少し警察もきちっと対応していただきたい

なと思いますが、そういうところへきちんと行政がつなぐということも必要ではな

いかと。単に警察へ行って相談しなさいということでは、これはらちが明かないの

で、そういうことも是非、前もって考えていただきたいなと。 

 福井市なんかは、市の消費生活センターで、多重債務だけじゃなくて、生活保護

とか、いろんなすべてのことをできるだけ、そこですべて相談に乗るという体制を

今、作っているということでございますので、是非、あわら市もそういうことを考

えていただきたいというふうに申し上げて、質問を終わります。 

                                       

   ◎散会の宣言 

○副議長（北島 登君） 以上で一般質問を終結いたします。 

 以上で本日の日程は、すべて終了いたしました。 

 明日から２３日までは休会とし、休会中に付託されました案件について、それぞ

れ常任委員会の審査をお願いいたします。 

 本会議は、１２月２４日、再開いたします。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

（午後 2時 32 分） 
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  地方自治法第１２３条の規定により署名する 
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第４４回あわら市議会定例会議事日程 

 

                         第 ３ 日 

                         平成２１年１２月２４日（木） 

                         午後３時１５分開議 

 

１．開議の宣告 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 議案第 120 号 平成２１年度あわら市一般会計補正予算（第６号） 

日程第 ３ 議案第 129 号 平成２１年度あわら市一般会計補正予算（第７号） 

日程第 ４ 議案第 121 号 平成２１年度あわら市国民健康保険特別会計補正予算（第

２号） 

日程第 ５ 議案第 122 号 平成２１年度あわら市モーターボート競走特別会計補正予

算（第１号） 

日程第 ６ 議案第 123 号 平成２１年度あわら市公共下水道事業会計補正予算（第２

号） 

日程第 ７ 議案第 124 号 平成２１年度あわら市水道事業会計補正予算（第１号） 

日程第 ８ 議案第 125 号 平成２１年度あわら市工業用水道事業会計補正予算（第２

号） 

日程第 ９ 議案第 126 号 平成２１年度あわら市農業集落排水事業会計補正予算（第

１号） 

日程第１０ 議案第 127 号 平成２１年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計補正予算

（第２号） 

日程第１１ 請願第 ２号 政府への日米間におけるＦＴＡ（自由貿易協定）締結に反

対する意見書提出に関する請願 

日程第１２ 発議第 ８号 トンネルじん肺根絶の抜本的な対策を求める意見書 

 

１．閉議の宣告 

１．市長閉会あいさつ 

１．議長閉会あいさつ 

１．閉会の宣告 
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出席議員（１７名） 

   ２番 森   之 嗣     ３番 杉 本 隆 洋 

   ４番 山 田 重 喜     ５番 三 上   薫 

   ６番 八 木 秀 雄     ７番 笹 原 幸 信 

   ８番 山 川 知一郎     ９番 北 島   登 

  １０番 向 山 信 博    １１番 坪 田 正 武 

  １２番 丸 谷 浩 二    １３番 牧 田 孝 男 

  １４番 卯 目 ひろみ    １５番 宮 崎   修 

  １６番 山 川   豊    １７番 東 川 継 央 

  １８番 杉 田   剛 

 

欠席議員（１名） 

   １番 吉 田 太 一 

                                        

 

地方自治法第１２１条により出席した者 

 市 長  橋 本 達 也    副 市 長  北 島 善 雄 

 教 育 長  寺 井 靖 高    総 務 部 長  圓 道 信 雄 

 財 政 部 長  田 中 利 幸    市民福祉部長  山 岸 利 紀 

 農林水産課長  岡 崎新右エ門    土 木 部 長  長谷川 忠 典 

 教 育 部 長  藤 崎 恒 美    会計管理者  佐 孝 博 司 

 土木部理事  佐々木   賢    市民福祉部理事  辻   邦 雄 

 市民福祉部理事  摩 垣 浄 心    芦原温泉上水道財産区管理者  竹 内 正 文 

                                         

 

事務局職員出席者 

 事 務 局 長  柴 田   昇    事務局長補佐  山 口   徹 

 書 記  中 辻 雅 浩 
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   ◎開議の宣告 

○議長（丸谷浩二君） これより、本日の会議を開きます。 

○議長（丸谷浩二君） 本日の出席議員数は、１７名であります。 

 吉田太一君は欠席の届けが出ております。 

 よって、会議の定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 なお、坪田部長が欠席しておりますので、代理に岡崎農林水産課長が出席をいた

しております。 

（午後 3時 15 分） 

                                        

   ◎会議録署名議員の指名 

○議長（丸谷浩二君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、１１番、坪田正武君、

１３番、牧田孝男君の両名を指名します。 

                                        

   ◎議案第１２０号から議案第１２７号、議案第１２９号、 

               請願第２号の委員長報告・総括質疑・討論・採決 

○議長（丸谷浩二君） 日程第２から日程第１１までを、会議規則第３５条の規定によ

り、一括議題とします。 

 これらの議案につきましては、各常任委員会に付託し、審査願っておりますので、

各常任委員長より、その審査結果の報告を求めます。 

○議長（丸谷浩二君） まず、総務文教常任委員長より報告願います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 総務文教常任委員長、宮崎 修君。 

○15 番（宮崎 修君） 総務文教常任委員会審査の報告を申し上げます。 

 当委員会は、去る１２月１５日と１６日に市長、副市長、教育長及び担当部課長

等の出席を求め、当委員会に付託されました議案第１２０号、平成２１年度あわら

市一般会計補正予算（第６号）（所管事項）をはじめ、３議案について慎重に審査

いたしました。 

 審査の結果、いずれも所要の措置であり、挙手採決の結果、議案第１２０号、平

成２１年度あわら市一般会計補正予算（第６号）については賛成多数、その他の議

案については賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以下、審査の過程で論議されました主な事項について申し上げます。 

 まず、議案第１２０号、平成２１年度あわら市一般会計補正予算（第６号）につ

いて、所管課ごとに申し上げます。 

 総務課所管でございますが、まず、一般職の人件費の減額補正に関連して、休職

者は何人いるのか、また、人事院勧告による月６０時間を超える職員はいるのかと

の問いがあり、休職４名、育休２名、部分休職１名、介護休職１名の計８名で、あ
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わら市では時間外勤務が６０時間を超える職員はいないとの回答がありました。 

 また、この休職４名の休職理由は、いずれも心労や身体的な病気であるとの説明

に対して、職員間のサポートを十分図るべきだとの意見がありました。 

 次に、嶺北消防組合負担金７７０万８,０００円の減額補正について、その内訳

は前年度の繰越金４００万円、人勧等による職員の人件費２１３万円などであると

の説明がありましたが、この一部事務組合等の運営について、構成自治体は厳しい

財政運営を強いられているのだから、当事務組合等においても緊縮予算を組むべき

であり、管理者である市長においても、条例や法令等を遵守させるなど、もっと厳

しく対応すべきであるとの意見がありました。 

 次に、監理課所管について申し上げます。 

 地上デジタル放送対応調査設計業務委託料４９万９,０００円に関連して、地デ

ジ移行への説明会はどれくらいの頻度で行っているのか、また、生活困窮者に対す

る手だてはあるのかとの質問があり、地デジサポートを国の機関として行っており、

どこへでも出向いて対応を行っている、また、生活困窮者など低所得者については、

民生委員を通して調査を行っており、無料のチューナーが配られているとの説明が

ありました。 

 総務部におけるその他の意見といたしまして、現在、国の補助事業が大変多く行

われているが、事業計画に当たっては、なるべく事前に議会に相談、または報告を

行ってほしいとの要望がございました。 

 次に、財政部について申し上げます。 

 税務課所管では、市税過誤納還付金４００万円を計上しておりますが、これは過

去５年間の実績をもとに見込み額を１,４００万円とし、不足額４００万円を補正

するものとの説明がありました。固定資産税に還付が生じるのかとの質問に、過去

に遡っての過誤納金が生じたためであるとの説明がございました。 

 次に、収納推進課について申し上げます。 

 議案外ではありますが、委員会資料の市税等徴収実績に関連いたしまして、差し

押さえ処分の件数とインターネット公売の状況について問いがあり、平成２１年１

０月末で、預貯金９件、不動産５１件の差し押さえを行い、預貯金債権などで１,

５９０万円余りを回収している、また、インターネット公売は、５月から１２月ま

で６回実施をしており、売却されない場合は本人に返しているとの回答がありまし

た。 

 また、現在の収納体制について、現在、福井県債権機構に職員を派遣して、積極

的に収納業務に当たっていることに対して、評価をする、あわら市は福井県との共

同チームを立ち上げるなど、他市に先駆けて徴収業務に取り組んできた、今後も積

極的に進めてほしいとの意見に対して、今後、全市町がこの機構に参加した後が課

題となり、県下一本としての組織になることを期待しているとの説明がありました。 

 財政部におけるその他の意見といたしまして、事業を行う場合、そのタイミング

や全体的な状況をくみながら、各課と連携してほしいとの要望に、当初から予定し
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ている事業に財源を充て、決して補助金があるからといって新規事業を起こすこと

はないとの回答がありました。 

 次に、議案外ではありますが、会計課所管について申し上げます。 

 一連の不祥事件に関連して、今後クリーンな会計処理を行ってほしいとの意見に

対し、担当課と会計課で二重チェックを行ったり、職員が現金を扱わないように、

口座振替や会計課窓口での本人確認を行うようにしている、また、時間外徴収につ

いては、納付書を３枚複写にして、職員が帰るまでグループリーダーを待機させる

など、事故の再発防止を行っているとの回答がありました。 

 次に、教育委員会所管について申し上げます。 

 まず、教育総務課の両中学屋内運動場耐震補強・改修工事７億２,３００万円に

ついて、体育館本体のみの面積は幾らか、また、金津中学校の体育館の屋根の傷み

が激しいが、ペンキを塗るのかとの質問があり、芦原中学校が１,０００㎡、金津

中学校が１,２３７㎡となっている、また、金津中学校体育館の屋根については、

傷みを防ぐため、現在の屋根の上から鋼板を張ることになっているとの回答があり

ました。 

 また、文化学習課の公民館管理費について、館長報酬１８０万円の減額補正と賃

金２２４万円の補正が行われていることについて、その内容について質問がありま

した。当初、週３０時間未満の臨時職員の館長を予定していたが、業務量を考慮し

て通常業務の臨時職員の館長としたため、賃金と報酬を振りかえたとの説明があり

ました。 

 また、今回の人事院勧告による一般職の手当等の減額補正に関連いたしまして、

人事院勧告で手当がダウンしているのに、共済費がアップしているのはなぜかとの

問いがありました。このことについては、当初の見込みよりも共済費の追加費用負

担金と短期分が著しく増となっているためであるとの回答がありました。 

 以上が、議案第１２０号、平成２１年度あわら市一般会計補正予算（第６号）に

係る所管課ごとの主な内容でございました。 

 次に、議案第１２２号、平成２１年度あわら市モーターボート競走特別会計補正

予算（第１号）について申し上げます。 

 全国で開催を廃止したところはあるのか、また、開催日を増やすことはできるの

かとの質問があり、そのようなところはない、また、開催日は総枠で決まっており、

その中で自由に開催することができるとの回答がありました。 

 次に、議案第１２９号、平成２１年度あわら市一般会計補正予算（第７号）につ

いて申し上げます。 

 議案第１２９号につきましては、今定例会の２日目に追加上程されました補正予

算でございます。 

 まず、審査の冒頭において、前回の全員協議会で課題となっておりました西渡り

廊下の新築場所について、一つ、全面ガラス張りの問題、二つ、電気室の騒音の問

題、三つ、電気室の設置場所の問題に対して、理事者からの説明がありました。 
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 一つ目のガラス張りの件については、メリットとして明かりが多く入り開放感が

あり、デメリットとしては費用が若干高くなるとの説明でありました。また、強度

に関しては、１階部分はガラスが割れてもけがをしない材質となっており、２階、

３階部分については、割れても下に落ちることのないようにフイルム構造になって

おる、構造上問題はない、ガラスについても特殊なものではなく、破損した場合で

も修理費が高くつくことはないとの説明もありました。また、ガラス張りについて

は、北側の既存部分には適用せず、今回の新築部分だからできるものであるとの説

明もありました。 

 次に、二つ目の電気室の騒音についてでありますが、先進地であります朝日中学

校においては、校舎２階の真ん中に設置されており、電気室内で４７デシベル、電

気室外で４５デシベルであり、騒音の影響はないとの説明がありました。 

 次に、三つ目の電気室の場所について、中央部にあれば配線関係が安価になる、

また、１階には職員室があるため、１階部分に職員の更衣室、また生徒の相談室を

設置した方が利便性が高いとの説明がありました。緊急時において、校舎からでな

いと電気室に入れないとのことについては、学校の場合、２４時間稼働しておらず、

夜、だれも使用していないときに故障することはほとんどなく、もしその場合であ

っても、至急駆けつける必要もないとの説明がありました。 

 なお、これらのことについては多数の意見が続出し、電気というものは危険性が

高く、あくまでも安心安全を考えるべきである、再度の説明を求めるなど、委員と

理事者との激しい意見が交わされました。 

 次に、福井県産（あわら市産）の木材使用について、委員から各中学校でどれく

らいの木材が使用されているのかとの問いがあり、理事者からは、芦原中学校で３,

５３０㎡、４,０００万円、金津中学校では１９０㎡で１９０万円を予定しており、

腰板には使用しないとの回答がありました。 

 このことに関連して、腰板に木材を使用した方がぬくもりがあるので、是非使用

すべきであるとの意見には、費用がかさむ、乾燥の時間がかかる、また、地元森林

組合が供給できる数量的な問題もあるとの回答がありましたが、最終的には、与え

られた予算の範囲内で一番よいものを考えたいので、地元産が対応できるか確認し

たいとの回答がありました。 

 以上が、議案第１２９号、平成２１年度あわら市一般会計補正予算（第７号）に

係る所管課の主な内容でございました。 

 最後に、教育委員会の委員会資料について若干報告をいたします。 

 まず、給食センター整備事業については、３月の全員協議会で検討委員会の報告

を受けましたが、教育委員会としては、学校給食について給食センター方式に一元

化する案を示しましたが、今回の委員会での説明を機に、今後協議をさせてほしい

との説明報告がありました。 

 次に、金津中学校スクールバス運行計画について申し上げます。 

 このことについては、来年４月から金津中学校にスクールバスを走らせる計画に
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なっており、既に保護者等に対して説明会を実施しております。４路線での運行を

計画しているとの報告がありました。 

 この報告に対し、全協など議会に対して全く事前に説明を受けておらず、むしろ

市民から内容を聞いたような状況であり、そのような大事なことはもっと早く事前

に報告すべきである、また、計画内容については、問題点が多く、もっと乗っても

らえる施策を考えるべきだとの意見があり、理事者からは、慎重に協議させていた

だきたい、また、内容については最終決定ではないので、今後検討したいとの回答

がありました。 

 なお、当日、本荘小学校、芦原小学校、金津小学校の耐震補強・改修現場と金津

中学校の仮校舎を視察させていただきました。いずれも順調に工事が進んでおりま

したので、あわせてご報告を申し上げます。 

 なお、最後に申し添えますが、前議会でも指摘させていただきましたように、現

在、大型プロジェクトがメジロ押しに実施されようとしておりますが、これらの事

業遂行に当たっては、基本的な計画をまず議会にするのが本筋であり、慎重なる提

案をすべきであるとの意見が本委員会の多数の意見でありました。よって、理事者

においては、今後ともこれらの点に十分留意して事業提案をすべきであると思いま

す。再度強く求めまして、委員長報告とさせていただきます。 

 以上、当委員会に付託されました案件の審査経過と結果を申し上げ、報告といた

します。 

○議長（丸谷浩二君） 次に、厚生経済常任委員長より報告願います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 厚生経済常任委員長、笹原幸信君。 

○７番（笹原幸信君） 厚生経済常任委員会の審査の報告を申し上げます。 

 当委員会は、去る１２月１７日、１８日、本日２４日に市長、副市長及び担当部

課長等の出席を求め、当委員会に付託されました議案第１２０号、平成２１年度あ

わら市一般会計補正予算（第６号）（所管事項）をはじめ、７議案及び陳情等につい

て慎重に審査いたしました。 

 審査の結果、議案７件については、いずれも所要の措置であり、挙手採決の結果、

すべて挙手全員で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 請願第２号、政府への日米間におけるＦＴＡ（自由貿易協定）締結に反対する意

見書提出に関する請願は、挙手採決の結果、不採択と決しました。 

 また、トンネルじん肺根絶の抜本的な対策を求める意見書については、願意妥当

と認め、挙手採決の結果、挙手全員で採決すべきものと決しました。 

 以下、審査の過程で論議されました主な事項について申し上げます。 

 議案第１２０号、平成２１年度あわら市一般会計補正予算（第６号）について、

所管課ごとに申し上げます。 

 農林水産課所管では、農地集積実践事業について、市町村等が仲介することによ

り、農地の集積を進めやすくすることを目的に制度改正されたもので、面的集積が
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１ヘクタール以上の場合は１０アール当たり１万６,０００円を、１ヘクタール未満

については１万２,０００円を交付するものであります。 

 当初予定していた２集落において、任意組織の法人化が見送られた一方で、他の

１集落で法人化が、また、１集落で認定農家への農地集積が行われることとなり、

制度改正による補助額の変更とあわせて、所要額を計上するものであります。 

 委員からは、政権交代により農地集積加速化事業の執行が停止され、貸し手側へ

の補助金がなくなったことから、集積が進めづらくなったのではないかとの問いが

あり、理事者からは、坂井北部丘陵地での集積には大きな打撃であるが、南部や東

部地区では多くの集落で農地集積が完了しており、残る４集落の法人化を強く指導

していきたいとのことでありました。 

 観光商工課所管では、企業立地助成制度に沿って増設した企業で、５人以上の新

規雇用者が６カ月間勤務の実績ができたため、１億円の助成金を支出するとのこと

です。 

 このことについて、委員からは、市としても多額の税金を導入することになるの

で、継続して長期勤務しているか監視をしてほしいとの強い要望がありました。 

 市民生活課所管では、太陽光発電導入促進事業について、委員からは、以前も同

じような補助金を出していたときは、申請件数に上限を設けていたが、今回の事業

では上限を設けるかとの問いがあり、理事者からは、３年間の期限はあるが、申請

件数には上限がないとの答弁がありました。 

 設備については、４キロワットで２８０万円の設備投資に対して、国、県、市で

合わせて４７万２,０００円の補助になるとのことです。 

 健康長寿課所管では、新型インフルエンザワクチン接種について、委員からは、

集団予防接種を実施する考えはないかとの問いがあり、理事者からは、ワクチンは

医療機関が購入することになっているので、市が主体となって実施できるものでは

ないとのことです。医療機関が実施することになれば、市としては場所の提供をす

ることになるとの答弁がありました。 

 建設課所管では、凍結防止剤散布車購入について、委員からは、何かあってから

対応するのではなく、凍結防止剤を常時設置している箇所へも散布車で対応してほ

しいとの要望があり、理事者からは、橋の付近やフルーツラインなど、凍結のおそ

れがある道路を指定して業者委託をしたい、散布車への積み込み量が決まっている

ので、１回で走行できる距離が５㎞と決まってしまうため、凍結防止剤を設置して

いる箇所については、個人での対応をお願いしたいとの答弁がありました。 

 また、市民からの要望があった場合の対応について問いがあり、理事者からは、

局部的な場合については、市が保有している軽トラックに散布機を取りつけ、対応

することになるとの答弁がありました。 

 除雪対策に関連して、委員からは、融雪装置から水がかなり出ている箇所があり、

子供たちの通学の支障にもなっている、随時巡回し点検を行ってほしいとの要望が

ありました。 
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 議案第１２３号、平成２１年度あわら市公共下水道事業会計補正予算（第２号）

について申し上げます。 

 雨水貯留施設設計委託料が全額減額されたことについて、理事者からは、土地改

良区から、雨水整備によって、温泉街にたまっていた雨水が一気に芦原土地改良区

の管理する農地に流れ込み、湛水するおそれがあり、その懸念を解決せずして工事

を進めることができないので、一時延期するとの説明がありました。委員からは、

予算化する前に土地改良区とは協議をするべきである。今後は、すべてにおいて十

分な協議を行ってから予算化するようにとの指摘がありました。 

 議案第１２７号、平成２１年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計補正予算（第

２号）について申し上げます。 

 ペットボトル水販売について、委員からは、富山県でペットボトル水を製造して

いるということだが、運賃の節約と販路拡大のため、富山県、石川県でもペットボ

トル水を販売してはどうかとの問いがあり、理事者からは、販売経路の拡大は行い

たいが、まだ販売を始めたばかりなので、今後、検討していきたいとの答弁があり

ました。 

 次に、請願第２号、政府への日米間におけるＦＴＡ（自由貿易協定）締結に反対

する意見書提出に関する請願について申し上げます。 

 ＦＴＡは、日本とアメリカの２国間の外交問題であります。外交問題そのものが、

地方公共団体の事務ではなく、国会で論議すべき事項であるとの意見が多数あり、

当委員会としては不採択と決しました。 

 次に、トンネルじん肺根絶の抜本的な対策を求める意見書について申し上げます。 

 既にトンネルじん肺根絶訴訟の中で、国側の違法として和解が成立しています。

また、当市でも該当される方がおられるようで、そのほとんどの方が公共工事によ

って発生した職業病であることなどから、早急に問題の解決を図るべきであるとの

意見がありました。 

 次に、議案外になりますが、論議のありました主な事項について申し上げます。 

 農林水産課所管では、坂井丘陵地企業的園芸拡大事業について、事業の拡大を図

る法人が農地を借り、地元の方も人手として雇用するなどメリットもあるが、ある

法人では農地の管理がずさんで、地元住民からの苦情も多く、大変困っている。地

元から再三にわたり注意しているが、一向に改善されていない。市としても多額の

補助金を支出しているので、厳しい行政指導をお願いしたいとの強い要望があり、

理事者からは、今回、農地法が改正され、一般企業が農業に参入できるようになっ

たとのことです、一般企業の参入条件として、地元との調和を保つこと、農業施設

の管理に積極的に協力することなどの条件がつけられている、今回の改正内容は、

従来からの農業生産法人にも適用させるべきと考えており、指導の徹底に努めたい

との答弁がありました。 

 また、委員からは、坂井市とあわら市では農業に対する補助金に違いがあり、問

題も生じていることが指摘され、特に、同じ坂井北部丘陵地での新規就農者や施設
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整備に対する補助金や、水田に対する補助金に違いがある。坂井地区として基本的

な考え方を統一すべきとの強い要望がありました。理事者からは、坂井市とは事業

に対する考え方、施策の違いにより、補助金に違いが生じている、坂井北部丘陵に

ついては、農業公社の設立などを坂井市に提案することにしており、その協議を通

じて調整を図っていきたいとの答弁がありました。 

 健康長寿課所管では、委員から、全国でＡＥＤを使用する際に、バッテリーの寿

命が切れ、いざというときに使用できなかったという事例が多数発生していると聞

いている。市の対応は大丈夫なのかとの問いがあり、理事者からは、そういう事例

を聞いており、市が管理するＡＥＤについては検査を終了しており、寿命が来てい

るバッテリーについては買い換える等の措置を講じている、また、市が管理するす

べてのＡＥＤについて、バッテリーを含め、付属品の使用期限も把握しているとの

答弁がありました。 

 最後に申し添えますが、平成１９年から平成２１年にかけて行われてきた上下水

道会計の５％以上の高金利の借り入れを、低金利へと借りかえを進めたことによっ

ては、将来、市の金利負担が軽減されるということで、議会も借換えを承認してき

たところであるが、その後、財政健全化計画のため、上下水道料金の値上げについ

て説明を受けた。このような大事なことは、借換えを実施する際に、事前に説明を

するよう強く望むところであります。 

 また、補助金があるからとか、期限が限られているなどの理由で、拙速に議案を

提案されているように思う。国や県に申請する前に、その計画を議会にも報告して

いただきたい。今後は、十分に検討する時間を設けるよう強く望むものであります。 

 以上のことを、当委員会として強く申し入れをいたします。 

 以上、当委員会に付託されました案件の審査経過と結果を申し上げ、報告といた

します。 

                                        

○議長（丸谷浩二君） これより、各常任委員長の報告に対する総括質疑を許します。 

○議長（丸谷浩二君） 質疑はありませんか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） １１番、坪田正武君。 

○11番（坪田正武君） 総務文教委員長に質問いたします。委員長報告では、芦原中学

校改修工事に伴う電気室２階の騒音に対し、先進地の朝日中学校では同じ２階に設

置し、電気室で４７デシベル、電気室外で４５デシベルの報告に対して質問をいた

します。 

 自電設備とは、一番の騒音はトランスの容量が源です。そのため、委員長報告で

は、朝日中学校と芦原中学校とのトランスの比較がありません。それぞれのトラン

ス容量は幾らですか。また、設置する構造も違うはずです。また、トランスも油入

トランスと新しくできていますモールドトランス、こういうものがありますが、私

は騒音よりも振動が一番の問題でありますが、この比較はしたんでしょうか。 
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（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） １５番、総務文教常任委員長、宮崎 修君。 

○15 番（宮崎 修君） ただいま質問をお受けいたしましたけれども、室内が４７デシ

ベル、逆を言ってましたので。室外が４５デシベルでございます。また、質問いた

だきました芦原の場合は、今設置の電気室は、２００ＫＶＡと３００ＫＶＡ、５０

０ＫＶＡの３台のトランスを設置するようになっております。朝日中学校は、同規

模の先進地という説明を受けておりまして、朝日中学校がどんだけのＫＶＡのトラ

ンスを設置するというのは、委員会では意見がありませんでした。また、トランス

の種類ということについても議論はございませんでした。 

 以上でございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） １１番、坪田正武君。 

○11 番（坪田正武君） 再質問します。私、審議する分においてね、ただ４７と４５だ

ということで、非常に低いんだなということでですね、シャンシャンシャンと終わ

ってしまうのはちょっと問題があるなと。やっぱりその源は何だと、そのトランス

の発電、いわゆる負荷によってですね、トランスのうなりだとか振動が出てきます。

当然、同じ容量の同じように物差しで量って騒音を確認しないとですね、ただ、朝

日中学校が４５だから低いなと思っているんでは、ちょっとこれは問題な気がしま

す。これはまた、いろんな確認しますけど。 

 ２番目、ちょっと質問しますと、この騒音というよりも振動が非常に来るんです

ね。なぜ振動が来るかというと、負荷が増えますと、トランスの鉄芯がうなるんで

す。ぐーんと鉄芯がうなるんですね。それによって振動が出てくるんです。皆さん、

一番近いとこではですね、例えばよく田んぼにモグラ防止のためにちっちゃな風車

がありますね。あれは、田んぼの中にずっとあえてバランスを崩して風車を回しな

がらですね、振動を与えてモグラが逃げるようにするのが一つの点。これはそうい

うことで、あの程度のちっちゃな風車でさえ振動というのは出てくるわけです。で、

今聞いたら、全部でトータルですね、負荷が全部ありますと約１,０００キロにな

るんですね。１,０００キロのトランスが運転始めたらですね、相当なやっぱり騒

音も出ますし、振動も出るんじゃないかと、今。これはちょっとよく設計事務所あ

たりとですね、よく慎重に審議してそういうのがないように、是非ひとつ委員会の

方でですね、やっていただきたい。こういうものの解決策というのは何か提案があ

ったんでしょうか。いわゆる騒音をするような解決策というのは何かあったんでし

ょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） １５番、総務文教常任委員長、宮崎 修君。 

○15 番（宮崎 修君） 改良策ということはございませんでしたけれども、委員会では

ですね、とにかく廊下の方で４５デシベルということですね、これと、機械という

かトランスそのものは同じぐらいの機械というふうに理解をいたしましたし、この
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朝日中学校の場合は２階の真ん中でございます。それで、芦原中学校の場合はいわ

ば西側ということで、離れているという点もございます。それと、振動については

問題がないと聞いたと思います。 

 以上でございます。 

 （「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） １１番、坪田正武君。 

○11番（坪田正武君） 最後の質問をします。振動がないとか、聞いたというのは非常

に何か言葉だけがひとり歩きしてるんであってですね、やっぱり設計なり何かから

ですね、いわゆる基づいたものを設置しないとですね、ただ言葉の文言だけで振動

がないとか、騒音がないとかいうのは、非常にこれは不安的な要素があるんじゃな

いかなと。で、これは私の経験からいきますとですね、この案としてはですね、キ

ュービクル室というのは大体防音装置、いわゆる内側にですね、いろんな断熱材な

りそういった音を吸収するそういうものを入れて、音を外へ出さないような解決策

はあります。だから、今言う振動はですね、これは通常トランスの一番下にですね、

ゴムエアクッションという、そういったものがメーカーで出されております。これ

は、俗に車なりで言うと、タイヤと同じようなもの、そういうものをトランスの下

に置けばですね、いわゆるゴムのエアクッションで分離されますから、当然振動は

ですね、筐体に感化されないというようなことがありますのでね、一つ提案すると

いうことで、質問を終わります。 

○議長（丸谷浩二君） ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

○議長（丸谷浩二君） これから、日程第２から日程第１１までの討論、採決に入りま

す。 

                                        

○議長（丸谷浩二君） 議案第１２０号、平成２１年度あわら市一般会計補正予算（第

６号）について討論はありませんか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） まず、原案に反対者の発言を許可します。８番、山川知一郎君。 

○８番（山川知一郎君） 議案第１２０号、２１年度あわら市一般会計補正予算につい

て、反対の討論をさせていただきます。 

 今回の補正予算には、金津、芦原両中学校の整備費２期工事分として、７億余り

が計上されております。芦原中学校の体育館については、この内４億８６６万６,

０００円でございますが、この内容は、耐震補強をすること、また、天井の高さを

幾分高くするというようなこと、また、器具置き場とかトイレを増設するというよ

うなことでございますけれども、先ほど委員長の報告にもありましたように、芦原

中体育館の運動する面は１,０００㎡でありまして、これは従来と何ら変わらないと

いうことであります。この点につきまして、昨年１２月芦原中学校の歴代のＰＴＡ
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会長は連名で、何としてもこの際、芦原中学校の体育館は広さが不十分であるので、

十分な競技等ができるように改築をしてほしいという要望を出されてきました。残

念ながら、このＰＴＡ会長連名の要望は議会では否決となりましたが。しかし、私

は、今後何十年も今回改修した体育館を使うわけでありますけれども、この体育館

では依然として球技などの公式競技ができないという状況であります。たしか、昨

年９月議会で教育委員会が提案した体育館改築案は５億程度であったと思いますけ

れども、もう１億ほど事業費を上積みすれば改築も可能である。それに伴う一般財

源の持ち出しは、恐らく１,５００万程度であろうというふうに思います。こういう

ことを考えれば、この際、何としても地元の要望に応えて、そして、何よりも生徒

たちが思う存分の球技などができるような施設にすべきであるというふうに考えま

す。 

 今回の整備案では、こういう要望にこたえられないということで、この補正予算

には賛成できないということでございます。是非、議員各位のご理解とご賛同をお

願い申し上げるものでございます。 

○議長（丸谷浩二君） ほかに討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 討論なしと認めます。これで討論を終結いたします。 

○議長（丸谷浩二君） これより、議案第１２０号を採決します。 

 本案に対する各常任委員長の報告は原案可決であります。 

 各委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（丸谷浩二君） 起立多数です。 

 したがって、議案第１２０号、平成２１年度あわら市一般会計補正予算（第６号）

は、各委員長の報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（丸谷浩二君） 議案第１２９号、平成２１年度あわら市一般会計補正予算（第

７号）について討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 討論なしと認めます。 

○議長（丸谷浩二君） これより、議案第１２９号を採決します。 

 本案に対する総務文教常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（丸谷浩二君） 起立全員です。 

 したがって、議案第１２９号、平成２１年度あわら市一般会計補正予算（第７号）

は、委員長の報告のとおり可決されました。 
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○議長（丸谷浩二君） 議案第１２１号、平成２１年度あわら市国民健康保険特別会計

補正予算（第２号）について討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 討論なしと認めます。 

○議長（丸谷浩二君） これより、議案第１２１号を採決します。 

 本案に対する厚生経済常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおりに決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（丸谷浩二君） 起立全員です。 

 したがって、議案第１２１号、平成２１年度あわら市国民健康保険特別会計補正

予算（第２号）は、委員長の報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（丸谷浩二君） 議案第１２２号、平成２１年度あわら市モーターボート競走特

別会計補正予算（第１号）について討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 討論なしと認めます。 

○議長（丸谷浩二君） これより、議案第１２２号を採決します。 

 本案に対する総務文教常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（丸谷浩二君） 起立全員です。 

 したがって、議案第１２２号、平成２１年度あわら市モーターボート競走特別会

計補正予算（第１号）は、委員長の報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（丸谷浩二君） 議案第１２３号、平成２１年度あわら市公共下水道事業会計補

正予算（第２号）について討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 討論なしと認めます。 

○議長（丸谷浩二君） これより、議案第１２３号を採決します。 

 本案に対する厚生経済常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（丸谷浩二君） 起立全員です。 

 したがって、議案第１２３号、平成２１年度あわら市公共下水道事業会計補正予

算（第２号）は、委員長報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（丸谷浩二君） 議案第１２４号、平成２１年度あわら市水道事業会計補正予算

（第１号）について討論はありませんか。 
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（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 討論なしと認めます。 

○議長（丸谷浩二君） これより、議案第１２４号を採決します。 

 本案に対する厚生経済常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（丸谷浩二君） 起立全員です。 

 したがって、議案第１２４号、平成２１年度あわら市水道事業会計補正予算（第

１号）は、委員長報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（丸谷浩二君） 議案第１２５号、平成２１年度あわら市工業用水道事業会計補

正予算（第２号）について討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 討論なしと認めます。 

○議長（丸谷浩二君） これより、議案第１２５号を採決します。 

 本案に対する厚生経済常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（丸谷浩二君） 起立全員です。 

 したがって、議案第１２５号、平成２１年度あわら市工業用水道事業会計補正予

算（第２号）は、委員長報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（丸谷浩二君） 議案第１２６号、平成２１年度あわら市農業集落排水事業会計

補正予算（第１号）について討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 討論なしと認めます。 

○議長（丸谷浩二君） これより、議案第１２６号を採決します。 

 本案に対する厚生経済常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（丸谷浩二君） 起立全員です。 

 したがって、議案第１２６号、平成２１年度あわら市農業集落排水事業会計補正

予算（第１号）は、委員長報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（丸谷浩二君） 議案第１２７号、平成２１年度芦原温泉上水道財産区水道事業

会計補正予算（第２号）について討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 討論なしと認めます。 
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○議長（丸谷浩二君） これより、議案第１２７号を採決します。 

 本案に対する厚生経済常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（丸谷浩二君） 起立全員です。 

 したがって、議案第１２７号、平成２１年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計

補正予算（第２号）は、委員長の報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（丸谷浩二君） 請願第２号、政府への日米間におけるＦＴＡ締結に反対する意

見書提出に関する請願について討論はありませんか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） まず、原案に反対の発言を許可します。ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。８番、山川知一郎君。 

○８番（山川知一郎君） ただいまの請願２号、政府への日米間におけるＦＴＡ締結に

反対する意見書提出に賛成の討論をさせていただきます。 

 厚生経済常任委員会では、この問題は国の外交問題であるということで、当市の

議会としてこれに意見を出すということはなじまないということで、不採択となっ

たと、先ほど委員長から報告がございましたが、しかし、この問題の本質は外交問

題であると同時に、日本の農業を守るかどうかということの、当市の農家にとって

も非常に大きな問題でございます。 

 今日、日本の農業は大変な危機的な状況にあります。後継者がいない、農産物は

なかなか価格が安くて、採算が合うような状況ではない。この今日の日本農業の危

機の最大の原因は、外国から大量の農産物を輸入して、自給率がどんどん下がって

いるというところにあると思います。今、日本の食糧自給率はわずか４０％。こう

いう低い自給率でありながら、さらに農産物の輸入によって、国内の農家には生産

調整を押しつけていると。これでは農業を再生することはできないというふうに考

えます。日本農業を再生するかぎは、この農産物輸入を大幅に減らす、そして、自

給率を５０％以上、できれば７０％程度まで引き上げるというところにあると思い

ます。自給率を７０％までに引き上げれば、減反をしなくても、農家は思い切って

米づくりができるというふうになるのではないでしょうか。 

 今回のこのアメリカとの間のＦＴＡ交渉は、日本農業を自動車や家電など輸出大

企業の犠牲にするものであります。日本の自動車や家電の輸出を増やすために、見

返りとしてアメリカから大量の農産物を受け入れる。こういうことになれば、今の

民主党政権は、農家に対して戸別所得補償などをして農家を支援すると言っており

ますけれども、そんなことをしても、私は焼け石に水であるというふうに思います。

何よりも農産物輸入は絶対に規制をして入れないということを貫くことが、日本農

業再生のかぎだということを強く訴えまして、是非ともこの請願を採択いただくよ
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うに、各位のご理解とご協力をお願いするものでございます。 

○議長（丸谷浩二君） ほかに討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 討論なしと認め、これで討論を終結します。 

○議長（丸谷浩二君） これより、請願第２号を採決します。 

 本案に対する厚生経済常任委員長の報告は不採択であります。 

 請願第２号を採択することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（丸谷浩二君） 起立少数です。 

 したがって、請願第２号、政府への日米間におけるＦＴＡ締結に反対する意見書

提出に関する請願については、不採択とすることに決定しました。 

                                        

   ◎発議第８号の提案理由説明・質疑・討論・採決 

○議長（丸谷浩二君） 日程第１２、発議第８号、トンネルじん肺根絶の抜本的な対策

を求める意見書を議題とします。 

 本案について、提出者の趣旨説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 提出者、７番、笹原幸信君。 

○７番（笹原幸信君） 議長のご指名がありましたので、発議第８号、トンネルじん肺

根絶の抜本的な対策を求める意見書の趣旨説明を申し上げます。 

 じん肺は、最古にして現在もなお最大の被災者を出し続けている不治の職業病と

言われ、炭鉱や金属鉱山、造船等の職場にて多発し、特にトンネル建設工事業にお

いては、いまだに社会問題になっている状況にあります。 

 こうした中、トンネルじん肺根絶訴訟においては、既に国との和解が成立はして

おりますが、トンネルじん肺はそのほとんどが公共工事によって発生した職業病で

あり、政府においては、発注者及び施行者に対する適切な指導を行うとともに、抜

本的な対策を早急に講じるよう、強く要求するものであります。 

 所定の賛成者を得て提案させていただきましたので、議員各位のご賛同をお願い

いたします。 

 なお、意見書案については、お手元に配布のとおりであります。 

 どうかよろしくお願いをいたします。 

○議長（丸谷浩二君） 本案に対する質疑を許します。 

○議長（丸谷浩二君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 質疑なしと認めます。 

○議長（丸谷浩二君） ただいま議題となっています発議第８号につきましては、会議

規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略し、直ちに採決したいと存じ

ますが、ご異議ありませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 異議なしと認めます。 

                                        

○議長（丸谷浩二君） これより、討論、採決に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 討論なしと認めます。 

○議長（丸谷浩二君） これより、発議第８号を採決します。 

 本案を提案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（丸谷浩二君） 起立全員です。 

 したがって、発議第８号、トンネルじん肺根絶の抜本的な対策を求める意見書は、

提案のとおり可決されました。 

                                        

   ◎閉議の宣告 

○議長（丸谷浩二君） 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 これにて、会議を閉じます。 

                                        

   ◎市長閉会挨拶 

○議長（丸谷浩二君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） ご挨拶を申し上げます。 

 師走１２月、大変お忙しい中にもかかわらず、議員各位には、去る７日以来長期

間にわたりまして議会にご出務をいただきまして、誠にありがとうございました。

そして、平成２０年度の各会計の決算のご承認をいただいたほか、提案をいたしま

した議案につきましては、それぞれお認めをいただきましたこと、厚く御礼を申し

上げたいというふうに思います。 

 この議会を通じまして、いろいろとご指摘をいただきましたことにつきましては、

今後十分に、市政運営の中に生かして参りたいというふうに思っております。 

 また、直接議案とはかかわらない案件につきまして、いろいろと今、ご相談をさ

せていただいておりますが、これは、今後十分、議会の中でのご協議をいただきな

がら、成案を得て参りたいというふうに思っておりますので、今後、議会の皆様の

いろいろなご意見をちょうだいして参りたいというふうに思っておりますので、よ

ろしくお願いをいたしたいと思います。 

 今ちょうど、来年度の予算編成にかかっておりますけども、現在の国の状況がま

だ確定的ではございませんので、十分その辺を見きわめながら、いろいろな行政サ

ービスが求められておりますけども、それにこたえるのと同時に、やはり自立的な

財政というものも目指して参らなければならないというふうに思っておりますので、

今後十分、慎重な予算編成に向かいたいというふうに思っております。 
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 さて、本年もあと残るところ１週間となりました。この１年間いろいろと議会の

皆様からご指導いただきましたことに厚く御礼申し上げますとともに、どうかよい

お年をお迎えになられますようにお祈りを申し上げまして、御礼のご挨拶とさせて

いただきます。 

 誠にありがとうございました。 

                                        

   ◎議長閉会挨拶 

○議長（丸谷浩二君） 閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 １２月定例会、長きにわたりまして、いろいろと議論いただきました。その結果

妥当なるご決議をいただきましたこと、まずもってお礼を申し上げます。 

 今ほど市長のご挨拶にもありました、国の方もなかなか本筋が見えてこないとい

う状況でございますけれども、あわら市にとりましても、年明け早々、多くの案件

が集中されているように見えております。年末年始を迎えまして、議員の皆様方に

は、いつになく市民の方と接する機会が多いかというふうに思うわけでございまし

て、その事ごとなどにつきまして、議員活動を通じまして今後のいろんな議論の糧

としていただきたいというふうに思うわけでございます。 

 年末も押し迫って参りました。この押し迫った年末、皆様方にはお風邪等お召し

にならないように、元気で過ごしていただきたいと思う次第でございます。 

 また、年明け早々議論をする予定になっておりますけれども、やはり年明けが市

民ともども、あわら市にとりまして、明るい日差しが見えるような年であればなと

いうふうにも申し上げたいと思います。 

 また、皆様方には、今後これから１月、２月、３月予定をされております議会、

またはそれ以後につきましても、いろんな面で議会に対しまして、またいろいろご

審議賜ればというふうに思います。 

 また、今議会でいろいろ皆様からいただきましたご意見等につきましては、真摯

に受け止めいただいて、理事者の皆さん方にはこれからのいろんな施策に生かして

いただきたいということを強く要望を申し上げたいと思います。 

 本日は本当にご苦労さまでございました。ありがとうございました。 

                                        

   ◎閉会の宣告 

○議長（丸谷浩二君） これをもって、第４４回あわら市議会定例会を閉会いたします。 

（午後 4時 21 分） 
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